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はじめに 
 
近年、日韓両国においては経済的な結びつきをはじめ、人的・文化的交流が一層拡大しつ

つある。 
我が国は、2005 年に世界最先端の IT 国家の実現を目指す e-Japan 戦略を推進するととも

に、2010 年を目標とする u-Japan、すなわち次世代 ICT 社会のユビキタスネット・ジャパ

ンの実現を目指しており、この中で特に国民生活に密着した電子政府・電子自治体の構築は、

最重要課題の一つと位置付けている。 
日本における電子自治体の取組では、住民基本台帳ネットワークシステム、総合行政ネッ

トワーク、公的個人認証サービス等、様々な共通基盤が整備され、最近では電子申請・届出

等の行政手続のオンライン化に取り組む地方公共団体が急速に拡大するなど、住民が身近に

メリットを実感することが可能な利活用への段階へと進展しつつある。 
一方、韓国では、官民を挙げていち早く IT 化に取り組んだ結果、社会や生活の隅々にまで

インターネットの利用が浸透し、電子政府・電子自治体分野でも、すでに様々な先進的なサー

ビスが実現されている。 
電子政府・電子自治体の推進には様々な課題があるが、ワンストップサービスの実現、国・

地方の連携、セキュリティ対策の充実など、日韓両国に共通する課題も多い。 
このような中で、平成 16 年 11 月 11 日に電子政府・電子自治体分野における日韓両国の

政府レベルの対話と、地方公共団体どうしの意見交換を目的とする「第１回日韓電子政府・

電子自治体交流会議」が開催された。 
本レポートは、この会議の議論をもとに、日韓双方の電子自治体の状況をとりまとめたも

のであり、日韓両国の電子政府・電子自治体について、多くの地方公共団体の職員等に紹介

され、これからの日本の電子政府・電子自治体の発展過程における一助になればうれしい限

りである。 
 
平成１７年７月 
 

                      財団法人 自治体国際化協会 
                          理事長  紀 内 隆 宏 

 



 

概 要 

 
第１章 日本の電子自治体の推進 

第 1 章では、日本の電子自治体推進施策の現状として、日本の IT 戦略における電子政府・

電子自治体の位置付けを述べ、電子自治体の推進に関する国としての政策のポイントや地方

公共団体における取組状況等について述べている。また、安全で便利な電子自治体を実現す

る上で、最大の課題の一つである個人情報保護・セキュリティ対策について述べ、最後に ICT
を活用したコミュニティレベルでの様々な地域活性化に向けた取組について述べている。 

 
第２章 韓国の電子政府の推進 

第 2 章では、韓国の電子政府の現状と推進方向として、韓国の電子政府の推進状況、ビジョ

ンと推進目標、推進のための戦略と体制、推進課題、そして未来の電子政府の姿について全

体的な方向性を述べている。 
 

第３章 電子自治体の基盤構築と業務改革 
第 3 章では、日韓両国の政策を踏まえ、電子自治体の基盤構築と業務改革という観点から、

両国に共通する電子自治体推進上の課題として、「アウトソーシングのあり方」「認証基盤」

「個人情報保護」及び「業務の最適化・標準化」の 4 点を重点的に取り上げて、今後の方向

性を述べている。 
 

第４章 公共サービス・住民参加の促進 
第 4 章では、「住民参加の問題」及び「住民と行政間のインタフェース」に当たる「フロン

トオフィス」及び「ミドルオフィス」に焦点を当て、具体的に「行政手続の電子化促進」「住

民参加の促進」「民間等との連携」及び「行政情報の提供・公開」の 4 点について、日韓両国

における先進事例を踏まえつつ、今後の方向性を述べている。 
 

第５章 事例紹介 
第 5 章では、日韓両国における先進事例を紹介している。 
「電子自治体の基盤構築と業務改革」として、岐阜県、ソウル特別市、財団法人地方自治

情報センター、財団法人自治体衛星通信機構及び自治情報化組合を、また「公共サービス・

住民参加の促進」として、行政自治部、江南区、富川市、横須賀市及び三鷹市を先進事例と

して紹介している。 
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第１章 日本の電子自治体の推進 

本章においては、日本の電子自治体推進施策の現状として、最初に日本の IT 戦略における

電子政府・電子自治体の位置付けを述べ、電子自治体の推進に関する国としての政策のポイ

ントや地方公共団体における取組状況等について、基盤整備の推進、システム構築の推進の

順に述べる。 
また、安全で便利な電子自治体を実現する上で、最大の課題の一つである個人情報保護・

セキュリティ対策について述べ、最後に ICT（Information and Communication Technology）
を活用したコミュニティレベルでの様々な地域活性化に向けた取組について述べる。 

 

第１節 ｅ－Ｊａｐａｎ戦略と電子政府・電子自治体の推進 

１ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略 

日本では、2001 年当時、インターネットの普及など IT 革命への取組が大きく立ち遅れて

いた危機感から、「2005 年に世界最先端の IT 国家になる」ことを目標とする IT の国家戦略

「e-Japan 戦略」を策定し、これまでに様々な制度改革や関連の施策を集中的・継続的に実

施してきた。その結果、例えば重点政策分野の一つである「超高速インターネットインフラ

整備及び競争政策」においては、常時接続可能な環境が高速接続で 3,000 万世帯、超高速接

続で 1,000 万世帯という目標を達成し、世界的な視点から見ても、最も安価な通信料金でサー

ビス提供が可能となっている。 

大目標：「我が国が５年以内に世界最先端のＩＴ国家となる」

　　◆　２００５年までの５年間の緊急かつ集中的対応

　　◆　４つの重点政策分野

ＩＴの国家戦略の策定：「ＩＴの国家戦略の策定：「ee--JapanJapan戦略」（戦略」（20012001年年11月）月）

－インフラ ：民間主導原則、世界最高水準のインターネット環境形成世界最高水準のインターネット環境形成
－電子商取引：事後チェック型ルール、信頼確保、国際的整合性
－電子政府 ：業務改革、IT活用の社会基盤
－人材　　 ：ITの利活用能力、指導者の確保
　　　　　　　技術者専門家の育成

２００５年まで常時接続可能な環境
高速　　３,０００万世帯
超高速　１,０００万世帯

２００５年まで常時接続可能な環境
高速　　３,０００万世帯
超高速　１,０００万世帯

目　　標

 
図 １－１ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の策定 

この e-Japan 戦略の進捗状況としては、2003 年に、これまでに整備された IT インフラ・

IT 基盤を活かして、IT の利活用へと戦略を進化させる「e-Japan 戦略Ⅱ」が策定され、「元

気・安心・感動・便利」を形成する社会を目指し、国民にとって身近で重要な 7 つの分野（医

療、食、生活、中小企業金融、知、就労・労働、行政サービス）において、先導的な取組が

進められてきた。 
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また、2004 年 2 月には、「e-Japan 戦略Ⅱ加速化パッケージ」が策定され、政府として取

り組むべき重点施策（国際戦略、セキュリティ政策、コンテンツ政策、IT 規制改革、評価、

電子政府・電子自治体の推進）を明らかにし、その取組をさらに強化してきた。 
さらに、「e-Japan 重点計画 2004」では、2005 年の目標達成のための施策の重点化と体制

整備を行うとともに、将来の IT 社会の種を蒔き、2006 年以降も最先端であり続けるための

布石となる施策を数多く盛り込んでいる。   
このような取組の結果、現在、我が国は、「2005 年に世界最先端の IT 国家になる」という

目標の達成が臨めるところまできている。 
 

2001　　　　　2002　　　　 2003　　　　　　　　 2004　　　　　　　　　 2005　　～

◆ＩＴ基本法

◆IT戦略本部設置
　（本部長：内閣総理大臣）

e-Japan戦略

(2001年1月)

インフラ等、基盤整備

e-Japan戦略Ⅱ　

(2003年7月)

戦略Ⅱ加速化ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

(2004年2月)

世界最先端
のＩＴ国家

IT国家到達への

重点施策の明確化

「e-Japan重点計画」

(2001/3)

「e-Japan重点計画2002」

(2002/6)

「e-Japan重点計画2003」

(2003/8)

「ｅーＪａｐａｎ重点計画「ｅーＪａｐａｎ重点計画20042004」」

　　

・２００５年世界最先端のＩＴ国家へ・２００５年世界最先端のＩＴ国家へ向けた目指す向けた目指す

　　　　べきべきＩＴ社会に向けての課題の克服ＩＴ社会に向けての課題の克服

ＩＴ利活用重視
（先導７分野）

医療、食、生活、中小企業金融、
知、就労・労働、行政サービス

ＩＴ利活用重視
（先導７分野）

医療、食、生活、中小企業金融、
知、就労・労働、行政サービス

A：国際戦略（アジア等）
B：セキュリティ政策
C：コンテンツ政策
Ｄ：ＩＴ規制改革
Ｅ：評価
Ｆ：電子政府・電子自治体

 
図 １－２ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の進捗状況 

 
２ 電子政府・電子自治体の構築 

電子政府・電子自治体の構築においては、目指すべきイメージとして、総合行政ネットワー

ク（LGWAN：Local Government Wide Area Network）、住民基本台帳ネットワークシステ

ム、公的個人認証サービス等、様々な公共的なネットワーク基盤（インフラ）を活用して、

様々な行政サービスが、誰でも、いつでも、どこからでもパソコンとインターネットを通じ

て利用できることを構想としている。 
この電子政府・電子自治体の構築によって、住民や企業等にとっての利便性が飛躍的に向

上することが期待される。 
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現在現在

行政サービスを受けるためには、
①郵送したり、
②官公署の窓口まで足を運び、
資料の提出や申請・届出等の手
続を行う必要がある。

2004年度以降
（将来イメージ）

2004年度以降
（将来イメージ）

引っ越すとき

家を建てるとき

子供が生まれるとき

各種手当を申請する
とき

公共施設を利用する
とき

引っ越すとき

家を建てるとき

子供が生まれるとき

各種手当を申請する
とき

公共施設を利用する
とき

＜日常生活の各場面＞

政府調達に入札す
るとき

事業認可を申請す
るとき

各種届出を行うと
き

証明書発行を申請
するとき

税の申告を行うと
き

政府調達に入札す
るとき

事業認可を申請す
るとき

各種届出を行うと
き

証明書発行を申請
するとき

税の申告を行うと
き

＜ビジネスの各場面＞

○行政手続 ○納税等

税金を納める
とき

手 数 料 を 納
付するとき

社 会 保 険 料
を納めるとき

税金を納める
とき

手 数 料 を 納
付するとき

社 会 保 険 料
を納めるとき

統計データを入
手したいとき

白書を読みたい
とき

法律や制度を調
べたいとき

官公庁の所在地
を知りたいとき

政府発表資料を
入手したいとき

統計データを入
手したいとき

白書を読みたい
とき

法律や制度を調
べたいとき

官公庁の所在地
を知りたいとき

政府発表資料を
入手したいとき

○行政情報
自宅から自宅から

職場から職場から

最寄りの
施設から

最寄りの
施設から

　　インターネット　　インターネット

総合窓口システム総合窓口システム
民間認証局

商業登記認証局

政府認証基盤

各府省

各府省

特別の機関

地方支分部局

施設等機関

各府省

日本銀行

金融機関 郵便局

都道府県

都道府県 都道府県

市町村

市町村

市町村

公的個人認
証サービス

組織認証基盤

電子政府・電子自治体電子政府・電子自治体電子政府・電子自治体

霞が関霞が関WANWAN

（（LGWANLGWAN））
地方公共団体を結ぶネットワーク

国の行政機関を結ぶネットワーク

住民が作成した電子文書につ
いて、本物かどうか確認できる

地方公共団体が作成した電
子文書について、本物かど
うか確認できる

オンライン
決済基盤

各府省ﾈｯﾄﾜｰｸ

個人・企業が作成した電子文
書について、本物かどうか確認
できる

商業登記法人が作成し
た電子文書について、
本物かどうか確認でき
る

国の行政機関が作成し
た電子文書について、本
物かどうか確認できる

行政情報を総合的に検索
案内するシステムが、目指
す手続を瞬時に示してくれ
る

パソコンとインターネットを通じて行政サービス（原則として24時

間）を受けることができる

総合行政ネットワーク総合行政ネットワーク

住民基本台帳ネットワークシステム住民基本台帳ネットワークシステム

 
図 １－３ 電子政府・電子自治体の構築（イメージ） 

上記の目指すべきイメージの中で、日本の電子政府は、国民の利便性・サービスの向上の

ために、国民が 24 時間 365 日ノンストップで必要な情報を容易に入手し、ワンストップで

（インターネット上の一つの窓口で）行政サービスを受けられるようにすることを目指して

いる。このための入り口（ポータルサイト）となっているのが、電子政府の総合窓口「e-Gov」
である。電子政府の総合窓口「e-Gov」では、各府省の手続の案内に関する情報を、利用者の

視点から、個人・企業別、ライフイベント別、サービス分野別に整理し、分かり易く提供す

るとともに、各府省によるパブリックコメント等の情報を一元的に提供している。また、2004
年１月からは、国民からの政策提言の一元的な受付も開始している。 

 

第２節 電子自治体の基盤整備の推進 

１ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ） 

総合行政ネットワーク（LGWAN）は、全国の地方公共団体の庁内 LAN を相互に接続した

ネットワークであり、高度なセキュリティ水準を確保しつつ、地方公共団体同士の高度な情

報流通を可能とすることを目的とした行政専用のネットワークである。 
2001 年に、都道府県と政令指定都市が参加する形で運用が開始され、2004 年 4 月からは

市区町村を含む全国のすべての地方公共団体が参加するネットワークとして、本格的な運用

が開始されている。 
また、2002 年からは、国の各府省の LAN を結ぶ「霞が関 WAN」とも相互接続を可能と

し、その結果、地方公共団体同士だけでなく、地方公共団体と国の府省との間でも、機密性

の高い電子メールや電子公文書の交換を、インターネットを経由せずに、この行政専用のネッ

トワークを介して行うことが可能となっている。 
なお、LGWAN の運営は、都道府県等の地方公共団体が組織する LGWAN 運営協議会が財
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団法人地方自治情報センターに委託する形で行われている。 
 

国の行政機関

都道府県 都道府県

都道府県

庁内ＬＡＮ庁内ＬＡＮ庁内ＬＡＮ

市町村

国と地方の行政機関を相互に接続
（迅速な文書交換や業務システムの共同利用）

都道府県 都道府県

市町村
市町村

市町村

市町村 市町村

市町村

 
図 １－４ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の整備 

 
また、LGWAN には、LGWAN-ASP(Application Service Provider)という仕組みがある。

これは、このネットワークに接続する全国の地方公共団体が、LGWAN を経由して、システ

ムの共同利用をはじめ、様々なアプリケーションサービスを利用することを可能とする。 
この LGWAN-ASP の仕組みを活用することにより、規模の小さな団体も含め、すべての地

方公共団体が、品質の高いアプリケーションやリソースを共同利用することで、多様な行政

支援サービスを安価に利用することが可能となる。これによって、地方公共団体間の IT 活用

に関するデジタルディバイトが解消されるという効果も期待される。 
例えば、現在、都道府県を中心に市区町村が電子申請システムや電子入札システム等を共

同で整備・運用しようとする取組が進んでおり、その際に、都道府県と市区町村を結ぶネッ

トワークとして、LGWAN を利用する方向になっている。 
 

 

LGWAN

LGWAN-ASP
LGWAN-ASP

地方公共団体

地方公共団体

LGWANを利用した地方

公共団体に対するアプリ
ケーションサービス

地方公共団体は個々にアプリ
ケーションを導入する必要が

ない=>コストの削減

 
図 １－５ ＬＧＷＡＮを利用したＡＳＰサービス（ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ） 
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２ 住民基本台帳ネットワークシステム 
（１）住民基本台帳ネットワークシステムの構築 

日本では、各種行政の基礎であり居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した

「住民基本台帳ネットワークシステム」（以下「住基ネット」という。）が整備されている。

これは、地方公共団体共同のシステムとして、4 情報（氏名・住所・性別・生年月日）と住

民票コード等により、全国共通の本人確認ができる仕組みを整備している。 
住基ネットは、全国共通の本人確認を実現するものである。これにより、行政機関への手

続において住民票の写しの添付や現況届の省略が可能となる。また、全国どこの市町村でも

自己の住民票の写しの発行が可能となる等、住民負担の軽減、住民サービスの向上に資する

ものとなっている。この住基ネットは、公的個人認証サービスの提供にとって不可欠なシス

テムであり、電子政府・電子自治体を支える重要な基盤となっている。 
また、住基ネットは、専用回線を利用するとともに、セキュリティの確保のために様々な

措置を講じており、極めて安全なシステムとなっている。 
以下に、住基ネットのシステムイメージを示す。 

《市町村》 《都道府県ネットワーク》 《全国ネットワーク》

指定情報処理

機関のサーバ

Ａ県のサーバ

Ｂ県のサーバ

Ｃ県のサーバ

ＣＳ既存住基
システム

Ｆ
Ｗ

ＣＳ既存住基
システム

Ｆ
Ｗ

ＣＳ既存住基
システム

Ｆ
Ｗ

ＣＳ既存住基
システム

Ｆ
Ｗ

ＣＳ既存住基
システム

Ｆ
Ｗ

住民票の写し

住　民住　民

　　　　　行政機関
　　（国・地方公共団体等）

　・恩給、公務員共済年金の支給
　・児童扶養手当の支給
　・建設業の許可　　　　　　　　
　・厚生年金、国民年金の支給
　・一般旅券の発給
　・不動産登記　　　　　　　　　等

　

住民票の写し

窓
口
等
で
の
申
請
・届
出

ま
た
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

電
子
的
な
申
請
・届
出

不
要

不
要

※ＣＳ（コミュニケーションサーバ）　各市町村に既に設置されている住民基本台帳事務のための
　　　　　　　　　　　　　　　　　 コンピュータと住民基本台帳ネットワークシステムとの
　　　　　　　　　　　　　　　　　 橋渡しをするために新たに設置するコンピュータ
※ＦＷ（ファイアウォール）　 不正侵入を防止するコンピュータ

ＣＳ既存住基
システム

Ｆ
Ｗ

既存構成 新規構成

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

事務の処理に関し、
求めがあったときに限り、
保存期間に係る
本人確認情報(*)を提供

Ｆ
Ｗ

専用回線網

専用回線網

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

Ｆ
Ｗ

※本人確認情報
　４情報（氏名・住所・生年
月日・性別）、住民票コード
とこれらの変更情報　

 
図 １－６ 住民基本台帳ネットワークシステムのイメージ 

 
（２） 住民基本台帳カードの利活用 

住民基本ネットワークシステムは、2003年8月から本格稼動を開始し、希望者に対して、

住民基本台帳カードを交付している。  
住民基本台帳カードは、高度なセキュリティ機能を有する IC カードであり、住民の申請

により市町村長が交付する。これを持つことにより、住民は、主に次のような便利なサー

ビスを受けることが可能となる。  
・全国どこの市町村でも住民票の写しの交付が受けられる。  
・転入転出の際に、「転出証明書」なしで転入届の交付が可能となる。 
・カードメモリの空き領域を活用して、必要な情報を記録し、多目的に独自の行政サー

ビスを行うことができる（市町村の条例で定めるところによる。）。 
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・市町村等の窓口において、住基ネットを通じて、居住する市町村の住民であることを

確認できる。  
・写真付きの住民基本台帳カードを公的な身分証明書として活用することができる。 

希望者に住民基本台帳カード
（ＩＣカード）を交付

○　住基ネット端末において、住民基本台帳カードに
　記録された住民票コードにより本人確認情報を検索
　し、本人確認が可能
　→　本人確認情報の提供又は利用や住民票の写しの
　広域交付・転入転出手続の簡素化の際に活用

○　公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書等の
　保存用カードとして活用可能

○　市区町村の条例で定める独自サービスに利用

　（例）証明書自動交付機
　　　　公共施設の予約等

○　写真付のカードは、表面に記載された氏名、住所
　等により運転免許証と同様に公的な証明書として
　活用が可能

※　住民基本台帳カードの
表面には、住民票コードは
記載されません。

住民基本台帳カード

△△市

2013年 8月31日まで有効

生年月日

氏　　名

住　　所

連 絡 先

昭和**年**月**日 性別 男

住基　太郎

○○県△△市◇◇町2丁目2番1号

△△市役所市民課 TEL:123-456-7890

写真
20mm

×
16mm

住民基本台帳カード

△△市

2013年 8月31日まで有効

生年月日

氏　　名

住　　所

連 絡 先

昭和**年**月**日 性別 男

住基　太郎

○○県△△市◇◇町2丁目2番1号

△△市役所市民課 TEL:123-456-7890

写真
20mm

×
16mm

住民基本台帳カード

△△市

2013年 8月31日まで有効

氏　　名

連 絡 先

住基　太郎

△△市役所市民課 TEL: 123-456-7890

住民基本台帳カード

△△市

2013年 8月31日まで有効

氏　　名

連 絡 先

住基　太郎

△△市役所市民課 TEL: 123-456-7890

２００３年８月２５日から

 
図 １－７ 住民基本台帳カードの利活用について 

また、住民基本台帳カードは、各地方公共団体が条例を定めることにより、独自の多様

なサービスに利用することが可能となる。 
例えば、自動交付機による証明書等の交付、救急医療を受ける際における本人確認情報

の医療機関への提供、公共施設の予約等、様々なサービスの提供に利用することが可能と

なり、住民の利便性の向上に大きく貢献することが期待される。 

①　証明書自動交付機を利用して、住
　民票の写し、印鑑登録証明書その他
　の証明書の交付を受けるサービス

⑪　病院の診察券等として利用するサ
　ービス

⑥　公共施設の空き照会、予約等を行
　うサービス

③　検診、健康診断又は健康相談の申
　込み、結果の照会等を行うサービス

⑬　公共交通機関の利用に係るサービ
　ス

⑧　健康保険、老人保健等の資格確認
　を行うサービス　

②　申請書を自動的に作成するサービ
　ス

⑫　商店街での利用に応じポイント情
　報を保存し、これを活用するサービ
　ス

⑦　図書館の利用、図書の貸出し等を
　行うサービス

④　救急医療を受ける際に、あらかじ
　め登録した本人確認情報を医療機関
　等に提供するサービス

⑭　地域通貨、電子福祉チケット等に
　係るサービス

⑨　介護保険の給付管理等を行うサー
　ビス

⑤　災害時等において、避難者情報の
　登録、避難場所の検索等を行うサー
　ビス

⑮　公共料金等の決済に係るサービス
⑩　高齢者等の緊急通報を行うサービ
　ス

ＩＣカード標準システム  
図 １－８ 住民基本台帳カードの独自利用例 
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３ 公的個人認証サービス 

住民がインターネットを通じて行政手続を行うためには、他人によるなりすまし申請が行

われていないことや、インターネットを通じて送信される電子申請等のデータが途中で改ざ

んされていないことを、行政機関側が確認する機能を必要とする。公的個人認証サービスと

は、上記の機能を実現するために、住民基本台帳ネットワークシステムと連携することによ

り、希望する住民に対して、市町村を窓口として、都道府県知事が電子証明書を交付するも

のである。 
交付された電子証明書は、住民基本台帳カード等に記録される。現在、発行手数料は 500

円、有効期間は 3 年間となっている。 
 

電子申請等

申請書等　　　
（平文） ＋

　　電子署名

　（申請書等を住民の

秘密鍵で署名）
＋

　　電子証明書

（住民の公開鍵付）

本人確認情報
の通知

既存住基システム

　　　　　行政機関
（国・地方公共団体の機関等）

民間認証事業者

署名検証者

電子証明書発行申請　　　

　（基本４情報＋公開鍵）

…

（住民の本人確認に活用）

インターネット

都道府県知事　　　（
証明書発行・失効情報

管理機関）

市町村長　　　　（本
人確認機関）

都道府県単位認証局

失効
リス
ト

総合行政ネットワーク

指定認証機関への
委任が可能

コミュニケーション
サーバ（ＣＳ）

　　住民基本台帳

ネットワークシステム

住　　民

都道府県知事　　　（
証明書発行・失効情報

管理機関）

市町村長　　　　（本
人確認機関）

都道府県単位認証局

失効
リス
ト

市町村窓口

総合行政ネットワーク

指定認証機関への
委任が可能

都道府県知事　　　（
証明書発行・失効情報

管理機関）

市町村長　　　　（本
人確認機関）

都道府県単位認証局

失効
リス
ト

市町村窓口

総合行政ネットワーク

指定認証機関への
委任が可能

都道府県知事　　　（
証明書発行・失効情報

管理機関）

市町村長　　　　（本
人確認機関）

都道府県単位認証局

失効
リス
ト

市町村窓口

総合行政ネットワーク

指定認証機関への
委任が可能

電子証明書交付

都道府県知事　　　（
証明書発行・失効情報

管理機関）

市町村長　　　　（本
人確認機関）

失効
リス
ト

市町村窓口

総合行政ネットワーク

指定認証機関への
委任が可能

都道府県知事
（証明書発行・失効情報管理機関）

市町村長（本人確認機関）

失
効
リ
ス
ト

市町村窓口

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

全国サーバ／

都道府県サーバ

異動等情報
の提供

公的個人認証
サービス端末へ
の４情報の提供

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）等

電子証明書の有効性確
認（失効リストへの問い
合わせ）

住民基本台帳

カード等への秘密鍵・

電子証明書の記録

指定認証機関への委任が可能
→委任先：
財団法人自治体衛星通信機構
（ＬＡＳＣＯＭ）

都道府県単位認証局

○○市

2013 年 8 月 31 日まで有効

生年月日
氏　　名

住　　所

昭和 ○○ 年 ○月○○ 日 性別女
住基　花子

○○県○○市 ○○町○丁目○番○号

写真
20 mm

×16 mm

住民基本台帳カード

○○市

2013 年 8 月 31 日まで有効

生年月日
氏　　名

住　　所

昭和 ○○ 年 ○月○○ 日 性別女
住基　花子

○○県○○市 ○○町○丁目○番○号

写真
20 mm

×16 mm

住民基本台帳カード

 
図 １－９ 公的個人認証サービス 

 
４ 行政手続のオンライン化 

前述までの「LGWAN」「住基ネット」及び「公的個人認証サービス」といった電子政府・

電子自治体を実現するための共通基盤の整備を踏まえ、ここでは、国の行政機関や地方公共

団体に対する電子申請・届出等の行政手続のオンライン化の進捗状況を述べる。 
 
（１） オンライン申請等が可能な国の手続 

国の行政手続のオンライン化においては、2003 年度末までに、国の行政機関が扱う申

請・届出手続数のうち、96％の手続がオンライン化を終えている。 
また、国税の電子申告・電子納税に続き、2004 年から 2005 年にかけて、不動産登記の

オンライン化、年金見込額等の照会サービス、自動車保有関係手続のワンストップサービ

ス等が実現する予定となっている。 
次頁のグラフと表では、年間申請件数が 10 万件以上の手続（これらの手続だけで全体の

取扱件数の 98％を占める）を示している。今後は、こうした申請件数の多い手続を対象に、

手続の簡素化・合理化や業務処理の短縮化に向け重点的に取り組むことにしている。 
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その他
1.8%

労働保険
4.0%

出入国管理
4.3%

自動車
検査・登録

6% 税関
6.5%

社会保険
10.6%

国税
27.4%

登記
39.8%

（注）１　各府省の行政手続等の電子化推進に関するアクション・プランに基づき、年間の申請等件数が１０万件以上の手続
について計上。

　　　２　その他：電波利用、供託、労働基準、動植物検疫、海上交通安全対策等

100.0%1.8%4.0%4.3%5.6%6.5%10.6%27.4%39.8%率（％）

1,047,909,28718,699,34741,704,09245,221,00058,798,00067,598,000111,384,848287,285,000417,219,000
年間申請等件数

（件）

計その他
労働
保険

出入国
管理

自動車
検査・登

録
税関社会保険国税登記事 務

（注）１　各府省の行政手続等の電子化推進に関するアクション・プランに基づき、年間の申請等件数が１０万件以上の手続
について計上。

　　　２　その他：電波利用、供託、労働基準、動植物検疫、海上交通安全対策等

100.0%1.8%4.0%4.3%5.6%6.5%10.6%27.4%39.8%率（％）

1,047,909,28718,699,34741,704,09245,221,00058,798,00067,598,000111,384,848287,285,000417,219,000
年間申請等件数

（件）

計その他
労働
保険

出入国
管理

自動車
検査・登

録
税関社会保険国税登記事 務

■　国税の電子申告・電子納税

　　　2004年2月、一部地域において運用

　　開始（電子納税は同年3月）、2004年6
　　月から全国展開

■　自動車保有関係手続のワンストップ

　　サービス

　　　関係法律が2004年4月成立、2005
　　年中の安定したシステム稼働を図る

■　不動産登記のオンライン化

　　　改正不動産登記法が2004年6月成

　　立、2004年度末に運用開始予定

■　年金見込額等の照会サービス

　　　2004年度末までに整備予定

■　国税の電子申告・電子納税

　　　2004年2月、一部地域において運用

　　開始（電子納税は同年3月）、2004年6
　　月から全国展開

■　自動車保有関係手続のワンストップ

　　サービス

　　　関係法律が2004年4月成立、2005
　　年中の安定したシステム稼働を図る

■　不動産登記のオンライン化

　　　改正不動産登記法が2004年6月成

　　立、2004年度末に運用開始予定

■　年金見込額等の照会サービス

　　　2004年度末までに整備予定

 
図 １－１０ オンライン申請等が可能な主な国の手続 

（２）汎用受付システムの導入状況 
地方公共団体の行政手続のオンライン化については、現在、電子申請・届出等のオンラ

イン化を実現するための汎用受付システムの導入が進められている。 
都道府県では、47団体ある中の既に 18の団体で汎用受付システムが導入されているが、

2004 年度中に約 8 割の団体、2006 年度以降まで含めるとほぼすべての団体で汎用受付シ

ステムが導入される見込みとなっている。 
また、市町村についても、都道府県を中心とする共同化の枠組みに参加する方式等によって、

汎用受付システムの導入による電子申請の受付等が可能になっていくものと考えられる。 
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■導入済みの都道府県（18）
　 北海道、東京都、富山県、石川県、

　　岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、
　 大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、
　 愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、
　 長崎県、沖縄県

■団体数
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（地方自治情報管理概要（2004 年 4 月 1 日時点調査）） 

図 １－１１ 汎用受付システムの導入状況 
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（３）公的個人認証サービスの対象手続 
国・地方の行政手続のオンライン化による公的個人認証サービスの活用について、最初

に、国の行政手続では、2004 年 2 月に、国税の電子申告・電子納税に活用された。その後、

対象手続が拡大し、現在では、恩給関連の申請、社会保険関係手続、旅券申請、年金関係

手続など様々な行政サービスに利用されている。 
また、地方公共団体においても、住民票の写しの交付請求や納税証明書の交付申請など

の行政手続について、公的個人認証サービスを活用した電子申請等の導入が次第に全国の

都道府県や市町村に拡大しつつある。具体的には、現在 17 都道府県（うち 5 県では市町村

も含む）にて、公的個人認証サービスを活用した電子申請等が行われている。 
 

　今後、国の機関の手続・各地方公共団体の手続が順次追加される見込み。

◇実施開始状況
（件数は紙も含めた過去の全国における年間実績）

・２月　２日～　電子申告・納税（国税庁）【6/1～全国展開】：　約 2,000万件/年
・２月１６日～ 恩給関連申請の一部（総務省）　　　 　 ：　約 19万件/年
・３月２９日～ 社会保険関係手続（厚生労働省） 　　 　 ：　約 4,900万件/年
　　　〃　　　 無線従事者免許関係手続（総務省）　　　　 ：　約 6万件/年
　 〃　　　　旅券申請（外務省） 【岡山県ほか順次】 　 ：　約 270万件/年
・７月　１日～　年金関係手続（国家公務員共済組合連合会） ：　約 23万件/年
・９月　２日～　海技免状及び操縦免許証の申請

地
方
公
共
団
体

国

（手続の例：住民票の写しの交付請求、納税証明書の交付申請など）

・３月２９日～　岡山県
・４月１日～　　岐阜県
・４月１９日～　岐阜県内の一部市町
・４月２１日～　山梨県・山梨県全市町村
・５月２５日～　茨城県
・７月１日～　　石川県

・７月９日～　　富山県
・７月１２日～　茨城県全市町村
・７月２０日～　愛知県
　　　〃　　　　兵庫県

・７月２８日～　香川県
・８月２日～　　埼玉県
・１０月１日～　島根県内の一部市町　　
・　　〃　　　　滋賀県
・　　〃　　　　大分県・大分県内の一部市町村
・　　〃　　　　鹿児島県
・１１月１日～　山口県

 
図 １－１２ 公的個人認証サービスの実施開始状況 

 
５ 情報統括責任者（ＣＩＯ） 

電子自治体の構築は、組織内のあらゆる業務・部署にまたがるものである。このため、地

方公共団体においては、首長のリーダーシップの下、情報政策の全般を統括する CIO を任命

するとともに、横断的な推進体制の整備を進めている。 
都道府県では、次頁のとおり、約半数の団体が CIO を任命しており、その約半数は副知事

となっている。 
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「地方自治情報管理概要」（2004 年 4 月 1 日時点調査） 

図 １－１３ 情報統括責任者（ＣＩＯ）の任命状況（都道府県） 

 
また、市町村では、以下のとおり、４割強の団体が CIO を任命しており、その 8 割弱は助

役となっている。 
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「地方自治情報管理概要」（2004 年 4 月 1 日時点調査） 

図 １－１４ 情報統括責任者（ＣＩＯ）の任命状況（市町村） 

第３節 電子自治体システム構築の推進 

１ 目指すべき電子自治体の全体像 

電子自治体の目指すべき全体像では、次図のように、フロントオフィスシステムとバック

オフィスシステムの構築・運営を共同アウトソーシングにより推進するとともに、これらと

当面併存するレガシーシステムとは、シームレスな連携を確保する。 
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前記の全体像に向け、2003 年度は、電子申請システムをはじめとするフロントオフィス系

システムのモデルシステムの開発を行っている。2004 年度は、財務会計、人事給与、庶務と

いったバックオフィス系システムのモデルシステムの開発を進めるとともに、これらとレガ

シーシステムをつなぐ移行システムの開発を進めている。また、レガシーシステム自体の新

システムへの移行も順次進めている。 
このような取組と連携を図りながら、国・地方を通じた業務の効率化を推進していく予定

となっている。 
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図 １－１５ 目指すべき電子自治体の全体像 

 
２ 共同運用アウトソーシング 

（１） 共同運用アウトソーシングの概要 
電子自治体の構築を各市町村にて独自に行うことは、資金、人材等の面で非常に困難で

あるだけでなく、多大な重複投資を生じる可能性も否定できない。また、電子自治体の構

築は、過疎地域等の小規模な町村も含めて、全国のすべての住民にとって便益となるもの

でなければならない。 
このため、日本では、複数の地方公共団体が業務の標準化とシステムの共同化を進め、

さらに、このようなシステムの開発や運営を地域の IT 企業にアウトソーシングする「共同

アウトソーシング事業」を総務省の政策として推進している。 
この共同アウトソーシング事業の推進により、①住民サービスの質的向上、②地方公共

団体における経費節減と業務改革、③IT 関連地場産業をはじめとする新需要創出、の 3 つ

の目的を一挙に達成することを目指している。 
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図 １－１６ 共同アウトソーシングの概要 

（２）共同処理センター整備事業 
各地方公共団体が申請・届出等行政手続のオンライン化を実現し、電子自治体を構築す

るためには、電子申請受付システム等の開発が必要となる。これらを効率的に低コストで

開発するため、現在、総務省と各地方公共団体が共同でシステム開発を実施している。 
今後、電子申請受付をはじめとする住民サービス業務及び関連業務を電子的に行うため

には、新たな設備と当該設備を格納する施設として、共同処理センターの確保が必要とな

る。地域内の民間事業者によるデータセンター等の既存の資源がない場合には、都道府県

を中心に地方公共団体が共同で共同処理センターを整備することが考えられる。 
総務省では、こうした取組を支援するために、2004 年度から、民間事業者による自発的

なサービス提供が困難な地域を中心に、地方公共団体による共同処理センターの整備を促

進し、整備主体となる地方公共団体に対して、所要の財政措置を講じている。 
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図 １－１７ 共同処理センター整備事業 
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（３）電子自治体システムの共同化に向けた取組状況 
前述の国が提唱する共同アウトソーシング事業の推進に歩調を合わせる形で、地方公共

団体においては都道府県を中心とする共同化の取組が活発に進められている。 
現在、47 都道府県のうち 45 の都道府県が市区町村との共同化の取組を実施しており、

その中の多くは、都道府県と市区町村が汎用受付システム等を共同で運用することを計画

している。 
今後は、汎用受付システムの運用にとどまらず、その他の様々な電子自治体業務につい

ても共同化の取組が進んでいくものと考えられる。 
 

■共同化の取組の有無
＊市区町村と共同して取り組んでいる団体→45（96%）
＊検討中の団体→2（4%）

■すでに取り組んでいる45団体の具体的な取組状況
＊協議会等 → 45団体すべてで設置または設置予定
＊共同化する手続 → 40団体（電子申請 他）
　　　　　　　　　　　　　　　5団体（検討中）

＊汎用受付システム（電子申請）の共同運用の形態
　　→・市区町村と共同運用 　　　　25団体
　　　 ・市区町村のみが共同運用　　8団体
　　　　 （※都道府県は市区町村と別個のシステム）

　　　 ・検討中　　　　　　　　　　12団体

＊共同運用を開始する時期（予定含む）　
　 →　右図のとおり
　　　　 （※開始済み：岡山県（2003.8～））
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★★20042004.10.1.10.1時点開始済み団体（電子申請）時点開始済み団体（電子申請）

①岡山県（2003.8～）　⑤香川県（2004.7～）　
②山梨県（2004.4～）　⑥徳島県（2004.8～）
③茨城県（2004.4～）　⑦島根県（2004.10～）
④岐阜県（2004.4～）

共同運用の開始予定時期
（１５団体は時期未定）

 
図 １－１８ 共同処理センター整備事業 

 
３ レガシーシステムとの連携 

現在、日本において、レガシーシステムを刷新する動きが活発化している。ただし、レガ

シーシステムから新システムへの完全な移行には一定の期間を要するものと考えられる。こ

のため、レガシーシステムを新システムに移行する過程におけるモデルとして、電子申請シ

ステム等と既存のレガシーシステム間を円滑に連携するための移行モデルの開発を進めてい

る。こうした取組により、地方公共団体内におけるデータの流れが円滑になり、業務効率の

大幅な改善や住民サービスの向上が期待される。 
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図 １－１９ レガシーシステムとの連携 

４ ＥＡ（エンタープライズ・アーキテクチャ） 

現在、地方公共団体のシステムは、各業務を担当する組織が様々であり、かつ、異なるベ

ンダーに依存し構築を進めてきた結果、非効率なものとなっている。 
こうした現状を踏まえ、より一層効率的・効果的な電子自治体システムの構築を促進する

ため、2005 年度からは、EA に基づく電子自治体の構築に取り組むことを予定している。「全

体最適」の観点から業務やシステムを見直し、改善するための仕組みである EA を活用した

電子自治体構築のモデル事業を実施して、その成果を広く全国の地方公共団体に普及させる

ことが狙いである。 
これによって、地方公共団体のシステム開発に関する重複投資を回避するとともに、シス

テム間の円滑な相互接続と連携を実現し、効率的で低廉かつセキュリティの高い電子自治体

の構築を実現する予定である。 
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図 １－２０ ＥＡに基づく電子自治体の構築 

 
５ 国・地方連携システム 

日本には、3,000 を超える国・地方連携手続があるが、類似内容の照会の繰り返しが多く、

事務手続の進行手順が統一されていない等の問題があり、国と地方公共団体間の業務の非効
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率が指摘されているところである。 
こうした課題を解決するために、現在、国・地方公共団体間の情報交換を円滑に進めるた

めの手法（XML タグの標準化、文字コードの統一化）や業務の手順をパターン化し、自動化

するシステムの検討を行うとともに、これらの成果を踏まえた国と地方公共団体間における

データ共有システムの開発を進めているところである。 
このような国・地方連携システムが構築されることによって、様々な国・地方連携手続に

ついて、再入力等の作業の軽減や業務手順の明確化・自動化によるスピードアップが図られ、

国・地方公共団体を通じた業務の効率化が実現できるものと考えられる。 
 

連携システム連携システム
管理サーバ管理サーバ

<効果>

・常に双方で最新状態の文書にアクセス可能

・データ受け渡しの際の再入力等の作業軽減を可能とし、また、

　再入力による誤りの防止にもつながり、業務の省力化に資する

・バックアップの分散化を図ることができ、危機管理上も有益
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データ交換の手法(XMLタグの標準化及び文字コード

の統一化)の検討を行い、その成果を踏まえてエージェ

ント等の開発を行う。

<目的>

国・地方公共団体を通じた業務の手順(ワークフロー)

をパターン化して自動化するシステムを検討する。

　・業務毎にコードを設定

　・回答の要否、市町村送付の要否、添付資料の有無等

　　の基準によるパターン分け

<効果>

・手続の進行手順の明確化により、適切な進行を確保

・受け手側で組織と事務分掌に応じたコード設定により、適切な

　担当部署への自動送付が可能に

・これらにより、処理期間の短縮等住民サービスが向上
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図 １－２１ 国・地方連携システムの概要 

 
６ 統合型ＧＩＳ（地理情報システム） 

（１）統合型ＧＩＳの整備 
統合型 GIS（地理情報システム）は、庁内 LAN 等のネットワーク環境の下で、庁内で

共用できる空間データを一元的に整備・管理し、各部署がこれらの空間データを横断的に

利用するためのシステムである。 
統合型 GIS の導入は、各部署における地図データの整備に係る重複投資を抑制するのみ

ならず、内部事務の効率化、住民サービスの向上、地域コミュニティの活性化等、非常に

広範囲での利活用や応用が期待され、今後の電子自治体の重要な基盤として位置付けられ

ている。 
この統合型 GIS は、各々の団体の事情や条件により仕様が異なるため、各地方公共団体

で整備しており、財源も基本的には、各地方公共団体で整備している。ただし、統合型 GIS
の普及促進のために、総務省では、ガイドラインやマニュアル類の配布、財政的支援等を
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行っている。 
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図 １－２２ 統合型ＧＩＳの整備 

 
（２）統合型ＧＩＳの導入状況 

地方公共団体における統合型 GIS の導入状況は、2004 年 4 月現在で、導入済みの団体

が、都道府県が 12 団体、市町村が 301 団体となっている。導入済みの団体数は、全国 3,000
余の団体数から見ると１割弱であるが、昨年と比較するとほぼ倍増している。 

総務省では、統合型 GIS の一層の普及・促進を図るため、統合型 GIS の導入・運用に必

要となる地図データ（共用空間データ）の整備及び一連のシステムの整備に対して、地方

交付税措置を行っている。 
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図 １－２３ 統合型ＧＩＳの導入状況（２００４年４月１日現在） 
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７ ＩＣＴを活用した地方行政への住民参画の促進 

電子自治体を構築していくためには、行政サービスの電子化のみならず、ICT の活用によ

り住民参画を促す e-デモクラシーの実現にも取り組む必要がある。 
この ICT を活用した現在の取組状況は、成りすましや改ざんなどデジタル社会特有の課題、

運営ノウハウやルールの不足、さらには、デジタルディバイドの問題等により、円滑な推進

が困難な状態となっている。 
このため、「電子市民会議室の運営ルール作りなど建設的な民意形成に向けた手法」「ICT

活用の可能性とその限界」「市政モニターや住民懇談会など従来からある民意反映チャンネ

ルとの補完関係」「議会との関係」等について、検討会を設置し議論を深めるとともに、「音

声対話システムなどのバリアフリー技術」「公的個人認証サービスを活用した市民電子会議

室や電子住民アンケート・民意把握のモデルシステム」を開発実証して、その普及促進を図っ

ていくこととしている。 
こうした取組を通じて、地方行政への広範な住民参画が促進されていくものとなる。  

 

市民電子会議室
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図 １－２４ ＩＣＴを活用した地方行政への住民参加の促進 

なお、前述のデジタルディバイドは、①身体障害者向けの対策、②老人等 IT になじみのな

い方々向けの対策 ③地理的・地域的対策の三つがあると考えられる。現在、①については

解消に努めている最中にあり、②については講習会等を開きリテラシー向上に向けた事業を

展開している。③については、過疎地域等に対し財政支援を行っている状態である。 
 

第４節 個人情報保護・セキュリティ対策 

１ 個人情報保護・セキュリティ対策の促進 

電子自治体の進展に伴い、地方公共団体においては、個人情報保護・セキュリティ対策が

最大の課題となっており、社会的にも大きな注目を集めている。 
こうした背景を踏まえ、総務省では、地方公共団体における組織的・総合的なセキュリティ

対策を推進する観点から、すべての地方公共団体に対して、個人情報保護条例の制定及び情

報セキュリティポリシーの策定を行うよう取組を進めてきた。 
この結果、既に、個人情報保護条例については 8 割強の団体、また、情報セキュリティポ

リシーについては 8 割弱の団体が整備するに至っている。 
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日本では、2005 年 4 月に、個人情報保護法が全面施行されることから、それまでの間に、

すべての地方公共団体において、個人情報保護条例と情報セキュリティポリシーが整備され

るよう、さらに取組を強化していく必要がある。 
また、セキュリティ水準の向上のためには、今後セキュリティマネジメントの観点から、

普段の改善・見直しが必要となる。 
このため、総務省では、情報セキュリティポリシーの評価・見直しを行うためのセキュリ

ティ監査の実施を強く働き掛けている。 

情報セキュリティポリシーの策定及び監査

▼　情報セキュリティポリシーの策定

全団体が情報セキュリティ対策の基本となる情報
セキュリティポリシーを策定することを要請（2003
年2月26日通知文書）

▼　情報セキュリティ監査の実施

※　策定状況（2004.7.1現在）

都道府県　100.0%（47団体）

市区町村　78.1%（2,439団体）

今後、情報セキュリティ対策の実施状況のチェック・
改善のための情報セキュリティ監査を重視

地方公共団体向けの「情報セキュリティ監査ガイド
ライン」を策定（2003.12.25）

※　実施状況（2004.4.1現在）

都道府県　36.2%（17団体）

市区町村　11.9%（370団体）

情報セキュリティポリシーの策定及び監査

▼　情報セキュリティポリシーの策定

全団体が情報セキュリティ対策の基本となる情報
セキュリティポリシーを策定することを要請（2003
年2月26日通知文書）

▼　情報セキュリティ監査の実施

※　策定状況（2004.7.1現在）

都道府県　100.0%（47団体）

市区町村　78.1%（2,439団体）

今後、情報セキュリティ対策の実施状況のチェック・
改善のための情報セキュリティ監査を重視

地方公共団体向けの「情報セキュリティ監査ガイド
ライン」を策定（2003.12.25）

※　実施状況（2004.4.1現在）

都道府県　36.2%（17団体）

市区町村　11.9%（370団体）

個人情報保護条例等の制定・見直し

住民の権利利益の保護のため、全団体が個人情報
保護条例を制定することを要請（2003年2月26日通

知文書）

▼　個人情報保護条例等の制定

※　制定状況（2004.7.1現在）

都道府県、指定都市、特別区は全団体が制定
市町村の82.8%が条例を制定

規則等を含めれば91.5%（約9割）の団体が制定
（2004.4.1現在）

▼　個人情報保護法制を踏まえた個人
情報保護条例等の制定・見直しを要請
（2003年6月16日通知文書）

☆　制定・見直しの留意点
・　保護対象の手作業処理（紙文書）への拡大
・　自己の個人情報の開示等
・　外部委託に関する規制
・　罰則の検討

都道府県の9割、指定都市の7割が見直しを検討中
（2003.11.1現在）

 
図 １－２５ 個人情報保護・セキュリティ対策の推進 

（１） 個人情報保護条例の制定状況 
地方公共団体における個人情報保護条例の制定状況について、都道府県では、すべての

団体が制定済みとなっている。また、市町村については、8 割を超える団体が制定済みと

なっている。 
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図 １－２６ 個人情報保護条例の制定状況 
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（２）情報セキュリティポリシーの策定状況 
地方公共団体における情報セキュリティポリシーの策定状況について、都道府県では、

すべての団体が制定済みとなっている。また、市町村においては、約 8 割の団体が策定済

みとなっている。 
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図 １－２７ 情報セキュリティポリシーの策定状況 

（３）情報セキュリティ監査の実施状況 
都道府県における情報セキュリティ監査の実施状況については、内部監査、外部監査と

もに実施団体が着実に増加しており、都道府県で情報セキュリティ監査の実施に向けた取

組が本格化しつつある。 
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図 １－２８ 情報セキュリティ監査の実施状況（都道府県） 

また、市町村においても情報セキュリティ監査の実施団体は着実に増加している。ただ

し、都道府県と比較して、未実施団体の割合が非常に高いことから、今後は、市町村にお

ける情報セキュリティ監査の普及促進が必要となる。 
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図 １－２９ 情報セキュリティ監査の実施状況（市町村） 

 
 
２ 個人情報保護・セキュリティ対策の課題 

地方公共団体における個人情報保護・セキュリティ対策については、個人情報保護条例の

制定や情報セキュリティポリシーの策定が進む等、制度面における取組は着実に進展してい

る。 
今後、信頼性の高い電子自治体を構築するためには、さらに運用面での取組強化とシステ

ム面での取組強化に努めて行く必要がある。 
具体的には、運用面での取組強化の施策として「地方公共団体の情報セキュリティレベル

認定制度」の創設を検討するとともに、システム面の取組強化の施策として「個人情報保護

強化技術の実装システムの開発」を行う予定である。 
この「個人情報保護強化技術の実装システムの開発」とは、別名、不鮮明化、層状化、分

割、複数カプセル、トレーサビリティ等といった現在想定しうる最高水準の個人情報保護強

化技術を実装したシステムを開発し、これらを全国の地方公共団体に普及させることにより、

個人情報保護のさらなる強化を図っていこうとするものである。 
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運用面での取組み強化運用面での取組み強化 システム面での取組み強化システム面での取組み強化

「今後、中長期的に何を目安にどのように取り組んでいけ
ば良いかの努力目標やロードマップがあると計画的な取組
みがしやすい」との声が地方公共団体から多く聞かれるこ
とから、取り組むべき課題、達成すべき水準、そこへ至る
ために必要な取組みを具体的に示すとともに、その達成レ
ベルの認定を行うことにより、地方公共団体の情報セキュ
リティ対策の取組みをより一層促進する必要がある。

情報資産に対する脅威が増す中、システム面にお
いても強化が不可欠。とりわけ、個人情報の漏洩
の多くは内部者（職員）によるものであり、内部
からの情報漏洩をも抑止する、又は万が一情報が
漏洩した場合にも個人が特定できないようにする
等の個人情報保護強化技術を実装したシステムを
開発実証していく必要がある。

緊急課題１ 緊急課題２

しかし・・しかし・・

 
図 １－３０ 個人情報保護・情報セキュリティの課題 

 
（１）地方公共団体の情報セキュリティレベル認定制度（検討中） 

地方公共団体におけるセキュリティ対策上の問題点として、他団体や全国平均と比較し

て自団体のセキュリティレベルの位置が不明である、あるいは、住民や議会等に対して客

観的な説明をすることが困難であるといったことが指摘されている。 
このため、自団体の現在の客観的かつ相対的な位置付けが把握できれば、中長期的な目

標や年次的な計画の立案が容易になると考えられる。また、地方公共団体が全国統一的な

基準による客観的な評価や認定を受けることが可能となれば、これまでの取組に対する政

策評価も可能となり、次のステップアップという努力目標も高みに持つことが可能となる。

他団体との競争意識が高まり、切磋琢磨の状況が生じる。結果として、全国の地方公共団

体におけるセキュリティ対策への取組に弾みが付くと考えられる。 
総務省では、上記を踏まえ、「地方公共団体の情報セキュリティレベル認定制度」の創設

を検討している。これは、地方公共団体の危機意識と向上心をバネに、自発的な努力を促

そうとする政策である。今後、制度の考え方、認定基準、認定の仕組み等について具体的

な検討を進め、2006 年度から制度の運用開始を想定している。 
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図 １－３１ 情報セキュリティレベル認定制度（検討中） 

 
（２）地方公共団体職員を対象とする高度情報セキュリティ研修  

地方公共団体におけるセキュリティ対策を実効性のあるものにしていくためには、それ

を担う人材の育成が不可欠となる。 
このため、地方公共団体の職員を対象に、各地方公共団体におけるセキュリティ対策の

中核を担う高度な人材の計画的かつ早急な育成に資するため、実技研修を含む 20 日間にわ

たる高度かつ集中的な研修を実施する「高度情報セキュリティ研修」を実施している。 
毎年度 1000 人程度を目途として、セキュリティ対策の中核を担う高度な人材を計画的

かつ早急に育成している。 
 

（３）ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰによる遠隔セキュリティ監視等サービス（検討中） 
地方公共団体のセキュリティの維持・向上を目的に、LGWAN-ASP の仕組みを活用した

遠隔セキュリティ監視等サービスの実施を検討している。 
これは、LGWAN を経由して、LGWAN に接続する全国の地方公共団体の庁内 LAN を

遠隔で監視するとともに、トラブルが発生した際にレスキューサービスをできるだけ安価

な価格で提供しようとする構想である。 
現在、同サービスの事業モデル等を専門家が検討している最中であり、2005 年の春頃に

は、一定の要件を満たした民間事業者によるサービスの提供が実際に始まるものと想定さ

れる。 
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図 １－３２ 遠隔セキュリティ監視等サービス（検討中） 

第５節 ＩＣＴを活用した地域の活性化 

ここでは、ICT を活用した地域活性化の具体的な取組について示す。 

１ 地域安心安全情報ネットワークの構築 

近年、日本の地域社会においては、空き巣やひったくり、子供をターゲットとした犯罪が

増加し、身近な安心安全情報を共有してきたコミュニティの弱体化が進行している。このた

め、身近な生活空間における安心・安全の確立が緊急の課題となっている。 
総務省では、地域住民が、関係機関と連携しながら、携帯電話やインターネット等の ICT

のツールを活用して、地域の安心安全情報の共有と提供を行うための「地域安心安全情報共

有システム」を開発し、これを各地の地方公共団体に広く普及させていくことを考えている。 
これは、住民パワーを活かして、防犯・防災等に幅広く対応するための地域に根ざしたネッ

トワークを創出していこうという取組である。 
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図 １－３３ 地域安心安全情報ネットワーク（事業イメージ） 
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２ ＩＣＴを活用した地域通貨モデル 

地域通貨とは、ボランティアや地域活動など、法定通貨では表現することが難しい「価値」

を表現することによって、こうした「価値」の流通や交換を促進しようとする取組のことで

ある。このような地域通貨の取組を支援するために、ICT を活用した地域通貨システムを開

発している。 
このシステムは、従来、主に紙幣や通帳といった紙媒体でやり取りを実施していた地域通

貨に、IC カード、インターネット、携帯電話といった ICT 技術を利用することで、①多数の

参加者を前提とした、②瞬時の取引や、③遠隔地間での取引が可能になり、④偽造などのセ

キュリティ上の課題にも対応できるようになる。 
今後、全国の地域社会に、このような地域通貨システムの普及を促進していくことによっ

て、コミュニティ活動や地域経済が活性化することが期待される。  
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図 １－３４ ＩＣＴを活用した地域通貨モデル（事業イメージ） 

３ 地域資産デジタルコンテンツ発信事業 

日本の各地域においては、その地域に昔から伝わる祭礼や伝統行事、伝統芸能といった文

化、伝統芸術等が多々残されている。このような地域文化も、近年における地域の過疎化や

高齢化等により、存続の危機にある。 
こうしたことから、地方公共団体においては、地域文化をデジタルコンテンツとして蓄積

し、保存・継承しようとする取組が進められている。 
地域資産デジタルコンテンツ発信事業は、地方公共団体が蓄積した様々な地域文化のデジ

タルコンテンツを、ひとつのポータルサイトに集約し、日本の地域文化として、これらを保

- 24 -

・センターで各人のポイントを一元管理

・一方、住基カード上にもポイントをのせ、セン
ターから住基カードへのチャージや、住基カー
ドからセンターへのバックが可能

※住基カードのほか、コインや紙幣を補助的に
併用

　

☆ センター≒銀行口座、住基カード≒財布



 

存・継承していくとともに、魅力的な地域文化を日本全国、さらには、世界に向けて情報発

信していこうとする構想である。 
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図 １－３５ 地域資産デジタルコンテンツ発信事業（事業イメージ） 

４ ｅ－地域ビジネス支援 
近年、情報技術の発展、少子高齢化が急速に進展する中、地域経済・社会を再興していく

ためには、地域の資源・資産を効率的に活用し、地域における新たなビジネスを発展させて

いくことが不可欠となっている。 
こうしたことから、財団法人地域総合整備財団では、「多様な能力を持つ人々が、地域の社

会・経済を再興するため、地域における多様な資源（自然、歴史、文化、産業、人材、企業、

団体等）と資産（資金、不動産、設備、信頼関係等）を、新たな情報通信技術を利用するこ

となどによって有効に活用し、地域課題の解決と新たな社会的価値の創造を目指すビジネス」

を「e-地域ビジネス」と定義して、他の地域や事業に普及・発展させるような新しいビジネ

スモデルに取組む団体に対して、助成金を交付し、これを支援している。 

地域

NPO法人
ﾜｰｶｰｽﾞｺﾚｸﾃｨﾌﾞ（組合）
株式会社
有限会社
個人事業主（SOHO含む）

e-地域ビジネスの担い手

自然、歴史、文化、
産業、技術、技能

資金、不動産、設備

住民、企業、団体、
学校、行政

ＩＴの有効活用

ＩＴの有効活用

地域の資源・資産の活用

地域の課題解決

サービス提供

サービス利用、業務委託

㈱地域総合
　 整備財団

助
成

市町村

助成

１０団体
程度

 
図 １－３６ ｅ－地域ビジネス支援（事業イメージ） 
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第２章 韓国の電子政府の推進 

本章においては、韓国の電子政府の現状と推進方向として、韓国の電子政府の推進状況、

ビジョンと推進目標、推進のための戦略と体制、推進課題、そして未来の電子政府の姿につ

いて全体的な方向性を述べる。 
 

第１節 電子政府推進の状況 

１ 国際的評価 

世界の各国は、政府の革新とサービス革新の戦略的な手段として、電子政府の構築を推進

している。アメリカ合衆国においては、クリントン政権時に情報技術による政府の再創造と

いう政策を採択し、ブッシュ政権では、電子政府を政府改革の 5 課題のうちの一つとして推

進してきた。イギリスの場合も同様である。また現在、電子政府の構築を政府改革の中心と

する流れは、先進国だけでなく開発途上国においても進められている。 
このような中、韓国における国際的評価は、国連の電子政府の準備指数の 5 段階において、

アメリカ合衆国、シンガポール等とともに、第 4 段階の電子取引の段階に入っている。これ

は、重要な記録についてのオンライン発給が可能であり、手数料や納税なども電子的にオン

ライン上で可能な状態にある。 
 

タイ, セネガル 中国, インド マレーシア,ペルー 米国, シンガポー
ル、英国, 韓国等

該当国なし

- ?? ? ???
???? ???
??? ??
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着　手 ２段階

相互作用
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意思疎通
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及び死亡記録
等のオンライン
発給

租税及び手数
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ボーダレスオン
ラインサービス
提供

タイ, セネガル 中国, インド マレーシア,ペルー 米国, シンガポー
ル、英国, 韓国等
米国, シンガポー
ル、英国, 韓国等

該当国なし

- ?? ? ???
???? ???
??? ??

１段階

発　展

着　手 ２段階

相互作用

3段階

統合処理

電子取引
5段階

4段階

制限的情報

　提供

コンテンツ及
び情報の周期
的現行化

Eメールによる
意思疎通

各種申請様式

の電子的提供

ビザ,旅券, 出生

及び死亡記録
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発給

租税及び手数

料の電子納付

省庁間/機関間

ボーダレスオン
ラインサービス
提供

 
（資料 : UN, World Public Sector Report 2003, 2003.10） 

図 ２－１ 電子政府発展段階 

 
２ 韓国における電子政府の現在 

韓国における電子政府の発展過程は、日本と同様、事務の自動化から始まり、主要なデー

タベースの電子化、各種システムの構築、データベースと各種システム間の連携、共同化、

そして統合を経て現在に至っている。 
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（１） 中央政府の発展過程 
中央政府の発展過程においては、1980 年代の後半から、主な業務に関するデータベース

の構築作業が本格的に進められ、1990 年代の半ばからは、特に省庁において迅速な情報化

事業が行われた。省庁における執行業務を独立的に行い、調達・特許・国税・関税などの

情報化を行った。また、一部の旅券発給や不動産登記簿システム等について、システム間・

地域間の連携を試みてきた。 
上記の過程を経て、韓国の電子政府は、2001 年度から本格的に推進されることになった。

電子政府基盤のシステムは、住民申請システム、発給システム、電子調達システム、国家

の財政情報など 11 システムある。 
 

 
（２）中央政府の発展水準 

電子政府を推進する上で最も基本的な前提条件は、公務員が超高速通信網を活用するこ

とができるか、公務を執行する人々・公務員がコンピュータによって業務を処理すること

ができるかが挙げられる。この面において、韓国では、2001 年度を起点として、電子政府

を実現するための基盤作りが終了している。このため、韓国は、情報通信インフラ分野に

おいて世界最高水準に入ったといえる。 
次に、省庁別・機能別の情報化においては、一部の分野（電子調達や特許など）で世界

の先進的な水準に到達している。 
また、行政の情報化ではなく電子政府の水準については初期の段階にあり、国民・企業

のためのオンライン統合サービスは現在進行中の状態にある。 
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住民/不動産/自動車 等　行政DB構築

’87~’92：主に主要業務を電算化

調達/特許/国税/関税等の情報化

旅券発給/不動産登記簿システム等連係

’93~’00：情報化拡大、一部連係

行
政
情
報
化

G4C, 特許ネット, 電子調達, 国家財政情報など

汎政府次元の核心基盤情報化 (11大事業)

’01~’02：電子政府基盤構築
電子
政府

 
図 ２－２ 中央政府の発展過程 



 

 
（３）地方自治体のサービスの水準 

地方自治体のサービスの水準を、行政サービスと対市民サービスに分類し、さらに行政

サービスについては、基礎自治体である市・郡・区と広域自治体である市・道に分類し述

べる。 
行政サービスについて、現在、市・郡・区は、1998 年度から 2 回にわたって情報化事業

を推進した結果、2003 年度においては、共同で電算業務を行うことが可能な 21 の業務分

野のうち、460 業務、2887 種について行政業務の手続が電算化された。 
また、2003 年 10 月から、市・道の情報化事業が進められ、5 つの市・道について情報

化事業が終了し、随時残りの事業が拡散的に進められている。現在、約 350 種の各種報告

統計及び政策資料が、市・郡・区と市・道、中央間で流通している。 
次に対市民サービスについて述べる。市・郡・区のホームページと申請処理システムで

ある G4C を連携したオンライン行政サービスは 181 種オンライン化されている。このう

ち、住民登録、謄本・抄本等を含む 8 つのサービスについては、自宅から申請し、発給を

受けることが可能な状態にある。また、住民謄本・抄本等 38 種は、オンラインの無人証明

書発給機を利用してサービスを受けることが可能であり、現在全国に 1,040 台のキオスク

端末が各地域に設置されている。 
その他のサービスとして、773 種の各種届出・申告等は、行政の透明性向上を目的に、

市民に対し処理状況を公開している。また、住民謄本・抄本等 44 種のサービスは、各行政

機関の情報共有によって、住民が各種申請をした際に添付書類等を提出しなくても良い。 
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1400余りの邑�面x洞で超高速通信網構築完了

電子調達は UN ‘公共サービス革新賞’ 受賞(’03. 4月)

特許ネットは WIPO 知的財産権情報化モデルに選定(’01. 12月)
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世界最高水準の情報通信インフラ構築

省庁別·機能別の情報化は高度化段階に突入

国民�企業のためのオンライン統合サービスは初期段階

1400余りの邑�面x洞で超高速通信網構築完了
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国民�企業のためのオンライン統合サービスは初期段階

 
図 ２－３ 中央政府の発展水準 



 

２１分野　４６０個業務 2,887種 行政業務手続を電算化

市郡区のＨＰ及びG4Cと連係したオンライン行政サービス(181種)

行政サービス : 機関·業務間共同活用体系構築

対市民サービス : オンライン申請処理本格サービス

市郡区⇔市道⇔中央間の報告統計及び政策資料流通(350種)

全国オンライン無人証明書発給サービス(住民謄抄本等 38種)

各種申請の処理状況を公開し行政の透明性向上(申告等 773種)

行政情報共有による証明書類添付減少(住民謄抄本等 44種)

 
図 ２－４ 地方自治体のサービス水準 

３ 推進上の主要問題 

前述までは、中央政府と地方自治体における電子政府化の推進過程とその発展水準を述べ

た。ここでは、電子政府化への推進過程にて生じている様々な問題について述べる。 

関係省庁間の強調が不十分、集団利己主義関係省庁間の強調が不十分、集団利己主義

客観的な成果評価体系不十分客観的な成果評価体系不十分

– 仕事の方式、プロセスの改善なく情報化を推進

– オフライン中心の法令及び慣行が制約要因

– 情報提供忌避等により情報共有が不十分

– 既得権喪失、情報の誤·濫用憂慮から利害当事者が反発

– 事前妥当性検討及び事後評価制度の不在

政府革新政府革新 ··地方分権のための手段としての寄与度が不十分地方分権のための手段としての寄与度が不十分
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– オフライン中心の法令及び慣行が制約要因
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– 仕事の方式、プロセスの改善なく情報化を推進

– オフライン中心の法令及び慣行が制約要因

– 情報提供忌避等により情報共有が不十分
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– 情報提供忌避等により情報共有が不十分
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– 事前妥当性検討及び事後評価制度の不在

– 仕事の方式、プロセスの改善なく情報化を推進

– オフライン中心の法令及び慣行が制約要因

– 情報提供忌避等により情報共有が不十分

– 既得権喪失、情報の誤·濫用憂慮から利害当事者が反発
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政府革新政府革新 ··地方分権のための手段としての寄与度が不十分地方分権のための手段としての寄与度が不十分

 
図 ２－５ 推進上の主要問題 

（１） 政府革新・地方分権のための手段としての寄与度が不十分 
政府革新は、働く方法とプロセスの改善を通して達成する。その結果、住民に質の高い

サービスを提供することが可能となる。また、企業に対しては、対外的な競争力を強化で

きるよう支援することが可能となる。 
現在韓国政府においては、業務改善を考慮せずに情報化を推進することや、法令・慣行
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の制約により、政府の革新と地方分権に対する寄与度が不足していることが問題として挙

げられる。これは、オフラインの状態で進められてきたこれまでの慣行から、韓国の公務

員が完全に抜け出すことができない状態から生じているものと考えられる。 
また、日本においては、個人情報の保護についての法律が策定されているが、韓国では

現在、個人情報保護に関する法改正作業が終了していない。電子政府の推進において重要

な法制度が、未だに完成していないため、電子政府の推進においては制約となっている。 

（２）関係省庁間の協調が不十分、集団利己主義 
省庁においては、個別に保有しているシステムの一部を公開又は共同利用することに関

して、消極的な姿勢を見せている場合がある。つまり関係省庁間の情報共有が完全に達成

されている状態ではないことが問題として挙げられる。 

（３）客観的な成果評価体系不十分 
韓国においては、情報化事業についての評価体系が不十分であることが問題として挙げ

られる。このため今後は、電子政府・情報化事業の位置付けを現状より一段階上に上げて、

各種システム間の連携、共同利用、統合を行い、国民に簡単で迅速なサービスを提供する

ための事業成果を客観的に評価するための指標を体系化する必要がある。 
 

第２節 電子政府ビジョンと推進目標 

１ 電子政府推進ロードマップ 

韓国の現盧武鉉政権（参与政府）は、電子政府を「透明な行政」「効率的な行政」「参与す

る行政」の三本柱として推進している。「透明な行政」では、オンラインを通して政府の仕事

の方式を変える。「効率的な行政」では、住民・企業に対して政府サービスを提供する。その

際の伝達の方法をオンラインに変える。「参与する行政」では、政府が保持する限られた情報

資源を効率的に管理する。 
韓国政府では、上記の三本柱を推進することにより、透明な行政、効率的な行政、住民が

参加することのできる行政を目指している。また、先進的な政府として韓国政府が生まれ変

わることを目指している。 
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図 ２－６ 電子政府推進ロードマップ 
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２ 電子政府のビジョン 

韓国の電子政府専門委員会では、「世界最高水準の開かれた電子政府」の実現に向けて、今

後 5 年間に進めるべき電子政府のビジョンを以下のように決定している。 
・サービス伝達の革新を通してネットワーク政府を構築する。 
・行政の効率性・透明性を向上させて、知識政府を構築する。 
・真の国民主権を実現して、誰でも参加できる政府を作る。 

こうしたビジョンを推進するために、韓国政府は、国民と企業の望む様々な情報とサービ

スに対して、政府全体が一体となり統合的な業務基盤を構築する必要があると考えている。 
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ネットワーク政府

知識政府

参与政府

サービス伝達の革新

行政の効率性·透明性向上

真の国民主権実現

ネットワーク政府
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図 ２－７ 電子政府のビジョン 

３ 電子政府推進目標 

ここでは、韓国政府における電子政府推進目標を述べる。また、対市民サービス目標、行

政効率性目標及び行政民主性目標についても述べることとする。 

（１） 電子政府推進目標 
韓国政府における電子政府推進目標は、「政府の仕事の方式革新」「対国民サービス革

新」及び「電子資源管理革新」の大きく 3 分野からなる。「政府の仕事の方式革新」では、

紙の文書を電子文書へと移行し、各部署別・官庁別であった業務処理からサービス自体の

流れに沿った業務処理にプロセス変更することを目標としている。 
次に、これまでは、各機関に窓口が設定されているため、国民は、何らかの手続を行う

場合、各々の機関に出向く必要があった。こうした課題を「対国民サービス革新」では、

サービスの分野別・業務別に一つの窓口に整理し、各々の官庁に出向くことなく、オンラ

インで自宅からサービス提供を可能とすることを目標としている。あわせて、今後は住民

投票、電子投票等の方法を電子的に活用することにより、国民の政治への参加を推進し、
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国民主権を実現する手段として、電子政府を活用することを目標としている。また、政策

の提案、クレームの処理についてのシステムの構築を推進し、国民が政治に参加できる広

場のようなものをインターネット上に実現することを検討している。 
「電子資源管理革新」では、従来の機関別・業務別に業務資源が管理されていたものを、

政府全体として統合管理し、一ヶ所のデータベースに統合することによって、効率的かつ

迅速なサービスの提供を実現することを目標としている。また、部門別に様々な標準が立

ち上げられているが、こうした標準を統一化することによって、容易な連携を可能とする

ことを目標としている。 

 
（２）対市民サービス目標 

対市民サービスでは、大部分の行政サービスや企業関連業務を官庁に訪問することなく

処理可能とすることによって、行政サービスの水準を 画期的に高め、企業支援競争力も世

界 10 位圏に引き上げることを目標としている。 
具体的には、行政サービスのオンライン化を現在の 15％から 5 年後までに 85％とする

ことを目標としている。企業への支援・競争力を現在の世界 24 位から 5 年後までに 10 位

までに持ち上げる。国民が手続等のために官庁へ訪問する回数を年 10 回から 5 年度までに

3 回以内にする。また、電子政府の活用度を現在の 23％から 5 年後までに 60％にまで数値

を上げるといった目標を指数で表現している。 
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図 ２－８ 電子政府推進目標 
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図 ２－９ 対国民サービス目標 

（３）行政効率性目標 
行政効率性は、すべての行政業務の電子化及び情報共有の拡大により情報資源を統合管

理しリアルタイム行政を可能とすることで効率性を高めることを目標としている。 
具体的には、現在、部分的に電子化され、かつ相互連携もされていない人事や監査部門

等の機関共通業務を、5 年後を目処に業務処理を全面電子化するとともに、相互連携を可

能にすることを目標としている。 
また、紙と一部のコンピュータにて管理されている台帳を、5 年後を目処に電子台帳に

一本化し、各官庁の間で一部分しか共有されていなかった行政情報を、各官庁間で全面的

共有することを目標としている。 

現在

5年後

部分的電子化、
未連係

紙と電子台帳の
併存

分散、独立

省庁間では制限
的共有
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文書台帳電子化

行政情報共有
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(人事、財政、監査等）

全面的電子化、全面的電子化、
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統合、連係統合、連係
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図 ２－１０ 行政効率性目標 

（４）行政民主性目標 
行政民主性の目標は、「電子的参与」「行政情報公開」及び「プライバシー保護」の 3 点

が挙げられる。 
電子的参与では、行政情報の能動的・開放的提供と個人情報に対する自己統制権を強化

することにより政策参与を活性化し、民主性を高めることを目標としている。 
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行政情報公開では、一部の情報しか公開しなかったものを全面的に開放することを目標

としている。 
プライバシーの保護では、日本の経験を参考に、法改正を通じて、個人情報を個人が管

理する権利を強めていくことを目標としている。 
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図 ２－１１ 行政民主性目標 

第３節 電子政府推進戦略及び体系 

１ 電子政府推進戦略 

ここでは、電子政府の推進戦略を「政府革新と連携した推進」「業務革新/情報化/情報資源

管理の善循環連携（EA 次元接近）」「国民が信頼する安全な電子政府実現」「成果志向的情報

資源管理推進」及び「開かれた電子政府推進及び国際協力強化」に分類し述べる。 
（１） 政府革新と連携した推進 

第一の推進戦略である「政府革新と連携した推進」では、その実現に向け段階的な方法

を採用している。 
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図 ２－１２ 電子政府推進戦略１ 
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第 1 段階では、2005 年度までに、全面的に「水準 4：電子取引」が可能となるよう推

進する。実現に向けては、行政内部の業務を整備し、共通基盤となるものを整備するとこ

ろに焦点を当てている。 
第 2 段階では、サービスの高度化を推進し、国民、企業に対するサービスの統合を目

標としている。これは、行政内部において情報化が行き届いていない業務についても、「水

準 5：統合処理」まで引き上げることを基本方針としている。 
以下に、政府革新と連携した電子政府推進体系を示す。この電子政府推進体系は、行

政業務と電子政府の緊密な連携により、連携効果を生み出すことを目標に置いている。 
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行政サービス及び
企業支援制度改善

行政サービス/貿易/物流

等のサービス電子化
便利で透明性ある

サービス伝達

サービス
伝達革新

行政サービス及び
企業支援制度改善
行政サービス及び
企業支援制度改善

行政サービス/貿易/物流

等のサービス電子化

行政サービス/貿易/物流

等のサービス電子化
便利で透明性ある

サービス伝達
便利で透明性ある

サービス伝達

サービス
伝達革新
サービス
伝達革新

政府組織機能
診断、変化管理

仕事の仕方及び
業務プロセス革新

参照モデル適用、 DB及び

システムの相互連係統合

共通行政業務電子化、
BPR/ISPによる情報化

サービス中心へ
機能転換

成果中心の
行政業務遂行

政府
機能転換/

仕事の方式
革新

政府組織機能
診断、変化管理
政府組織機能
診断、変化管理

仕事の仕方及び
業務プロセス革新
仕事の仕方及び
業務プロセス革新

参照モデル適用、 DB及び

システムの相互連係統合

参照モデル適用、 DB及び

システムの相互連係統合

共通行政業務電子化、
BPR/ISPによる情報化
共通行政業務電子化、
BPR/ISPによる情報化

サービス中心へ
機能転換

サービス中心へ
機能転換

成果中心の
行政業務遂行
成果中心の

行政業務遂行

政府
機能転換/

仕事の方式
革新

政府
機能転換/

仕事の方式
革新

情報公開促進及び
国民参与手段開発

情報公開システム及び

オンライン国民参与ポータル

民官“協治”により

開かれたガバナンス
具現

国民参与
活性化

情報公開促進及び
国民参与手段開発
情報公開促進及び
国民参与手段開発

情報公開システム及び

オンライン国民参与ポータル

情報公開システム及び

オンライン国民参与ポータル

民官“協治”により

開かれたガバナンス
具現

民官“協治”により

開かれたガバナンス
具現

国民参与
活性化

国民参与
活性化  

図 ２－１３ 政府革新と連携した電子政府推進体系 

（２）業務革新／情報化／情報資源管理の善循環連携（ＥＡ次元接近） 
韓国政府は、「業務革新」「情報化」及び「情報資源管理」の 3 部分を緊密に連携させ、

電子政府の構築を円滑に推進することを方針としている。具体的な推進手順としては、最

初に業務についてのビジョンを設定し、行政機関が現在推進している実態を調査する。調

査結果から実態を改善できるような業務プロセスを構築し、重複した機能の廃止、簡素化

を行うといった手順を踏む。 
また、同時に情報化戦略計画（Information Strategic Plan：ISP）を作成し、情報資源

の管理、個人情報の保護等を推進することに焦点を当てている。 
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図 ２－１４ 電子政府推進戦略２ 
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（３）国民が信頼する安全な電子政府実現 
現在、韓国の教育情報化システムは、個人情報保護の問題から、莫大な費用をかけて開

発したにもかかわらず、開発したシステムの一部が運用できない状態にある。また、本人

確認については、住民登録システムの共同活用を通じて認証を行うことはできるが、具体

的な方法論が解決できていない部分もある。 
このため、韓国政府では、国民が信頼できる安全な電子政府の実現に向けて、個人情報

保護と情報の共同活用の両方が重視されるような戦略を推進している。 
また、アメリカ合衆国の同時多発テロ時と同様に、緊急時に情報システムが迅速に復旧

できるよう、バックアップシステムやサイバーテロに対抗するシステムを稼動することで、

電子政府を国民に信頼させ、電子政府への利用が活性化するよう推進している。 

（４）成果志向的情報資源管理推進 
韓国政府は、電子自治体の推進成果を情報資源として管理、把握するために、電子政府

専門委員会に成果評価チームを新たに新設し、電子政府を評価できる体制の確立を考えて

いる。 
また、統合電算環境を迅速に推進するために、政府の統合電算センターを構築する計画

が現在実施されている。2005 年度の下半期から 2006 年度の上半期までに第 1 センターが

構築され、2007 年度の初めに第 2 センターが完了する予定となっている。これにより、2007
年度末までには、政府全体の電算室が二つのセンターに改編され、この二つのセンターは、

適宜バックアップを維持することが可能なセンターへと変わっていくことになる。 

（５） 開かれた電子政府推進及び国際協力強化 
開かれた政府を推進するためには、国民や企業からの情報提供が重要である。このため、

韓国政府では、電子政府参与広場をインターネット上に構築し、その中に CIO 協議会、電

子政府研究会、サイバー評価団を運営できるよう設計している。 
 

成果評価体制導入(自己事前評価実施と成果指標事前提示)

汎政府統合電算センターの段階的構築運営

電子政府参与広場整備
(CIO協議会/電子政府研究会/サイバー評価団 運営)

電子政府事業パッケージ海外進出積極支援

5 開かれた電子政府推進及び国際協力強化

個人情報保護強化/バックアップ体制構築/サイバーテロ分析システム稼動

3 国民が信頼する安全な電子政府実現

4 成果志向的情報資源管理推進

 

図 ２－１５ 電子政府推進戦略３・４・５ 
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２ 電子政府推進体制 

電子政府全体についての推進体制は、行政自治部及び各省庁の上に、電子政府専門委員会

がある。 
電子政府専門委員会では、電子政府の中長期のビジョンと目標、推進方法等を決定し、主

要な事業の調整と評価を担当する。 
行政自治部では、電子政府専門委員会とともに主要事業の個々について実施し、各種の電

子情報事業を発掘する役割を負っている。その中には、予算支援と事業管理や各省庁の推進

状況の点検、一部の課題についての調整の役割を含んでいる。 
各省庁では、省庁内の必要な電子情報事業について発掘し事業を推進する。政府の情報通

信部電算院電算センター等が技術的な支援をしながら、予算支援を担当することになる。 

 

 

第４節 電子政府推進の課題 

１ 各分野別アジェンダ 

韓国政府は、電子政府を推進していく上での課題を、4 大分野、10 大アジェンダと分類し

ている。 
4大分野は、「政府の仕事の方式革新」「対国民サービス革新」「情報資源管理革新」及び「法

制度整備」である。 
この 4 大分野の下に、10 大アジェンダとして「電子的業務処理の定着」「行政情報共同利

用拡大」「サービス中心の業務へ再設計」「対国民サービス高度化」「対企業サービス高度化」

「電子的国民参与拡大」「情報資源の統合・標準化」「情報保護体系の強化」「情報化人材・組

織専門化」及び「電子政府関連法整備」がある。 
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予算支援 : 予算処予算支援 : 予算処

 

図 ２－１６ 電子政府推進体系 
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図 ２－１７ 各分野別アジェンダ 

 
２ ３１大優先推進課題 

10 大アジェンダの下には、31 の課題が設定されている。これらの課題は、部署ごと、官庁

ごとに割り当てられた課題である。この課題を推進するため、各省庁間で調整を行っている。 
以下に、4 大分野別の優先推進課題を述べる。 

（１） 政府の仕事の方式革新における課題 
政府の仕事の方式革新には、「電子的業務処理の定着」「行政情報共同利用拡大」及び

「サービス中心に業務再設計」の 3 つのアジェンダがある。 
アジェンダ「電子的業務処理の定着」における課題として、「文書処理の全過程を電算化」

「国家及び地方財政総合情報化」「電子地方政府具現」等、合わせて 9 つの課題がある。 
アジェンダ「行政情報共同利用拡大」については、これが一つの大きな課題となるため、

独立に推進している。 
アジェンダ「サービス中心に業務再設計」については、政府の機能連携モデル（BRM）

を開発しているところである。また、国政における課題のリアルタイムの管理と政府機能

の連携モデルの二つがここに加わり、新しい課題として設定され、現在推進されている。 
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核心推進:核心推進: 重点管理: 重点管理: 
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3. 電子地方政府具現3. 電子地方政府具現
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5. 電子国会具現5. 電子国会具現
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1. 文書処理の全過程を電算化1. 文書処理の全過程を電算化

10. 行政情報共有拡大10. 行政情報共有拡大

11. 政府機能連係モデル(BRM)開発11. 政府機能連係モデル(BRM)開発

8. 外交通商情報化8. 外交通商情報化

9. 国政課題リアルタイム管理9. 国政課題リアルタイム管理

仕

事

の

方

式

革

新

電子的

業務処理の
定着

電子的

業務処理の
定着

行政情報
共同利用拡大

行政情報
共同利用拡大

サービス中心に

業務再設計

サービス中心に

業務再設計  
図 ２－１８ 仕事の方式革新における課題 

 
（２）対国民サービス革新における課題 

対国民サービス革新には、「対国民サービス高度化」「対企業サービス高度化」及び「電

子的国民参与拡大」の 3 つのアジェンダがある。 
アジェンダ「対国民サービス高度化」における課題として、「インターネット行政サービ

ス高度化」「国家安全管理総合サービス」「建築·土地·登記 連係及び高度化」等、合わせて

8 つの課題がある。 
アジェンダ「対企業サービス高度化」については、「企業支援ワンストップサービス」「国

家物流総合情報サービス」「電子貿易サービス」等、合わせて 5 つの課題がある。 
アジェンダ「電子的国民参与拡大」については、オンライン方式での参加拡大が含まれ

ている。今現在、国民が政策の提案を行ったり、また、クレームを出したり、様々な申告

を行ったりするシステムの基本的な枠組みは完成され、システムの構築作業が進められて

いる最中にある。また、システムの構築とともに、国民が政策に参加するための方法も検

討されている最中にある。 
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図 ２－１９ 対国民サービス革新における課題 

 
（３）情報資源管理革新における課題 

情報資源管理革新には、「情報資源の統合標準化」「情報保護体系の強化」及び「情報化

人材・組織 専門家」の 3 つのアジェンダがある。ここでは、3 つのアジェンダのうち、特

に「情報資源の統合標準化」について述べる。 
アジェンダ「情報資源の統合標準化」においては、3 つの課題がある。 
課題「汎政府統合電算環境構築」については、二つのセンターを構築し、これらが相互

にバックアップする役割を持ち、すべての電子政府に関する資源が集中的に管理できるよ

うになることを想定している。 
課題「電子政府通信網高度化」においては、現在 80 ある行政機関のうち、75 の機関で

活用されているネットワークがすでに統合されている。このネットワークをブロードバン

ドに合わせて、さらに高度化する作業が現在推進されている。 
また、課題「汎政府情報技術アーキテクチャ（ITA）適用」においては、ITA、EA と表

現することのできる政府資源を、より広く、緊密にそして効率的に各部署が利用できるよ

うにするため、情報技術アーキテクチャの適用作業が現在も推進されている。 
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アジェンダアジェンダ ’03-’04優先推進課題’03-’04優先推進課題
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人材·組織 専門家

情報資源
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図 ２－２０ 情報資源管理革新における課題 

（４）法整備制度における課題 
法制度整備には、「電子政府関連法制設備」のアジェンダがある。 
アジェンダ「電子政府関連法制設備」においては、課題「電子政府具現及び安全性関連

法制整備」があり、情報の保護、運用の組織強化を実現し、また、安全性に関連する法規

の整備等が、すべての革新事業の各項目として活発に取り組まれている。 
 

アジェンダアジェンダ ’03-’04優先推進課題’03-’04優先推進課題

31. 電子政府具現及び安全性関連法制整備31. 電子政府具現及び安全性関連法制整備
電子政府関連

法制整備
電子政府関連

法制整備法制度整備

 
図 ２－２１ 法整備制度における課題 

 

第５節 未来の電子政府の姿 

１ 期待される効果 

ここでは、2005 年度末及び 2007 年度末と段階を分け、韓国における未来の電子政府に期

待される効果を述べる。 
（１）２００５年度末までに期待される効果 

2005 年度末までには、政府の仕事の方式に関する期待効果としては、監査、人事、決済、

調達等、すべての分野で電子的処理が可能となることが期待される。現在、行政機関の電

子決済率が 95.3％、文書の電子化が 93％以上に達していることから、ある程度成熟した段

階に達していると考えられる。今後、2005 年度末までには、すべての地方自治体、公共機

関にまで拡大していくことが期待される。住民関連、不動産関連、自動車関連等のデータ

ベースは、行政機関の間で、リアルタイムに利用できることが期待される。 
対国民サービスについては、オンラインサービスを拡大することにより、各種の申請等

に必要な書類と、実際に国民が役所に出向く回数の減少が期待される。行政情報のオンラ
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イン公開、住民参加ポータル等、こうしたシステムは 2004 年度末までに完成され、国民

参与の拡大が期待される。 
情報資源管理においては、第 1 統合電算センターが 2005 年上半期までに完成され、情

報資源の効率的活用が期待される。また、通信網も 2005 年末までには、さらに高度化さ

れ、統合管理する情報の一元化が期待される。また、各分野別に行われている個人情報の

保護に関する法制度・法規制は、全体を包括される個人情報保護法の整備が期待される。 
 

オンラインサービス拡大 により各種申請具備書類と官庁訪問数を持続的に減少

行政情報 オンライン公開及び参与ポータル等 国民参与拡大

対国民サービスにおいては

第１統合電算センター構築及び通信網の統合管理 により情報資源の効率的活用

個人情報保護基本法制定によりPrivacyに対する確固とした安全網を構築

情報資源管理においては

監査, 人事, 決済, 調達 等は全省庁が電子的に処理可能

住民, 不動産, 自動車 等主要DB は行政機関間リアルタイム共有

サービスの中心の 常時的プロセス改革と体系的な情報化可能

仕事の方式においては

 
図 ２－２２ ２００５年末までに実現する期待成果 

 
（２）２００７年度末までに期待される効果 

政府の仕事の方式については、2007 年度末までに国政関連の業務をリアルタイムに管理

することが可能となり、台帳はすべて一元化され、政府業務管理システムがすべての中央

官庁で利用できることが期待される。そして、各種の情報管理システムの基盤をそのシス

テムに置くことで、意思決定体系が段階的にかつ合理的に行われることが期待される。電

子的に転換することが可能なすべての紙の台帳は、電子台帳への一本化が期待される。 
対国民サービスに関しては、現在各行政機関別になっている住民登録の情報（一部は共

有されている）が、金融機関、公共機関等を含め、共有できる範囲の拡大が期待される。 

また、電子投票モデルの実施等を通して、国民参加のできる政府の実現が期待される。 
情報資源管理に関しては、第 2 統合電算センターが完成され、すべての管理が二つのセ

ンターで実施されることになる。現状、コロケーションを基本的な目標としているが、長

期的には、デバイスのコロケーションだけでなく、データとシステムの統合までも視野に

置いている。また、国の主要な情報システムに対するリアルタイムのバックアップ体制も

2007 年度までに完成する予定となっている。 
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仕事の方式においては仕事の方式においては

政府業務管理システムを全中央行政機関に普及することにより知識政府の基盤完成

電子的転換が可能な紙台帳は電子台帳へ一元化

共有可能な全ての行政情報をオンライン共有

政府業務管理システムを全中央行政機関に普及することにより知識政府の基盤完成

電子的転換が可能な紙台帳は電子台帳へ一元化

共有可能な全ての行政情報をオンライン共有

住民登録情報を金融機関まで利用できるように情報共有範囲拡大

電子投票モデル実施等 参与民主主義の礎を築く

対国民サービスにおいては対国民サービスにおいては

第2統合電算センター構築により汎政府電算環境統合完了

国家主要情報システムに対する リアルタイムバックアップ体制完備

情報資源管理においては情報資源管理においては

 

図 ２－２３ ２００７年末までに実現する期待成果 

２ 電子政府水準 

電子政府を 2007 年度末までに前述のように構築した場合、国連が評価するラインに合わせ

て電子政府水準を照らし合わせると、電子政府指数については、現在の 13 位から 5 位以内と

なる。情報化指数も、現在の 16 位から 5 位以内となる。 
また、政府透明性指数は、2007 年末までに、電子政府の樹立を通して世界 20 位圏まであ

げることを想定している。 

現在

5年後

13位

40位

16位

電子政府完成度

電子政府指数(UN)

情報化指数(IMD)

政府透明性(TI)

政府提供~電子取引
統合処理統合処理

55位以内位以内

2020位圏位圏

55位以内位以内

現在

5年後

13位13位

40位40位

16位16位

電子政府完成度

電子政府指数(UN)

情報化指数(IMD)

政府透明性(TI)

電子政府完成度電子政府完成度

電子政府指数(UN)電子政府指数(UN)

情報化指数(IMD)情報化指数(IMD)

政府透明性(TI)政府透明性(TI)

政府提供~電子取引
統合処理統合処理統合処理統合処理

55位以内位以内55位以内位以内

2020位圏位圏2020位圏位圏

55位以内位以内55位以内位以内

 
図 ２－２４ 電子政府水準 

 
３ 電子政府のサービスの姿 

2007 年度末に想定している電子政府のイメージ図を以下に示す。共通の基盤となるネット

ワークシステムを介して政府全体が一つのシステムでつながることとなる。共通の行政業務

も一つのシステムで、すべての省庁が利用可能となる。さらに、現在ある市・郡・区の高度

化作業（24 の共通業務の共通化）が完了すると、2007 年度末までには、市・郡・区の連携
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が緊密になり、中央から地方自治体までのすべての行政機関が共通のシステムを通して、情

報を共有し、行政事務を行うことが可能となる。 
 

現在 5年後

共通

行政

共有

機能

サービス

省庁N省庁4省庁3省庁2省庁1

統合サービス窓口

共通

基盤

人事システム

財政システム

監査システム

統合電算環境

電子政府通信網

省庁
1

省庁
2

省庁
3

省庁
4

省庁
N

人事

財政

監査

人事

財政

監査

人事

財政

監査

人事

財政

監査

人事

財政

監査

システム

ネットワーク

システム

ネットワーク

システム

ネットワーク

システム

ネットワーク

システム

ネットワーク

市道

市郡区

市道

市郡区

市道

市郡区

市道

市郡区

市道

市郡区 市道 市郡区↔

• 情報共同活用

• システム連係/統合

 
図 ２－２５ 電子政府のサービスの姿 
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第３章 電子自治体の基盤構築と業務改革 
前章までは、日韓両国における電子政府・電子自治体の政策や、推進状況について述べた。

推進に至る背景・経緯や国情の違いから、電子政府・電子自治体を構築していくための方法、

アプローチの面で、両国に若干の相違があることが見受けられた。ただし一方で、電子政府・

電子自治体を推進する目的は、両国ともに共通していることが明らかになった。 
本章においては、前章までの日韓両国の政策を踏まえ、電子自治体の基盤構築と業務改革

という観点から、両国に共通する電子自治体推進上の課題として、「アウトソーシングのあり

方」「認証基盤」「個人情報保護」及び「業務の最適化・標準化」の 4 点を重点的に取り上げ

て、今後の方向性を述べることとする。 
 

第１節 アウトソーシングのあり方 

本節では、アウトソーシングのあり方として、「業務に対する理解度が正確でないことから

生じるシステム運営面の問題」「システム構築をしている企業と省庁間の理解の違いから生

じる問題」「予算削減の信憑度」等、アウトソーシングを推進する上で生じる様々な問題点及

び効率化するための観点について検討した結果を述べる。 

１ アウトソーシングの特徴 

現状、日本においては、地方公共団体がシステムを構築する場合、各部局が各々にシステ

ムを構築していた。これは、IT の専門家ではない地方公共団体の各部局の職員が、「最新の

IT 技術の導入」「財政当局に対する予算要求」「発注の際の入札、指標の策定」「構築の際の

プロジェクトマネジメント」等、各々のプロジェクトに対して責任を持っている場合が多い。 
一方、韓国では、アウトソーシング業務を実施する場合、業務全体を認識しマネジメント

することが可能な企業が、アウトソーシング業務の内容を整理・把握して仕事を進めている。 
アウトソーシングは、外部の機関に発注することで良い効果を生む場合もあるが、必ずし

もそうでない面もある。概して、アウトソーシングには二つの目的があり、一つは地方公共

団体の IT 化・電子自治体化を円滑に進める点と、もう一点はそれを通じて、大手企業ではな

く、地元の IT 企業に仕事を発注することで、経済の活性化に結びつけるという 2 点がある。 
上記のアウトソーシングの特徴を踏まえ、次項からは、日本と韓国の両国におけるアウト

ソーシングの取組状況を述べることとする。 
 

２ 日本におけるアウトソーシングの取組 

ここでは、日本におけるアウトソーシングの取組・考え方として、「岐阜県」「財団法人地

方自治情報センター（以下、「LASDEC」という。）」及び「北海道」の事例を述べる。 
（１） 岐阜県の取組～戦略的アウトソーシング～ 

岐阜県では、県庁で保有している内部のシステムについて、「戦略的アウトソーシング」

を推進している。岐阜県の戦略的アウトソーシングとは、県庁のあらゆるシステムの再開

発を一括してアウトソーシングする戦略のことである。また、民間の IT 企業に対し、プロ

ジェクトマネジメントの責任まで含めて委託し、全体としての最適化を図ることを契約に
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含めている。この岐阜県における戦略的アウトソーシングの推進は、「統一的なシステムの

構築」及び「産業の活性化」を目的とする。 

ア 統一的なシステムの構築 

岐阜県の戦略的アウトソーシングの目的の一つとして、「統一的なシステムの構築」が挙

げられる。これは、効率的開発、合理的運用等による「コスト削減」、統一的開発によるデー

タの共有化、インタフェース等の共通化による「効率化・合理化」及び「電子自治体への

円滑な対応」が主な目的である。 
この統一的なシステムの構築の考え方は、以下のとおりである。 
・既存情報システムの再開発業務として、人事、税、財務会計等、123 のシステムを 
７年間で再開発する。 
・再開発後は、システムの運用、維持・管理を的確に行う。 
・上記以外の情報システム全般に対してヘルプデスク業務を行う。 
・岐阜県の各部局が今後新しく構築するシステムについては、コンサルティングを行う。 
・情報化研修を随時実施する。 

 

ＩＩＩ．情報システム全般に対するＩＩＩ．情報システム全般に対する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘルプデスク業務ヘルプデスク業務

Ｉ．Ｉ．既存情報システムの再開発業務既存情報システムの再開発業務

ＩＩ．ＩＩ．再開発後の情報システムの再開発後の情報システムの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　運用・維持管理業務運用・維持管理業務

　　ＩＶ．県の情報化に関するＩＶ．県の情報化に関する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンサルティング業務コンサルティング業務

　　Ｖ．県職員の情報化研修業務Ｖ．県職員の情報化研修業務

 
図 ３－１ 統一的なシステム構築の考え方 

 
イ 産業の活性化 

岐阜県の戦略的アウトソーシングの目的の二つ目として、「産業の活性化」が挙げられる。

日本の場合、各地方公共団体は、地元の経済・産業の活性化・育成を重要視している。 
岐阜県では、再開発を受注した企業との間で、再開発費の 30％を地元企業に請け負わせ

ることといった協定を結んでいる。 
このような取組により、地元企業に仕事が流れ、かつ、地元企業は最新の情報技術関連

の仕事を実施することが可能となる。 
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ＩＩＩ．情報関連企業の県内誘致サポートＩＩＩ．情報関連企業の県内誘致サポート

Ｉ．Ｉ．情報産業振興施策コンサルティング情報産業振興施策コンサルティング

ＩＩ．ＩＩ．県内産業の情報化施策コンサルティング県内産業の情報化施策コンサルティング

ＩＶ．全国ＭＭ専門研修センター研修・運営ＩＶ．全国ＭＭ専門研修センター研修・運営

Ｖ．アネックス・テクノ２研修・運営Ｖ．アネックス・テクノ２研修・運営

ＶＩ．県内情報関連企業支援ＶＩ．県内情報関連企業支援

 

図 ３－２ 産業の活性化の考え方 

（２）ＬＡＳＤＥＣの取組～共同アウトソーシング事業～ 
財団法人地方自治情報センターでは、複数の地方公共団体で共同利用できる「共同アウ

トソーシング事業」を推進し、業務システムの開発を行っている。 
現在の推進状況として、2003 年度は、電子申請受付システム、電子入札システム等のフ

ロントオフィス系のシステム開発を終えている。2004 年においては、財務会計システム、

人事給与システム、庶務事務システム等のバックオフィス系のシステム開発を、関係地方

公共団体と協力して行う予定となっている。 
このシステム開発による成果物は、LASDEC の市区町村業務用プログラムライブラリー

に登載し、地方公共団体に無償で提供される予定となっている。 

共同アウトソーシングセンター共同アウトソーシングセンター

共通基盤システム

統合連携システム統合連携層

共通サービス層 ・・・・・・

標準業務
手順管理
（ﾜｰｸﾌﾛｰ）
システム

標準業務
手順管理
（ﾜｰｸﾌﾛｰ）
システム

・・・・・・・・・・・・
住民認証
システム
住民認証
システム

フロントオフィス系

電子
申請受付
システム

電子
申請受付
システム

業務システム層

福祉等
住民

サービス
提供

システム

電子調達
システム

電子入札
システム

福祉等
住民

サービス
提供

システム

電子調達
システム

電子入札
システム

バックオフィス系

業務進行
支援

（文書管理）
システム

業務進行
支援

（文書管理）
システム

財務会計
システム
財務会計
システム

人事給与
システム
人事給与
システム

庶務事務
システム
庶務事務
システム

2003年度の対象範囲 2004年度の対象範囲

 
図 ３－３ システム開発実証事業の全体像 
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（３）北海道の取組～ＨＡＲＰ（ハープ）構想～ 
北海道は、212 もの市町村がある。このため、各市町村によって IT の塾度が様々である。

これは、電子自治体化を推進する際の、システム導入の優先順位や必要性が各市町村によっ

て様々であることを示す。 
北海道庁においては、上記の背景及び総務省の「共同アウトソーシング・電子自治 体推

進戦略」の実現に向け HARP（ハープ）構想をとりまとめている。2004 年 9 月現在、212
市町村のうち、165 市町村の参加意向を得て協議会を立ち上げた状況である。 

具体的に、HARP（ハープ）構想の中では、北海道内の市町村の IT 化・電子自治体化を

円滑に推進するために、従来の大型システムの開発ではなく、「北海道電子自治体プラット

ホーム」として、認証、サービス管理、ストレージ等の共通機能をまとめて構築し、その

上に電子申請、電子調達、施設予約若しくは財務会計、人事管理、文書管理といったアプ

リケーションを順次載せていく仕組みを計画している。 
また、北海道庁も出資をして、上記の構想の運営会社である株式会社 HARP を設立して

いる。この株式会社 HARP は、北海道庁が、各市町村の置かれている財政状況や IT 化推

進状況の格差に対して十分理解をした上で推進する必要があること、また、システムを機

能させるために複数企業間のシステム連携を円滑に進めること等を目的に設立されている。 
現在は、最初の取組として電子申請を導入する計画があり、そのシステムの仕様につい

て精査している状態である。今後は、多様なアプリケーションを市町村の主導権の基に、

プラットホーム上に展開する予定である。 
 

３ 韓国におけるアウトソーシングの取組 

ここでは、韓国におけるアウトソーシングの取組・考え方として、「ソウル特別市」及び「韓

国政府」の事例を述べる。 

（１） ソウル特別市の取組～人材アウトソーシング～ 
ソウル特別市においては、今までに情報化事業を各局別、部別、部署別に実施していた。

このため、ソウル特別市においては、部署別にホームページを立ち上げており、全体で 120
以上ものサイトを管理していた。また、部署各々に掲示板等が整備されていたため、複雑

な構造になっており、住民がホームページにアクセスすることが非常に不便となっていた。

上記の問題を解決するため、ソウル特別市においては、統合ホームページ高度化事業を推

進し、現在は、サイトを 99 に統合し、また 2005 年には窓口が一つになる予定である。 
人材アウトソーシングは、こうしたホームページの統合の結果、ホームページの運営人

員を増加する必要性が生じたため、ソウル特別市においては導入されている。また、ホー

ムページの管理の効率性を向上させるために、内部では HMS（ホームページ管理システム）、

CMS（コンテンツ管理システム）を構築し運用している。 
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www.seoul.go.kr 

統合ホームページウェブサーバー

人材アウトソーシングを通じて品質の直接管理(予算節減、職員力量の強化) 
-外部専門業者に業務委託→運営管理人材部門のみアウトソーシング

運営システムの役割再確立-情報化役割を各部署に拡散
( ID拡大、課単位からチーム単位に) 

H M S[ホームページ管理システム]

C M S[コンテンツ管理システム]

サイバーモニター

現業部署

（コンテンツ管理）

情報化部署

（設計・テクニカルサポート）

サイバーモニター

適用

 
図 ３－４ ホームページ統合管理体系の構築 

ソウル特別市が導入した人材アウトソーシングとは、具体的に、現状外部専門業者に業

務委託していた部分を、運営管理人材部門のみアウトソーシングする手法である。各地方

自治体は、ホームページの運営に必要な技術を要する企業の専門人材と契約し、要員を一

定期間維持するのではなく、必要な際に必要期間の要員を維持する。 
この人材アウトソーシングの導入は、予算節減や職員力量の低下防止といったメリット

や職員のレベルは向上（地方公共団体の職員が外部要員を指導する立場にたつため）につ

ながる結果となるが、運営面の繁雑というデメリットが生じる結果にもなる。 
なお、ソウル特別市においては、各部署別の電算室にて管理されていたサーバ類を統合

管理していくため、2004 年 2 月にデータセンターをオープンし、安定的で技術集約的な情

報資源統合サービスを専門人材にて管理し提供している。 
 

使用者
障害申告及び

受付処理

24時間365日無障害監視(APM、SMS)

SDCインターネットセキュリティー

e-Seoul  Net 

区役所別セキュリティー

市庁インターネットセキュリティー

総合管制室総合管制室総合管制室総合管制室

ヘルプデスヘルプデス
クク

統合システ統合システ
ム運営ム運営

管制機能管制機能

統合ネットワー統合ネットワー
ク運営ク運営

 
図 ３－５ データセンターの主要機能 
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（２）韓国政府の取組～アウトソーシング業務の調達～ 
韓国政府においては、アウトソーシング業務を調達する場合、基本的に 3000 万ウォン

以上の事業に関しては、入札制度を経て行うこととしている。基本的には、評価割合とし

て、一般的に技術評価 80％、予定価格 20％の割合で調達事務を進めていたが、2004 年か

らは、技術評価 70％、予定価格 30％と評価割合を一部変更し、その技術評価 70％から 80％
の範囲内で、業務の特徴によって業者が決定することが可能な制度になっている。 

ただし、3000 万ウォン未満の小規模な調達（簡単なホームページの作成や小規模のサイ

トの開発等）については、入札ではなく、随意契約で処理される。 
韓国の調達における問題点としては、一度仕事を委託した企業が、引き続きその業務を

担当する場合が多いことが挙げられる。例えば、サムスン SDS は、電子研究所事業を運営

しており、市・郡・区の事業を 1998 年から現在まで運営し続けている。これは、適切な

範囲内で予算が立てられるというメリットがあるが、長い間、一部の業者に依存するとい

う持続性の問題がある。これは、一部の業者の位置付けが事業の重要部分を占めているこ

とから、業務プロセスを新たに変革する過程における障害を発生する要員ともなる。 
 

４ アウトソーシング活用の方向性 

前項までは、日韓両国におけるアウトソーシングの取組について述べた。本項では、前項

までの取組状況を踏まえ、日韓両国に共通するアウトソーシングの問題点として、「中央官庁

の関与」「人材育成の向上」「人材アウトソーシング」及び「調達のあり方」の 4 点について、

アウトソーシングを活用する上での今後の方向性について述べる。 

（１） 中央官庁の関与 
韓国では、ネットワークインフラ等のバックボーンのインフラ整備やシステムを、国を

あげて実施している。一方、日本においては、地方公共団体でシステム開発を実施し、各

地方公共団体の同じような仕組みが各々独自のシステムで動いている状態にある。 
日本におけるアウトソーシングの進め方においては、地元企業に受け皿が十分ある地方

公共団体の場合、地元の IT 企業に仕事を発注できるようにして、経済の活性化を図ること

が有用である。これに対し、デジタルディバイド自治体に対しては、LASDEC が取り組ん

でいる共同アウトソーシング事業等を今後も継続して推進し、中央官庁が深く関与する仕

組みを作ることが重要である。 

（２）人材育成の向上 
アウトソーシングの問題点として、システム開発及び運用をすべて企業に委託した場合、

職員がスキルダウンすることが挙げられる。 
現在、ウェブや OA 系等の仕組みに対応可能なスキルを保持する職員は多くいる。これ

は、今後の業務に有用なこともあるため、ある程度のスキルを保持することは可能である。

ただし、従来型のホストの仕組みについてスキルを維持することは非常に困難である。基

幹系の仕組みについて、対応可能なスキルを保持する職員はほとんどいないのが現状であ

る。 
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このため、今後アウトソーシングを活用する際、主導権をすべて地方公共団体が握るた

めには、それが可能となるよう人材育成やスキルアップを職員、管理職も含めて実施する

必要がある。 
例えば、行政サイドが迅速な判断と活動を実施しなければならない場合（災害対応等）、

情報システムは非常に重要な手段となる。その開発・管理については、アウトソーシング

を活用すべきではあるが、内部の関与の仕方や主導権等の部分は地方公共団体にて握るこ

とが重要である。 

（３）人材アウトソーシング 
情報システムの分野においては、情報技術の変化が非常に速く、また最新システムを要

求するため、職員の手から離れアウトソーシングを活用する場合が多い。また、技術革新

が速いため、当初アウトソーシング業者を監督する立場にあった職員が、2 年から 3 年経

過すると、従属する立場になる場合が多くある。 
現在、アウトソーシングからインソーシングにシフトする動きとして、人材アウトソー

シングが注目されている。人材アウトソーシングとは、現状外部専門業者に業務委託して

いた部分を、運営管理人材部門のみアウトソーシングする手法である。これにより、予算

節減や職員力量の低下防止といった効果が生まれる。 

（４）調達のあり方 
アウトソーシング業務の調達においては、一度仕事を委託した企業が引き続きその業務

を担当する場合が多いといった問題点がある。日本においては、以前 1 円入札という問題

があった。データや文字の扱い方が各企業様々であることから、1 回の入札により仕事を

落札した企業は、随意契約により、その後のシステム更新や制度改正の際のカスタマイズ

を可能とする。これは、当初１円入札で安かったとしても、ライフサイクルコストを長期

的に見ると、非常に費用が高くなっているという問題がある。 
これに対し、現在は、総合評価方式を採用する地方公共団体が増えている。これは、調

達する案件のプロセスと費用の関係を明確化する形式で入札をかける方式である。 
例えば、既存のシステムの再開発をする際に、実際に各システムが持つ開発の規模とし

て、扱うファイル数、出力帳票数、画面数等をパラメーター化にしたファンクションポイ

ントを計算し、各システムの規模を決定する。そして、1 ファンクションポイント当たり

に SE が必要とする工数を割り出して、システムを開発した場合に、必要となる費用を算

出し入札を行う。これにより、調達における透明性、公平性等を担保することが可能とな

る。 
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第２節 認証基盤 

日本においては、認証・本人確認の仕方について精力的に取り組んでおり、希望する国民

は誰でも、公的個人認証という高度なセキュリティ技術を使える環境を整備している。この

セキュリティ技術は、国外から高い評価を得ている。現在、この日本の公的個人認証サービ

スは、約 5 万 4200 人に発行されている。 
次項からは、日本における公的個人認証サービスの現状、仕組み及び特徴を中心に取り上

げ、最後に日韓における認証基盤の今後の方向性について述べる。 
 

１ 日本における公的個人認証サービスの現状 

住民がインターネットを通じて行政手続を行うためには、他人によるなりすまし申請が行

われていないことや、インターネットを通じて送信される電子申請等のデータが途中で改ざ

んされていないことを行政機関側が確認する機能が必要になる。公的個人認証サービスは、

上記の機能を実現するために、住民基本台帳ネットワークシステムと連携したシステムによ

り、希望する住民に対して、市町村を窓口として、都道府県知事が電子証明書を交付するも

のである。 
日本の場合、すべての政府関係・地方公共団体関係の申請について、この公的個人認証を

活用することで本人確認が可能となる。加えて、政府・地方公共団体の受付システムでは、

利用可能な民間認証局の電子証明書が異なる場合があるが、公的個人認証サービスは、あら

ゆる機関で利用することが可能である。 
この公的個人認証サービスは、2004 年に創設したばかりの制度であるが、2005 度には 47

都道府県、あるいは各省庁に順次導入する予定である。既に中央政府では 5 省庁、地方公共

団体では 17 県（2004 年 11 月１日現在）で実施されており、随時それが拡大していく予定と

なっている。 
 

２ 日本における公的個人認証サービスの仕組み 

ここでは、公的個人認証サービスの具体的な仕組みとして、電子署名について述べる。こ

れは、暗号技術を用いて、平文をハッシュ関数により圧縮して、これに発信者の秘密鍵で暗

号化し、発信者は、これに知事の鍵をかけた電子証明書を付けて送信する署名方式である。

受信者である各省庁や都道府県等は、受信した平文をハッシュ関数により圧縮したメッセー

ジダイジェストと、送付されてきた電子署名から発信者の公開鍵にて復号したメッセージダ

イジェストと照合させ本人を確認する。 
次頁に、電子署名の概要と電子証明書の発行手続のイメージを示す。 

- 54 -



 

平文

ハッシュ関数による圧縮

［発信者］

＋
ハッシュ関数による圧縮

［受信者］

メッセージ
ダイジェスト

発信者の秘密鍵により暗号化 送信

照合

発信者の公開鍵により復号

（例）
8 c9d8072aa0d9c6f8d80a7639
d35ed6b

（例）
39971F57D0F034020E4DFCB7
88A25EAADB92BA5B727A3370
C4DD6B……………………………
………………………………………

　文書内容の
　真正性の確認

→ 本人性の確認

※（注）１　この他、文書内容の秘匿性を確保するための暗号化に鍵ペアが使用されることもある。
　　　　　　　　　　　　　　　　２　ハッシュ関数：y=f(x)において、x（平文）からy（メッセージ・ダイジェスト）を求めるの
　　　　　　　　　　　　　　　　　は簡単であるが、yからxを求めるのは事実上困難であり、かつ異なるxから同一のyを生成する

　　　　　　　　　　　　　　　　　のが計算上不可能であるような関数をいう。

電子署名
メッセージ
ダイジェスト

電子署名

メッセージ
ダイジェスト

電子署名

平文

平文

電子証明書

 
図 ３－６ 電子署名（デジタル署名）の概要 

 

電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書

申請書申請書

受付窓口

ＩＣカード持参

２．受付手続
　　（申請書提出）

３．本人確認

　・実在していること
　　（住民基本台帳データと突合）

　・本人であること
　　（写真付住基カード、運転免許証etc.）

ＩＣｶｰﾄﾞへの暗号鍵ﾍﾟｱ
書込（パスワード設定）

鍵ペア生成装置

公開鍵
秘密鍵

４．本人確認後、住民自身
　　による鍵生成

５．公開鍵提出

公開鍵提出

６．証明書発行手続

都道府県知事が発行

電子証明書電子証明書

７．証明書の交付

受渡窓口

（担当者）

１．市町村役場へ行く

（担当者）

（担当者）

（担当者）

（市町村窓口に設置）

ＩＣカードへの
電子証明書の
書き込み

住民の秘密鍵
電子証明書

公的個人認証サービス
電子証明書発行申請書

年 月 日

※1 氏名、住所の記載表記は、住民票に記載されている漢
字を 用いてください。

※2 パソコン等で、住民票に記載されている漢字が表記で
きない場合、申請者が日常パソコン等で使用している
代替文字を記載してください。

男男女の別

霞が関２丁目１番地２号住所

６月１７日生年月日

ふりがな

申請者氏名

指定代替文字

有 ・ 無代替文字

公的個人認証サービス
電子証明書発行申請書

年 月 日

※1 氏名、住所の記載表記は、住民票に記載されている漢
字を 用いてください。

※2 パソコン等で、住民票に記載されている漢字が表記で
きない場合、申請者が日常パソコン等で使用している
代替文字を記載してください。

男男女の別

霞が関２丁目１番地２号住所

１９６２年 ６月１７日生年月日

そうむ たろう
ふりがな

太郎申請者氏名

指定代替文字

有 ・ 無代替文字

総務

ＣＤ－ＲＯＭ（利用者クライアントソフト）
利用のご案内ほかを併せて配付

 

図 ３－７ 電子証明書の発行手続のイメージ 
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３ 日本における公的個人認証サービスの特徴 
民間の電子証明書や海外の本人確認方法と比較しても、世界的に非常に高いレベルを保持

している日本の公的個人認証サービスには、二つの大きな特徴がある。 
一つ目は、住民基本台帳ネットワークシステムと連動している点である。 
通常の電子証明書は、発行する際に本人確認を実施して発行する。その後、例えば 1 年な

ら 1 年、2 年なら 2 年の有効期間の間に、その発行した者の身辺に変化があり、電子証明書

に記載されている内容（結婚して名前が変わった、住所が変わった、死亡したという電子証

明書の記載事項）に変化が生じたとしても、通常本人からの届出等がなければ、証明書を失

効させることができない。 
しかし、日本の公的個人認証サービスにおいては、住基ネットワークシステムと連動して

いるため、本人の名前が変わる、住所が変わる等の発行した者の身辺に変化が生じた場合で

も、住基ネットワークシステムから電子証明書の記載事項が変わったという移動情報が提供

される。これは、電子証明書の鮮度が常に高い位置で保たれていることであり、世界的に見

ても日本ぐらいであると考えられる。 
二つ目は、電子証明書を送付する際に、公開鍵暗号方式という改ざん防止のための高度な

暗号技術を施して送付している点である。 
公開鍵暗号方式には二つの鍵があり、そのうちの秘密鍵の方は、住民基本台帳カードの IC

チップに格納されている。これは本人以外が保持することが不可能な住民基本台帳カードか

ら取り出すことができる。住民基本台帳カードを持っている本人以外の者が、勝手にパソコ

ンにコピーして、なりすますということができない大きな特徴を持っており、日本における

今後の電子政府・電子自治体の大きな基盤になると考えられる。 
 

４ 認証基盤の方向性 
日本の民間認証基盤の電子証明書は、本人からの届出がないと記載事項に変更があっても、

失効させることが困難である。また、日本の公的個人認証サービスは、民間の電子証明書の

正確性を担保する裏打ちとして、公的個人認証制度の使用促進のための制度も組み込んでい

る。これは、総務大臣が認定した一定の民間認証機関において、その認証機関が発行する電

子証明書の本人確認を公的個人認証基盤に問合せることを可能とする制度である。このよう

な方式で、公的個人認証サービスは、民間の電子証明書を支える本人確認基盤としての役割

も持たせることが可能となっている。日本における認証基盤の方向性として、今後は、行政

だけではなく民間も含めた基盤に発展することと考えられる。 
次に韓国における認証基盤の方向性として、現在韓国では、本人確認方法をアメリカ政府、

カナダ政府とほぼ同様の仕方を採用している。日本と同様に政府が提供する認証サービスを

利用するためには、認証書が必要となっている。公文書の場合、韓国においては 5 つの機関

で認証書を発行している。ただし、現在、この認証サービスを利用する場合、5 つの認証機

関が発行した認証書の相互互換ができないという問題点がある。今後の韓国における認証基

盤の方向性としては、KISA（Korean Information of Security Agency）も PKI 導入に積極

的であると想定されることから、これら 5 つの認証機関による相互互換性を持たせる必要が
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あると想定される。 
 

第３節 個人情報保護 

現在韓国では、個人情報の保護に関する問題を重要と提起している。つまり、個人情報の

管理における制限が非常に多く、電子自治体の促進の大きな壁となっている。 
本節においては、日本における個人情報保護の現状として住民基本台帳ネットワークシス

テムと個人情報保護の関係、韓国における個人情報保護に関する現状を述べ、個人情報が登

録されたカードを使用することによる住民の抵抗感を今後緩和する方向性について述べる。 
 

１ 日本における個人情報保護の現状 

日本においては、住民基本台帳ネットワークシステム、住民基本台帳カード等のインフラ

基盤は整備されている。しかし、日本政府が期待していたレベルまで、住民基本台帳カード

の普及が進んでいないのが実情である。これは、個人情報保護の問題と関連性があるからと

想定される。 
ここでは、日本における個人情報保護の現状として、住民基本台帳ネットワークシステム

の整備状況と、個人情報保護問題における日本の実情を述べる。 
 

（１） 住民基本台帳ネットワークシステムの整備状況 
住民基本台帳ネットワークシステムは、住民基本台帳の情報のうち、住所、氏名、生年

月日、性別の 4 情報と 11 桁の住民票コードにより、全国共通の本人確認を行うための地方

公共団体共同のシステムである。ネットワークの運営に必要な経費は都道府県と市区町村

が負担している。 
現在、財団法人地方自治情報センターでは、すべての都道府県及び市区町村と専用回線

を通じて結ばれており、年金の支給やパスポートの交付申請等、本人確認のために必要な

情報を、地方公共団体などの行政機関に提供している。 
2002 年 8 月 5 日に第一次稼働が開始され、行政機関への本人確認情報の提供が始まって

いる。また、2003 年 8 月 25 日に第二次稼働が開始され、住民基本台帳カードを活用した

住民票の広域交付が可能となっている。 
住民基本台帳カードは、市区町村で本人確認をした上で交付される。この場合、セキュ

リティ確保のために、住民が自らパスワードを設定する。住民基本台帳カードは IC カード

である。カードの氏名等の４情報と住民票コードにより、本人確認が可能となる。 
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住民基本台帳法に規定された
行政機関（国・地方公共団体等）
に対して住民基本台帳法に規定
された事務の処理に関し提供

・恩給・年金の支給
　　・パスポートの交付申請

　　　　・各種試験の受験申込み　　
　　　　　　　　等の２７０事務
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Firewall Firewall
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都道府県都道府県
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のみを保有

 

住民住民
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要

住民票の写し

不
要

窓口等での申請・届出
または
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図 ３－８ 住基ネットワークシステムの構成イメージ 

この住民基本台帳ネットワークシステムを運用する上で、最も重要なことはセキュリ

ティ対策である。ネットワーク上で想定されるあらゆる脅威から本人確認情報を守るため、

制度面、技術面、運用面からセキュリティ対策を講じている。 
技術面の対策としては、専用回線の利用、ファイアウォールの多重設置、通信の暗号化

等が挙げられる。操作者識別カードによるアクセス制御や、不審な通信パターンの監視も

行っている。 

指定情報処理機関指定情報処理機関
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図 ３－９ 技術面におけるトータルセキュリティの実現 
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また、住民の個人情報を守るために、OECD8 原則を踏まえた個人情報保護対策として、

制度面、技術面、運用面から様々な対策が行われている。 

個人情報保護

制度（法令）面からの対策

本人確認情報の限定

住民基本台帳法

開示の請求、訂正などの申し出

技術面からの対策

外部ネットワークからの不正侵入、
情報漏えい防止

内部不正利用防止

運用面からの対策

「本人確認情報管理規程」による
厳格な安全確保措置

緊急時対応計画に基づく運用

 

図 ３－１０ 住基ネットワークシステムの個人情報保護対策 

（２）個人情報保護問題における日本の実情 
現在、日本政府が期待していたレベルまで、住民基本台帳カードの普及が進んでいない

のが実情である。この理由としては、国民の中に、依然として不安感があるからであると

想定される。住基ネットワークシステムあるいは住基カードは、国民一人一人に住民票コー

ド番号を振っているため、行政の効率化という意味では非常に効果が高い。一方で住民票

コード番号を検索した場合、すべての個人情報が漏えいしてしまうという不安感を国民に

持たれる恐れがある。 
現在、日本では、個人情報の適正な取扱いについて定めた個人情報保護法を策定し、こ

れを実行段階に移していく最中にある。 
 

２ 韓国における個人情報保護の現状 

韓国では、4 年から 5 年前に電子住民カードという、日本の住基カードと同様のカード化

を試みたが、個人のプライバシー問題という難関にぶつかり、成立しなかったという経緯が

ある。 
また最近では、国民が国保に入っているか否かを証明する電子健康カードを作ろうという

試みがあった。条例の改正を通じて、カード内に血液型等の個人情報を盛り込むべく公的整

備を行おうとしたが、そうような診療情報は、住民情報そのものよりも、もっと敏感で、個

人のプライバシーの侵害であるという反応・反感に合い、成立することができなかったとい

う経緯がある。 
現在、カードの必要性を、国会にて起案しようとする動きが毎年あるが、個人情報の問題

において、国民に受け入れてもらえないのが現実である。 
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３ 個人情報保護の方向性 

前項までの日韓における個人情報保護の現状を踏まえ、電子政府・電子自治体を推進し、

行政が求める民主性と効率性の双方の価値を同時に追及するためには、個人情報保護に関す

る国民の信頼感を得ることが大前提になる。 
このためには、権限を持った正規の担当者しか情報にアクセスできない、かつ、きちんと

政府の中でアクセス管理をするといった行政の中での明確な仕切りを施策として進めていく

必要性がある。そして、最終的には、国民の信頼感と理解を得ることが必要となる。 
 

第４節 業務の最適化・標準化 

日本は、韓国と異なり、地方公共団体の独立性が高い。このため、各地方公共団体では、

今までに独自に様々な電算化・システム化を推進してきた。現在、政府では、e-Japan 戦略

の中で、2005 年度までに、世界最先端の IT 国家を目指すという目標を掲げている。具体的

に国民の目から見た場合、24 時間 365 日、全国どこの市区町村に住んでいても、インターネッ

ト、パソコンがあれば、様々な行政サービスが受けられるような政府を目指している。 
ここでは、3000 の独立した地方公共団体を有する日本が、効率的かつ効果的に電子政府・

電子自治体を推進する上での現状の課題と今後の方向性について、業務の最適化・標準化と

いう観点から日韓両国における事例を踏まえて述べる。 
 

１ 業務の最適化・標準化における日本の課題 

ここでは、日本が e-Japan 戦略を推進し、電子政府・電子自治体を構築する上での課題に

ついて 2 点述べる。 
一つ目の課題として、自立性が高い全国の地方公共団体がどのように電子自治体化を進め

ていくべきかという課題が挙げられる。 
日本においては、3000 の独立した地方公共団体があり、各団体規模も特色も様々である。

100 万人以上住民がいる都市もあれば 1000 人未満の町村もある。財政力が豊かな都市があれ

ば、そうでない市区町村もある。IT 関係の専門的な人材がいる市区町村もあれば、人材面で

専門的な職員を配置できない市区町村もある。 
このため、上記の現状を視野に入れず電子自治体化を進めた場合、日本の地方公共団体は、

自立性が高いことから、電子化が進まない若しくは出遅れる等といった団体が生じる可能性

が十分にある。全国の地方公共団体がどういう手順を踏み一斉に電子自治体化を進めていく

かという点が、一つ目の課題である。 
二つ目の課題は、各地方公共団体に様々な企業が入り込んでいるため、電子自治体全体と

して効率的な運営ができないという課題が挙げられる。 
これは、現在日本の地方公共団体のシステムは、様々な企業が構築し運用しているため、

データや文字コードがばらばらな状態になっていることに起因する。韓国のように各地方公

共団体が政府の規格に合わせる形で電子自治体化を推進するのであれば効率化を効果的に進

めることが可能となるが、日本と韓国の置かれている国情等の違いからそれは困難である。  
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今後、政府と地方公共団体、地方公共団体と地方公共団体が連携して、電子政府・電子自

治体の効率的な運営を図る際には、各地方公共団体の独自システムの標準化を図り、最適な

形での構築を図らなければならないという点が、二つ目の課題である。 
次項からは、上記の二つの課題を踏まえ、日韓両国における業務の最適化・標準化の取組

状況を述べることとする。 
 

２ 日韓における業務の最適化・標準化の取組 

ここでは、前項の課題に対する業務の最適化・標準化の取組・考え方として、日本において

は「岐阜県」、韓国においては「ソウル特別市」及び「自治情報化組合」の事例を述べる。 
（１） 岐阜県の取組 

岐阜県は、山が多い地域であるため、北部の山間部を中心として、ブロードバンドの整

備等が遅れていた。このため、ブロードバンドを整備する際に、岐阜県が県域全体にわた

り、最大 4 ギガビットのバックボーン（岐阜情報スーパーハイウェイ）を構築して、2003
年の 4 月から運用を開始している。これにより、岐阜県全域の市町村の連携が可能となり、

デジタルディバイドにも対応可能となっている。また、障害監視、ヘルプデスクの一元化

により、業務の標準化も図られている。 

□　2003年４月運用開始

□　基本方針
　・高速大容量通信を支える基幹網
　　通信速度622Mbps（ATM網）～4Gbps（イーサネット網）の幹線網

　・公用ネットの整備
　　防災ネット、学校ネット、行政ネットを緊急に整備

　・ビジネスネットの整備
　　岐阜情報スーパーハイウェイを無料で提供
　　主要産業団地へ光ファイバを整備
　　（スイートバレーの魅力向上）

　・コミュニティネットの整備支援
　　CATV、ADSL等の民間事業者参入を促進
　　（事業者と一体となったネットワーク構築）

　・外部接続による幅広い利活用
　　岐阜インターネットエクスチェンジとの接続
　　（インターネット接続環境の提供）

　・魅力あるネットワークを支える運用
　　障害監視、ヘルプデスク２４時間３６５日

防災交流
センター

ソフトピア
ジャパン

県庁
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プラザ
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下呂

美濃
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岐阜北

揖斐川

大垣
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岐阜南

幹線光ファイバー整備区間幹線光ファイバー整備区間

アクセスポイント（１２ヶ所）アクセスポイント（１２ヶ所）

主要拠点施設主要拠点施設

バックアップ回線区間

市町村・県内関連施設等接続イメージ市町村・県内関連施設等接続イメージ

総合庁舎

高等学校・県内関連施設

市町村役場
アクセス
ポイント

 
図 ３－１１ 岐阜情報スーパーハイウェイの概要 

また、岐阜県内のおける業務の最適化・標準化の取組事例として、「岐阜県域統合型 GIS」
がある。 

これは、岐阜県庁の各職員及び市町村の各部局が共通の地図を使用することが可能とな

るよう、岐阜県及び市町村の各部局が基図・データの統合化・標準化を図っている。 
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図 ３－１２ 岐阜県域統合型ＧＩＳの整備 

（１） ソウル特別市の取組 
ソウル特別市では、IT 基盤の構築において、電子政府事業の基準となる尺度を必要とし

たため、標準的なアーキテクチャとフレームワークを作成している。これは、情報システ

ムの体系的な管理と重複及び過剰投資の防止に有用となっている。また、フレームワーク

は、建築でいう基礎となる青写真を位置し、IT に詳しくない職員のために技術アーキテク

チャなど幾つかに分類し作成している。 
こうした状況を踏まえ、ソウル特別市のホームページ統合管理体系の構築においては、

前述の人材アウトソーシングを通じて品質の直接管理(予算節減、職員力量の強化) を図り、

運営システムの役割を再確立している。あわせて、ホームページの運用に際しては、効率

を上げるため内部に HMS（ホームページ統合管理システム）及び CMS（コンテンツ管理

システム）を構築し業務の最適化及び標準化を図っている。 
HMS（ホームページ統合管理システム）では、各部署で行ってきた決済（電子決済、電

話決済、公文書による決済等）等を集中管理するために、各部署からホームページの担当

職員を一人選定し、ここですべての事項を解決することとしている。このため、ID を保有

し窓口（ポータル）にログイン可能な職員は、各部署の要求、要求事項の記入等をすべて

満たすことが可能となり、迅速な決済が可能となる。 
CMS（コンテンツ管理システム）は、新しい情報を適宜リアルタイムで更新する必要が

ある。このため、各部署別に常にこれに対応する体制が必要であることから、現在、コン

テンツをリアルタイムに更新することが可能なチームを整備している。このチームがコン
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テンツ全体をコントロールしながら更新すべき情報であるか、保留すべき情報であるか否

かを内部的に選定している。 

（２）自治情報化組合の取組 
ここでは、自治情報化組合の業務の最適化・標準化に関する取組事例として、市郡区行

政情報システムの運用、地方財政 BPR/ISP 事業の 2 点について述べる。 
ア 市郡区行政情報システムの運用 

自治情報化組合は、市郡区行政情報システムを運用している。この市郡区行政情報シス

テムを基に、電子地方政府の基盤構築に向けた情報共同活用や行政手続の改善を主目標に、

インターネットのクレーム処理を通じた在宅サービスや、地方公共団体間の情報格差の解

消等を通じたバランスのある地域発展を目標に推進している。 
推進の内容として本事業は、1998 年から 2003 年 9 月までの 5 年 9 ヶ月の間に、段階別

の推進を実施し、21 の業務分野に対する情報システムを開発し、9 部 2 町 16 区の市・道、

234 の基礎自治団体及び 3600 の邑・面・道に普及促進を行い、現在共同事業として運営し

ている。 
推進実績としては、234 の基礎自治団体に対し主な電算機の導入、21 の業務分野、460

の細部事業について、2887 種のソフトウェアの開発を終えている。また、第一線の公務員

に対する教育、2 億 9000 万件の資料の構築及び 2300 万件のクレーム処理を行っている。

なお、本事業に係る費用としては 1588 億ウォンを投入している。 
この市郡区行政情報システムのシステム構成を以下に示す。市郡区行政情報システムを

通じて、地方公共団体内の 21 の業務分野に対する迅速な行政業務の処理、関連した内部シ

ステムとの連携による情報共有、また市・道そして中央との情報共有が可能となっている。 
 

インターネット

（在宅申請）
インターネット

（在宅申請）

申請者申請者

無訪問行政

サービス

無訪問行政

サービス

市郡区行政総合情報システム市郡区行政総合情報システム

電子行政サービス
システム

市道/中央省庁連携

保健所
行政システム

保健所
行政システム

地方行政
情報銀行
地方行政
情報銀行

電子決済
システム
電子決済
システム

申請処理
公開システム

申請処理
公開システム

内部システム連係内部システム連係

• 政策基礎資料,報告
統計

• 全国資料活用システ
ム

• 行政情報システム
中央中継センター

• 政策基礎資料,報告
統計

• 全国資料活用システ
ム

• 行政情報システム
中央中継センター

中央省庁（９部２庁）中央省庁（９部２庁）

申請事務処理基準表管理
行政標準コード管理システ

ム

申請事務処理基準表管理
行政標準コード管理システ

ム

情報共同利用センタ
ー

情報共同利用センタ
ー

行政サービス
革新(G4C)
システム

行政サービス
革新(G4C)
システム

インテリジェント情報
センター

インテリジェント情報
センター

市 · 郡 ·
区

市 · 郡 ·
区

住民登録情報センタ
ー

住民登録情報センタ
ー

• 国家安全管理システム
• インテリジェントシステ
ム

• 政策基礎資料,
報告統計

• 国家安全管理システム
• インテリジェントシステ
ム

• 政策基礎資料,
報告統計

邑· 面·洞
公務員

邑· 面·洞
公務員

無人発給機無人発給機

第1段階業務 (10種)
住民登録,地籍,車両,建築,環境,保険福祉,

地域産業, 財税務, 農村,行政サービス

第２段階業務(11種)  
地域開発,文化体育,上下水道,畜産,水産,山林
道路交通,民防衛,内部行政,戸籍,災難災害

市・道市・道

 
図 ３－１３ システム構成図 
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この事業の大きな効果は、行政情報の共有化により、あらゆる証明書類の添付書類等を

減少することが可能となったことである。また、本事業の主な成果としては、行政に対す

る効率化、行政サービスの革新化・情報化となる基盤を構築した点、また行政サービスの

中心となる基礎自治団体の業務を総合情報化した点である。 
 

イ 地方財政ＢＰＲ／ＩＳＰ事業（地方財政情報化事業） 

地方財政の環境は、政策の変化、財政のパラダイムの変化、利害関係者の特徴とそれを

管理する海外の動向、そして地方財政情報化という特徴が挙げられる。 
この地方財政情報化事業は、250 の地方公共団体と関連中央機関の財政業務全般及び税

政全般の連係、対市民支援業務等を対象に BPR/ISP の業務遂行を目的としている。また、

業務範囲は、地方財政業務と税制業務全般であり、関連中央行政機関及び 250 の地方公共

団体を対象にしている。 
また、地方財政情報化事業を推進するための推進組織は、行政自治部と自治情報化組合

が共同で推進し、また次官補を団長とする地方財政情報事業団を作り、これを支援する実

務推進班を設け、自治団体の財政関連の外部学会や民間の専門家を活用して、財政の方向

性、新たな制度導入に当たる主な意思決定を共同で行うようにしている。また主管事業者

は韓国のソフトウェア開発の一、二位を争う LGCNS が担当している。 
 

政府革新・地方分権委員会政府革新・地方分権委員会

主管事業者主管事業者

プロジェクト
管理者

プロジェクト
管理者

行政管理

地方財政情報事業団
(団長 : チャ・グァンボ)

事業指導·諮問

地方財政情報化委員会
(分野別委員会)

実務推進班実務推進班

(班長 :財政政策
課長)

(班長 :財政政策
課長)

支援機関(情報通信部)支援機関(情報通信部)

専担機関(韓国電算院)専担機関(韓国電算院)

自治団体協議会
(企画管理室長)

自治団体協議会
(企画管理室長)

モデル自治団体
(デジタル財政チーム）
モデル自治団体

(デジタル財政チーム）

光州広域市
大田広域市
京 畿 道
江 原 道

光州広域市
大田広域市
京 畿 道
江 原 道

光州　 東区
大田 　西区
京畿 　富川
　　　
江原　 束草
江原 　平昌

光州　 東区
大田 　西区
京畿 　富川
　　　
江原　 束草
江原 　平昌

関係機関協議会
(監査院、企画予算処、

財政経済部　等)

関係機関協議会
(監査院、企画予算処、

財政経済部　等)

デジタル予算・会計企画団デジタル予算・会計企画団

主管機関

[行政自治部 · 自治情報化組合]

 
図 ３－１４ 地方財政情報化事業の推進組織 

BPR/ISP 事業の主な内容は、地方財政管理体系の革新に向けた戦略計画の樹立、意思決

定支援体制の設計、財政革新に向けた法制度の整備案の導出が挙げられる。そして最終的

には、業務改善方策を策定し最新の情報技術を適用した業務再設計・標準化と全地方公共

団体に適用する標準地方財政情報システムの構造を設計することである。 
この BPR/ISP 事業の遂行に当たってのビジョン・目標では、11 の改革課題を設けてい
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る。この計画を遂行するために、会計の透明性、予算の編成、意思決定能力の向上及び財

務管理能力向上に向けた戦略を設け、実質的な財政の透明化、効率化、健全化を通じた成

長の分配のシナジー効果を生み出す、つまり、分権型の地方財政を可能とすることが大き

なビジョンとなっている。この、改革課題の適用のために、現在、業務戦略計画樹立（BSP）、
業務手順改善のための業務再設計及び標準化（BPR）、総合的な情報化のための情報戦略計

画樹立（ISP）等 3 大課題を推進している。 
 

業務戦略計画樹立業務戦略計画樹立 情報化戦略計画樹立情報化戦略計画樹立業務再設計及び標準化業務再設計及び標準化

標準地方財政業務体系

設計

法 ・ 制度 制 ・改定(案)

帳簿/書式/コード等の 標

準化

標準地方財政情報シス

テム構造設計

統合・ 連係方案樹立

統合履行計画樹立

革新課題及びビジョンの

導出

地方財政統合情報管理

フレームワーク設計

財政意思決定支援体系

樹立

 
図 ３－１５ 改革課題適応のための３大課題 

最後に地方財政情報化の改善の方向性としては、業務戦略計画樹立（情報化ビジョン）、

現状分析（業務適用/情報技術現状分析）及び先進事例分析（示唆点及び情報化の方向性）

を通じた財政をつなぐシステムの具現化、効率的な業務の遂行を支援するための情報シス

テムの統合化、リアルタイムの情報活用を支援する共有体系強化及び安定した財政情報化

を支援する独立的基盤環境の構築といった方向性を持っている。 
 

地方財政情報化のための改善方向性

将来的
目標

イメージ
導出

将来的
目標

イメージ
導出

業務戦略計画樹立

（情報化ビジョン）

業務戦略計画樹立

（情報化ビジョン）

現状分析
（業務運用/情報技術現

状分析）

現状分析
（業務運用/情報技術現

状分析）

先進事例分析

（示唆点及び情報化の

方向性）

先進事例分析

（示唆点及び情報化の

方向性）

効率的業務遂行を支援する情報
　 システムの統合化

効率的業務遂行を支援する情報
　 システムの統合化

　 リアルタイム情報活用を支援する
　　共有体系強化
　 リアルタイム情報活用を支援する
　　共有体系強化

安定的財政情報化を支援する
独立的基盤環境構築
安定的財政情報化を支援する
独立的基盤環境構築

透明な財政を支援する財政の還流体
　　系実現

透明な財政を支援する財政の還流体
　　系実現

 

図 ３－１６ 地方財政情報化の改善の方向性 
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３ 業務の最適化・標準化の方向性 

前項までの日韓における業務の最適化・標準化の現状及び取組事例を踏まえ、電子政府・

電子自治体を推進する上で日韓における業務の最適化・標準化のための今後の方向性につい

て述べる。 
韓国においては、現在までに個別の部署、省庁・機関別にシステムが構築されていたため、

データ連結等の作業においては、標準化という面で各部署、省庁・機関に乖離が生じていた。

この乖離を合わせる作業は、大きな課題の一つとなっていた。 
この課題を解決するため、韓国においては、2003 年度に公的な性格がある情報システム構

築ガイドラインを提示している。結果、電子システムを構築する際、情報システム構築ガイ

ドラインにて提示している標準に合わせて構築をするようになった。今後の方向性としては、

引き続きこのガイドラインに準拠したシステム構築が実施されるものと想定される。 
一方、日本においては、旧来から地方公共団体独自で電子化を推進してきたため、前述の

韓国の方向性を踏襲することは困難な一面もある。現実に稼動している各企業様々なシステ

ムがある中で、政府の標準に合致したシステム構築を行うことといった指針を提示したとこ

ろで標準化を図っていくことは困難である。 
このため、日本の業務の最適化・標準化の方向性として、データの取扱い、文字の取扱い

等を日本の各省庁及び各地方公共団体にて統一化する際に、最初に核となる部分を決定し、

そこを中心に統一化・標準化を図っていくべきであると考える。その最初の取組として、行

政専用回線である LGWAN や霞が関 WAN を核にすべきであると考える。 
つまり、現在、あらゆる企業が各省庁及び各地方公共団体にシステムを導入しており、文

字コード、データ等について扱い方が異なっているが、少なくとも国と地方をやりとりする

専用回線の中の世界は、共通的な言葉に統一すべきであるという考え方である。当面、別の

システムを構築している地方公共団体は、アダプター、翻訳機、通訳機能等を間に連携させ

る必要性は生じるが、将来システムを入れ替える際は、この行政専用回線の中での標準的な

言葉に合わせていけば良いと考える。このようにして将来的には、日本全体的に標準化が図

れるものと考える。 
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第４章 公共サービス・住民参加の促進 
電子政府の構築は、組織の管理手法を現代化・近代化する「行政内部の業務の効率化」、住

民の意見を拾い上げる「住民参加の問題（ｅ-デモクラシー）」、行政サービスを住民に普及促

進する「住民と行政間のインタフェース」といった 3 つの大きな特徴がある。この「行政内

部の業務の効率化」「住民参加の問題」及び「住民と行政間のインタフェース」に当たる部分

は、行政の「バックオフィス」「フロントオフィス」及び「ミドルオフィス」に置き換えるこ

とが可能である。このうち、「行政内部の業務の効率化」に当たる「バックオフィス」の機能

としては、「第３章 電子自治体の基盤構築と業務改革」で述べた部分に関連する。 
本章では、「住民参加の問題」及び「住民と行政間のインタフェース」に当たる「フロント

オフィス」及び「ミドルオフィス」に焦点を当て、具体的に「行政手続の電子化促進」「住民

参加の促進」「民間等との連携」及び「行政情報の提供・公開」の 4 点について、日韓両国に

おける先進事例を踏まえつつ、今後の方向性を述べることとする。 
 

第１節 行政手続の電子化促進 

日韓両国においては、行政手続の電子化促進のために、中央官庁・地方公共団体ともに様々

なポータルサイト等を立ち上げている。このフロントオフィスの部分に当たるポータルサイ

ト等は、住民との接点に当たることから、様々なアプリケーションをのせ住民にとって利便

性の高いサービスを提供している。このフロントオフィスのソリューションは、従来の G2B
（Government To Business）や G2C（Government To Citizen）に当たる部分である。 

次項からは、日韓両国における行政手続の電子化促進における特徴を先進事例も踏まえ述

べるとともに、今後の論点について述べる。 
 

１ 日韓両国における行政手続の電子化 

現状、日本では、国の行政機関も含め、すべての地方公共団体に共通的な基盤について、

国が主導して国と地方公共団体が一体となって整備を行っている。例えば、総合行政ネット

ワーク、住基ネット、公的個人認証サービス等がそれに当たる。この点は、韓国の考えと基

本的に変わらない部分である。 
ただし、日本では、住民に提供するサービスの中身について、各地方公共団体がその地域

性や規模等から異なる考え方を持っている。このため、住民に提供するサービスを実現する

ためのシステムを、各地方公共団体が独自に構築し運用している場合が多い。 
一方、韓国における電子政府の構築は、住民とのインタフェースの部分を強調しており、

特にサービスの供給に重点を置いている。顧客である住民の立場からプロセスを改善し、住

民が知りたい内容や望む内容を実現することが可能なシステムを構築している。これは、世

界の電子政府の構築の中で特徴的なことである。 
上記の日韓両国における行政手続の電子化の状況を踏まえ、次項からは、日韓両国におけ

る様々な行政手続の電子化の取組状況の先進事例を述べる。 
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２ 日韓両国における行政手続の電子化の取組 

ここでは、日韓両国における行政手続の電子化の取組・考え方として、韓国の「韓国政府」

及び「江南区」、日本の「横須賀市」の事例を述べる。 

（１）韓国政府の取組 
ここでは、韓国政府における行政手続の電子化促進の取組状況として、「G4C システム」

及び「電子入札システム」について述べる。 
ア Ｇ４Ｃシステム（インターネット発給システム） 

2004 年 8 月からサービスを開始したインターネット発給システムを利用すると、住民は

自宅からコンピュータを使って発給の申請をすることが可能であり、必要な書類をすぐに

入手することができる。自宅にあるプリンタを使用して、住民登録の謄本・抄本等を出力

ことことができる。住民がその印刷物を行政機関に提出すれば、各行政機関の担当者はオ

フラインで内容を確認し、G4C システムの文書確認システムによってこれが偽造であるか

否かを確認することが可能である。現在、発給対象の土地(林野)台帳謄本、個別公示地価確

認、国民基礎生活受給者証明、住民登録票謄・抄本、建築物台帳謄本、農地原簿謄本、障

害者証明、母子家庭証明の 8 種に関しては、ソウル市及びプサン市においてインターネッ

ト発給システムが利用可能であるが、今後、利用可能地域は拡大される予定である。 
 

受領機関受領機関

5.内容確認(オフライン) 

G4CG4Cシステムシステム

行政手続書類発給
システム

文書確認システム

行政手続行政手続

1.行政手続申し込み

2.行政手続発給

3.プリンター
プリントアウト

4.提出(送付) 

複写不可

6.オンライン内容確認
(90日以内) 

 

図 ４－１ 行政手続発給サービス 

イ 電子入札システム 

現在韓国では、電子入札システム（GePS：Government e-Procurement System）を、

調達庁という中央省庁が構築し、全国的に使用している。 
電子入札システムを構築するほどの財政的な余裕がない地方公共団体においては、現状

どおりオフライン上で入札手続を行うことが求められたが、韓国政府では、この現状を勘
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案し汎用的な電子入札システムを構築し、無料で地方公共団体に提供している。このため、

すべての地方公共団体がこの電子入札システムの利用が可能である。 
なお、江南区では、独自の入札システムを構築し運用していたが、全国的に統一したシ

ステムを使用するという中央省庁の方針に沿い、現在では調達庁が構築した電子入札シス

テムを使用している。 

（２）江南区（韓国）の取組 
江南区が目指す情報モデルは、インターネットや KIOSK 端末を通じた 24 時間行政サー

ビスである。この情報モデルは、江南ポータルや各地のウェブサイトにより、住民に様々

な情報を提供し、住民の情報化ニーズを満足させるためのものである。また、行政業務の

電算化、システム連携による業務効率の最適化、インターネットによる住民への情報提供

を実現することによって、民主性・透明性を確保することが目標である。 
江南区が開発した主なシステムとして、インターネット行政書類発給システムがある。

インターネット行政書類発給システムには、許認可処理システムや、インターネット税金

納付システム、自動車登録システム等があり、江南区ではデパートや地下鉄、そして 24 時

間営業しているコンビニエンスストア 61 か所において、行政サービス発給機を設置し、34
種類の行政書類を発給している。 

また、新たに江南区が開発した江南Ｕ（ユビキタス）行政書類発給システムでは、イン

ターネットだけでなく、携帯電話、PDA 及び音声認識 ARS（Audio Response System）

でも行政書類を申し込むことが可能である。 
これまでは、時間と場所だけでなく、インターネットや KIOSK 端末だけに情報機器が

限られていたが、今では移動中でも携帯電話や PDA を通じて行政書類を申請することが可

能である。また、プリンタ、e-メール、FAX、KIOSK 端末、U プリントというシステムを

通じて、書類を受け取ることも可能である。 

プリンター

ファックス

電子メール

PDA 

KIOSK 

国家公認認証機関
[本人確認] 手数料納付

政府認証管理センター
[証明書の法的効力の付与] 

インターネット

携帯電話

U-行政書類
発給センター

行政書類行政書類申申
し込みし込み

行政書類行政書類
発給発給

音声認識ARS 

プリンター

電子メール

ファックス

KIOSK 

PDA 

 
図 ４－２ 江南Ｕ（ユビキタス）行政書類発給システム 
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（３）横須賀市（日本）の取組 
ここでは、横須賀市における行政手続の電子化促進の取組状況として、「携帯電話による

情報提供」及び「電子入札」について述べる。 
ア 携帯電話による情報提供 

横須賀市では、「よこすかシティナビ」という携帯電話のサイトが充実している。「よこ

すかシティナビ」では、携帯電話で、図書館での本の検索・予約、防災情報の入手、公園

施設の予約等、様々な情報提供や申請手続が可能となっている。 
 

詳細な案内図付きで提供

施設の情報を・・・

提供情報　　観光情報、行政手続情報、教育情報、イベント情報、防災情報
　　　　　　　　公共施設案内、市民便利帳、各種相談案内、生涯学習情報ほか

申請手続　　図書検索・予約、運動公園等施設予約（準備中）
 

図 ４－３ よこすかシティナビ 

 
イ 電子入札 

横須賀市では、従来の入札と同様に業者が市役所に来庁して札を入れる方法とインター

ネットで入札を実施する方法が可能である。これは、入札方法を電子化しただけでなく、

入札参加者の間口を広げる結果となっている。つまり、横須賀市では、入札方法を一般競

争入札に変えたのと同時に、インターネットを利用した電子入札を同時に実現している。 
また、横須賀市が構築した電子入札のシステムは、一部の地方公共団体で共同利用され

ている。横須賀市が負担している運用経費の一部を地方公共団体が負担することにより、

各々の団体は独自にシステムを構築するよりも安い費用で電子入札のシステムを実現し利

用することが可能となっている。 
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忙しいけど、
役所に行かなきゃ！

開　札

入札案件公開

昼は仕事！

夜は入札！

電子入札は、事業者の時間を拘束しません！
案件の確認から開札結果確認まで、
　インターネットで、いつでも行うことができます。

After

 
図 ４－４ 事業者の入札にかかる負担軽減 

 

横須賀市

公証局 認証局

事業者

下関市
佐世保市

福井市

松阪市

※ 電子入札サーバ

▼ 共同利用の利点
　　導入コスト・ランニングコストの削減
▼ 共同利用の形態
　　横須賀市の電子公証局・電子認証局を共同利用
　　入札ｼｽﾃﾑは各自治体で導入・運営

長崎市

宇都宮市

インターネット

 
図 ４－５ システムの共同利用 

 
３ 行政手続の電子化促進の方向性 

前項までは、日韓両国における行政手続の電子化の取組状況について述べた。従来からあ

る様々な行政の機能は、電子政府・電子自治体の構築によって改善される部分がある。その

一つが行政手続の電子化である。 
ユビキタス時代を迎えるに当たり、今後、行政は積極的に住民に近づき、かつどこでも住

- 71 -



 

民が必要とする行政手続を行うための環境を作ることが求められる。また、オンライン化す

ることにより改善される部分は多いと想定されるが、オンライン化とともにオフラインの

ツールを並立して使用することも求められる。 
ここでは、上記を踏まえ住民本位の視点から今後の行政手続の電子化促進に必要と思われ

る事項を整理する。 

（１） ポータルサイトの位置付け 
電話での情報提供は、職員の勤務時間内に限定される。住民が職員の勤務時間外に行政

に関する情報を確認したい場合、インターネットは、時間的な問題を解決する。行政は、

この点を踏まえ、住民指向（住民が顧客であること）を意識し、顧客満足度を向上させる

ことが求められる。 
ポータルサイトは、行政情報や生活情報を提供することだけでなく、住民が望む面白い

情報や有益な情報を提供することが本来の位置付けと考えられる。このためには、後述す

る「住民参加の促進」及び「民間等との連携」といった点を考慮する必要がある。 
また、ポータルサイトは、住民と行政間のインタフェースの部分に当たる。情報の提供

に当たっては、透明性の確保や利便性の充実を図ることが求められる。 

（２）コールセンターの構築 
ポータルサイトがいくら普及しても、住民は、ホームページで住民が必要とする情報を

探すための時間を要すると想定される。また、行政に問い合わせるための電話番号をイン

ターネット上で探すことが困難であるとも想定される。こうした課題に対し、韓国の江南

区では、相談室や江南区の代表番号に電話をかければ音声案内で対応可能なように補完し

ている。 
また、日本の多くの地方公共団体では、現在ポータルサイトと並行してコールセンター

を構築している。コールセンターは、企業のコールセンターと同じ発想であり、24 時間 365
日対応する。コールセンターは、ワンコール（市役所や区役所の代表番号とは異なる番号）

すれば、オペレーターが必要な情報の提供や詳細に記載されているホームページの参照場

所等を教える仕組みである。コールセンターの運営は、地方公共団体ではなく NPO 法人

等を含む外部の団体に外注・委託する形が多い。 
また、中央政府のポータルサイト「e-Gov」では、電話、FAX、e-メール等の手段で手続

案内を行うヘルプデスク及びシステムの整備に向け、現在予算要求をしている最中にあり、

2006 年度の実現を目指している。 
コールセンターの構築は、電子政府・電子自治体に限ることではない。地方公共団体が

どのように住民と向き合いサービスを提供するべきかということである。住民は依然とし

てアナログ的な思考・習慣が残っていることから、今後は、行政手続の電子化といったオ

ンラインでの対応とともに、コールセンターのようなオフラインでの対応も並立して考慮

することが求められる。 
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（３）国と地方の連携 
日韓両国では、中央省庁も含めて全国の地方公共団体に共通的な基盤を、中央省庁と地

方公共団体が一体となって整備している。日本においては、総合行政ネットワーク、住基

ネット、個人認証サービス等がそれに当たる。ただし、日本の各地方公共団体は、サービ

スの中身について異なる考え方を持っている。このため、各地方公共団体は、独自に個別

システムを開発し運用している。結果、各地方公共団体でシステムが重複している場合が

見られる。 
この重複投資の無駄から、中央省庁では、全国の地方公共団体が共通的に必要とされる

業務システムについて、モデルシステムを開発し提供している。ただし、この場合、地方

公共団体の地域特性等があるにも関わらず、画一的に中央省庁が開発したシステムが地方

公共団体に普及するか否かという課題がある。また、地方公共団体においては、中央省庁

よりも進んでいる事業が多い部分もある。 
このため、中央省庁は進んでいる地方公共団体を参考にして全国の地方公共団体にその

事業を拡大する等、今後は、中央省庁と地方公共団体の更なる連携が求められる。 
 

第２節 住民参加の促進 

日韓両国における電子政府・電子自治体の構築は、住民の意見を聞き、かつ意見を取り入

れる「e-デモクラシー」へと変貌を遂げることが想定される。このため、電子政府・電子自

治体の構築においては、住民の抵抗感を解消し、かつデジタルディバイドをなくした住民参

加型の政府を目指し、普遍的なサービスを提供することが求められる。 
次項からは、日韓両国における住民参加の促進に向けた先進事例を述べるとともに、今後

の方向性について述べる。 

１ 日韓両国にみる住民参加の促進状況 

日本の一部の地方公共団体では、改革を実施することに対して、職員、住民、あるいは議

員等から、改革・革新に対する抵抗感が依然として多くある。この消極的な力によって物事

が慎重に進められることが多く、改革の実現が円滑に進まない場合が多い。 
一方、韓国では思い切った改革の実現が即時にかつ多くの住民が参加して普及している。

韓国における行政と住民との関係は友好的である。多くの住民が参加し行政に意見を述べ、

行政はその意見を取り入れることによって改革の実現が生じるという関係式が成り立ってい

る。これは、韓国政府の G4C システムの名称が G2C ではない点、つまり 2（to）ではなく

4（for）という点からも見てとれる。 
上記の日韓両国の行政における住民参加の状況を踏まえ、次項からは、日韓両国における

先進自治体等の行政参加の促進に関する取組状況を述べることとする。 

２ 日韓両国の行政参加に促進における取組 

ここでは、日韓両国の行政参加の促進における取組・考え方として、韓国からは「江南区」、

日本からは「横須賀市」及び「三鷹市」の事例を述べる。 
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（１） 江南区（韓国） 
江南区では、すべての区民に影響を及ぼす事項について、すべての人が参加して決定す

るというギリシャ・アテネの直接民主主義の考えを導入し、区民に影響を与える事項は区

民が直接参加して決定することを原則として掲げている。このため、区政の重要施策や関

心事項について、インターネットを通じて 28 万人の住民が会員として区政に参加し、意思

決定するための e-デモクラシーシステムを 2001 年 9 月から運営している。この e-デモク

ラシーシステムでは、住民の意見を吸い上げたり、政策の提言を受けたりと、住民が直接

政策にかかわることが可能となっている。 
なお、この e-デモクラシーシステムは、韓国政府でも準備が進められており、2005 年か

らサービスを開始する予定である。 
e-デモクラシーシステムの運営形態には、「インターネットアンケート調査システム」及

び「政策ディベート・ルーム」がある。インターネットアンケート調査システムとは、区

の懸案事項において主な政策を決定する際に、住民から意見を収集するためのシステムで

ある。政策ディベート・ルームとは、住民が自らその政策を提言し、サイバー上で住民が

討論するためのシステムである。 

アンケート調査依頼(各部署) 

アンケート製作及び実施(電算情報課) 

意見収集結果分析(該当部署) 

政策反映

フィードバック

インターネットアンケート調査 政策ディベート・ルーム

討論主題提案(市民) 

主題選定及び討論進行(政策企画課) 

結果分析(政策企画課) 

政策反映

フィードバック

 
図 ４－６ ｅ－デモクラシーシステム 

ア インターネットアンケート調査 

インターネットアンケート調査では、各部署が政策を決定する前に、電算情報課におい

て業務の特性・地域・年齢等を考慮したアンケートを作成している。 
作成されたアンケートは、江南区のｅ-メール会員に発送される。ｅ-メール会員による住

民参加においては、年齢層の分布やデジタルディバイドによる不均等が存在し、地域的に

限定された範囲を対象とするため、その回答の信頼性が不十分な場合もある。したがって、

特に重要な懸案事項の場合には、専門の調査機関への外注又はデジタルディバイドを考慮

した江南委員会や住民自治委員会を設置し、オフラインによるアンケート調査を行う。ま

た、住民から収集した意見を政策に反映し、その結果はインターネットに掲示される。こ
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のフィードバックの過程も設けることで、住民が自ら参加して決定した政策事項を閲覧す

ることが可能となっている。 
これまでの運営実績は、政策決定 144 件、主な事業 341 件、予算編成 463 件についてア

ンケート調査が実施されている。 
また、2002 年から、江南区では予算編成の際に、必ず住民アンケート調査を行わなくて

はならないとされている。 
イ 政策ディベート・ルーム 

政策ディベート・ルームでは、住民自らが討論のテーマを提案し、江南区が討論主題を

選定する。江南区では、インターネット上で行われた討論の結果を分析し、政策への反映、

住民へのフィードバックを行っている。これまで政策ディベート・ルームへのテーマの提

案は 178 件あり、そのうち 22 件が実際に討論された。ここでの実績には、住民優先駐車

場の設置、自転車道路の増設等がある。 
 

（２）横須賀市（日本） 
横須賀市では、市民と行政の協働によるまちづくりとして、「行政評価システム」「市民

の声データベース」及び「まちづくり電子フォーラム」を立ち上げている。 
ア 行政評価システム 

横須賀市では、予算化を行い様々な事業を実施している。行政評価システムとは、各々

の政策と事務事業について個別に評価を行い、評価結果をインターネットで住民等に報告

するシステムである。行政職員だけの評価では評価にならないため、評価を付ける段階で

住民も評価点数を付けている。 
行政評価システムが稼動し 3 年が経過している。横須賀市では、2005 年度の予算からこ

の行政評価の結果を予算に反映させる予定となっている。 

評価の詳細

評価内容の分析

 

図 ４－７ 行政評価システム 
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イ 市民の声データベース 

横須賀市では、住民から紙、e-メール、FAX 等にて寄せられる様々な意見、苦情、提案

等に対して、相手の名称等が分かっている場合に限り公文書で回答している。 
市民の声データベースでは、住民からの質問・意見内容や、それに対する回答をすべて、

Q&A、FAQ という形でインターネット上に提供している。 
ウ まちづくり電子フォーラム 

横須賀市では、電子掲示板のシステムを立ち上げ、住民と市の職員がテーマごとに意見

交換している。まちづくり電子フォーラムとは、そのための BBS（掲示板）のことである。 
 

（３）三鷹市（日本） 
三鷹市の住民参加の促進における取組として、「みたか市民プラン 21 会議」及び「e-

フォーラム」が挙げられる。 
ア みたか市民プラン２１会議 

三鷹市では、早い段階から、市の計画作りに住民が参加している。三鷹市の基本計画を

見直す際は、「白紙からの市民参加」というキーワードを掲げ、「みたか市民プラン 21 会

議」が発足された。 
一般的に、市の長期計画を作る際には、行政側、市役所側が基本の素案を作り、住民に

意見を聞く。そして、一部分だけ手直しをし最終的な計画にすることが多い。 
これに対し三鷹市では、住民が素案作りを行うという取組みを行った。また、事務局も

住民の手によって活動され、具体的に、400 人近い住民が約 2 年半、約 780 回の会合を進

めた。この取組は 2000 年に実施されたため、現在ほどの IT の普及率はないものの、e-メー

ルやホームページが有効活用された実例となっている。 
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次期基本構想・基本計画改定に向けた市民会議
– 半年の準備期間を経て、1999.10.発足

– 市長とパートナーシップ協定を締結

– 公募による市民が約400人参加

１０の分科会で
構想案の検討

2000..10末　最終提言
2001.6.末基本計画素案への意見書

2001.11.末　役務を終え、解散

市民会議メンバー間、
市民との情報交流を行うため

ＨＰ・ＭＬ・電子会議室
機能を活用

 
図 ４－８ みたか市民プラン２１会議 



 

イ ｅ－フォーラム 

三鷹市が取り組んでいる「e-フォーラム」には、「e-シンポジウム」と「e-コミュニティ

カルテ」がある。「e-シンポジウム」では、実際に開催したシンポジウムを、ウェブ上で動

画とテキストで公開している。また、公開内容に対するコメントが可能な仕組みとなって

いる。「e-コミュニティカルテ」では、地域の様々な課題について、実際にウェブ上に、課

題に関する討議の場を設けている。地域社会での問題点、良い点と悪い点を住民も交えて

協議するという「カルテ」の取組を実施している。この取組は、現在一部改訂している基

本計画に反映していく予定となっている。 
 

３ 住民参加の促進における方向性 

住民の行政参加における効果は、住民の行政に対する参加意識・関心が高まることである。

また、住民の意見をリアルタイムに収集し、行政政策に反映することが可能となるため、住

民志向の電子行政が実現可能となる。さらに、透明性・公開性を確保することが可能となり、

住民満足度も向上することが挙げられる。 
住民参加のためにポータルサイトを充実させることは、住民が政治に参加しやすい土壌を

作ることを可能とし、結果として、行政の中身の問題を変えることが可能となる。つまり、

行政のマネジメントの中身を変えることも可能となる。このように、住民参加の効果は、行

政の中身についても革新を図る一つの機会であると考えられる。 
ここでは、住民参加の促進に向けた住民及び行政内部に対する方向性を述べる。 

（１） デジタルディバイドへの対応 
住民参加の促進のためには、デジタルディバイドの問題を解消することが求められる。

デジタルディバイドには、中山間地域等の地理的な問題もあるが、「インターネットをほと

んど使用しない」「セキュリティに関する危惧が非常に強い」等といった教養・文化の問題

もある。 
日韓両国を情報化や産業の進み方等から比較した場合、教養・文化という側面において

大差ないと考える。ただし、住民がインターネット環境を使用することに対する教養・文

化の違いは大きく、この改善が今後の問題点であると想定される。 
また、ｅ-デモクラシーの基本は住民が参加することに起因する。参加するためには、人々

が幾ら知識やツールを持っていても、参加する気力がないと意味をなさない。この辺りの

促進も今後の課題であると想定される。 

（２）住民視点からのアプローチ 
電子政府の推進の際に住民の権利や個人情報（プライバシー）等の侵害が想定される場

合、住民や議会から反発があると考えられる。しかし、電子政府が推進している方向は、

住民の便宜を図り行政のサービスを高度化するといった住民視点からのアプローチである

ため、住民や議会の反発よりも支援されるべき内容である。 
韓国では、住民や議会が反発する情報化事業を進めることは困難である。このため、住

民からの反発という問題はない。 
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今後、日本においては、電子政府・電子自治体の構築が住民本位であり、住民サービス

に寄与することを住民に啓蒙することが求められる。このためには、高齢者が持っている

情報、育児に関心のある母親が持っている情報等の住民側が保有している情報を収集、活

用することが望ましい。これにより、電子自治体は、住民本位のデータベースを多量に保

有することが可能となる。 
また、ポータルサイトを構築する上で重要であることは、オフラインとオンラインが同

時並行に活性化されるコミュニケーションを形成することである。オンラインのみの形成

では、コミュニケーションの活性化は不十分であると考えられる。 

（３）住民参加の促進に向けた行政内部の対応 
韓国では、電子政府という改革に広がりを持たせるための対応として、過去の政権にお

いて、ｅ-ガバメントを 11 大プロジェクトの一つとした。これにより、即時的な普及・拡

大が実現されている。 
また、韓国では、前述の 11 大プロジェクト（または政府が進めている 31 プロジェクト）

について、情報化促進基金の活用を可能とし優先順位を高く設定している。このため、こ

の 11 大プロジェクトについては、あらゆる面において他の事業よりも重要であると認識さ

れている。 
住民参加の促進のためには、住民にサービスの向上を寄与することも重要ではあるが、

行政内部においても事業の優先順位を高く位置付けることが重要である。 
 

第３節 民間等との連携 

電子政府・電子自治体の構築に当たり、中央官庁及び地方公共団体はシステム利用者は住

民であるという視点が重要であり、住民満足度をいかにして高めていくかを常に考慮するこ

とが求められる。今後、住民満足度の向上に民間等が持つ情報は不可欠であると想定される。

このため、中央官庁及び地方公共団体の情報や力量を補う意味も含めて民間等との関連を深

め、積極的に住民が関心を持つ公共サービスを提供することが求められる。 
次項からは、日韓両国における民間等との連携を推進している先進事例を述べるとともに、

今後の民間企業との関連のあり方について述べる。 
 

１ 日韓における民間等との連携の特徴 

日本の一部の地方公共団体では、様々な新しいサービスを提供する中で、地域の産業や IT
企業との協力のもと、行政だけでは困難な問題を解決し産業振興を促している側面がある。

三鷹市や千葉市では、民間等から得られる情報と行政側の情報を連携して、住民が本当に必

要とする情報を提供しようとしている。 
韓国では、G2B（Government To Business）として、調達庁が中心となり e-Procurement 

System（電子購買システム）を行い民間等との連携のための受け皿を設けている。政府が調

達するものは、すべて電子入札で調達されている。紙媒体では受け取っていない。この結果、

入札すること自体が困難であった地方の中小企業等が、電子入札を通じて中央政府と 1 対 1
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での取引が可能となった。韓国は、このシステムを通じて民間等との連携を強化しており、

韓国の企業は、活用度が高く非常に好感を持っているとのことである。 
電子政府・電子自治体の推進に当たり、民間等との更なる連携は必要不可欠であると考え

られる。これらを踏まえ、次項からは、日本における民間等との連携における先進自治体等

の取組状況を述べ、今後の民間等との連携のあり方を述べることとする。 
 

２ 日本にみる民間等との連携における取組 

ここでは、日本にみる民間等との連携における取組・考え方として、「横須賀市」及び「三

鷹市」の事例を述べる。 
（１） 横須賀市 

住民は、行政情報だけが欲しいわけではない。このため、横須賀市では、地理情報シス

テムに市役所の情報や行政の情報を掲載するだけでなく、医療機関の情報や飲食店の情報

を横須賀市の商店街等と一緒になり提供する取組を実施している。 
この結果、行政は行政、民間は民間と、別々のサイトで提供されていた情報が、一緒に

掲示することによって、使う側（住民）は非常に便利になると想定される。 
 

横須賀市横須賀市

医師会医師会//歯科医師会歯科医師会
商工会議所商工会議所

市民市民

公共施設／各種法規制の情報

病院／診療所
歯科診療所／
動物病院の情報

観光情報 カレー店舗の情報

商店街／事業所
の情報

観光協会観光協会 カレーの街推進委員会カレーの街推進委員会

企業企業

 
図 ４－９ 地域連携による情報公開の充実 

（２）三鷹市 
三鷹市では、「シニア SOHO 普及サロン・三鷹」という高齢者による活動団体がある。

この活動は、定年を迎えた高齢者が、在職中に得た技術やノウハウを生かし仕事を行いた

いという想いから発起されている。この団体のテーマは、生きがいと収入の両立である。
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現在は、約 280 人の高齢者がこの団体に所属しており、初心者向けのパソコンの講習会等

を行っている。 
この団体の活動は三鷹市からスタートしているが、同じような環境を持つ全国の高齢者、

団体等のモデルとなり、少しずつ広がりが見られている。2004 年 10 月には、経済産業大

臣の表彰を受けている。 
 

 
３ 民間等との連携における方向性 

住民の満足度を高めるためには、行政サービスと民間サービスとの連携が重要と考える。

この連携には、システムの連携もあるが、サービスそのものの連携もある。民間のサービス

分野としては、商店、宅配、銀行、旅行代理店等、様々な分野があり、これらの分野の長所

を行政が取り入れることが望ましい。今後は、行政だけでは限界がある業務を、民間等とパー

トナーシップを形成し援助を受けることで、協働していくことが求められる。 
ここでは、民間等との連携における方向性を述べる。 

（１） アウトソーシング業務の評価 
ある地方公共団体では、清掃業務をブロック単位に分割し清掃代行会社に依頼（アウト

ソーシング）している。清掃業務に関して、住民の満足度を評価し、評価の高い業者には

インセンティブを与え、問題のある業者にはペナルティを与えている。 
これは、同様に電子政府においても、行政側は、民間等との関連をアウトソーシングと

関連付けて考える場合が多い。電子政府の部分に民間企業が多く入っている。例えば、サー

バの管理やネットワーク管理は、多くの IT 企業が入り代行して業務を行っている。 
今後は、こういった電子政府に関するアウトソーシング業務に関しても同様に、住民満

足度と関連付けて評価することが求められる。 
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� シニアワーカー（ＳＯＨＯ事業者）の集合
� 会員約280余名、ＮＰＯ法人化（2000.12登記）

• 企業ＯＢなど
在職中に得た

技術・ノウハウを活用

• 初心者向け
ＰＣ講座等の開催

生きがいと

収入の両立

シニアによる、シニアのための
活動のプラットフォーム

2003　日経新聞社・地域情報化大賞

2004　経済産業大臣表彰  
図 ４－１０ シニアＳＯＨＯ普及サロン・三鷹 



 

（２）インソーシングの導入 
電子政府・電子自治体の構築は、民間等の考え方を行政に持ち込む一つの機会である。

民間等とのパートナーシップの形成は、民間等が IT ビジネスや IT コミュニティに参加す

ることとなり、相互作用が発生することとなる。日本ではアウトソーシングを行政の一部

を外に出すというイメージが先行しているが、アウトソーシングには積極的に民間やそれ

以外のビジネスソサエティを行政に持ち込むという重要な視点もある。韓国においては、

行政内の人材育成に力を注いでおり、人材アウトソーシングというべきインソーシングと

いう考え方を導入している。 
今後は、日本においても民間等とのさらなる連携に向けて、インソーシングの考え方を

推進することが求められる。 
（３）市場原理に則った推進 

電子政府・電子自治体の構築が完了した場合を想像すると、住民は、何かを検索する際

に、行政が構築したポータルサイトではなく、「Yahoo!」等の検索エンジンを参照し、

「Yahoo!」等から行政のポータルサイトへと連携されるものと想定される。これは、行政

の事業が、官主導による事業ではなく、多くの部分が民間等との連携によって成り立つも

のであると想定されるからである。 
現在、アメリカ合衆国では、電子政府に関するあらゆるシステムは市場原理によって作

られるべきであると表明している。市場原理による電子政府・電子自治体を構築すること

がアメリカ合衆国における論点である。 
今後、日韓両国も同様に、住民が満足する電子政府を推進するためには、市場原理を念

頭に置くことが求められる。そして、この市場原理を念頭に置くためには、市場に精通し

ている民間等との連携が必要不可欠であると想定される。 
（４）重複性の解消 

行政と民間等との連携において最も重要な問題は、重複性の問題であると考えられる。

韓国では、G4C システムの構築において、電子支払システムや行政サービスが可能なイン

フラを共通基盤として構築している。また、他システムが可能な限りこのインフラを流用

するよう、連携又は標準化政策を進めている。 
今後は、日韓両国において、行政と民間等の間で連携又は標準化を進めることで、重複

性を解除し、民間企業と政府が持っている情報を統合し、政府・地方自治体の情報だけで

なく、民間の情報も併せて住民にアプローチしていくことが重要である。 
 

第４節 行政情報の提供・公開 

前述の「行政手続の電子化促進」や「住民参加の促進」を考慮する場合、住民と行政間と

のナレッジマネジメントが重要であると想定される。つまり、行政側は、住民に対し保有し

ている情報を正確に提供しなければならない。 
また、今後は、民間等から得られる情報と行政側の情報を連携して、住民が本当に必要と

する情報を提供することが求められる。 
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次項からは、様々な行政情報を提供・公開している日韓両国の先進事例を述べるとともに、

今後の行政情報の提供・公開のあり方について述べる。 

１ 行政情報の提供・公開の現状 

日本政府は、情報公開制度の対応としてポータルサイト「e-Gov」にて、情報公開で提供す

るために各省庁が保有している行政文書のファイル簿を提供している。 
また、情報公開条例の前提は基本的にすべての情報を公開することにあるとし、情報セキュ

リティポリシーの前文に「地方公共団体で保有している情報は住民の共有の財産である」と

いう規定で整理をしている地方公共団体もある。 
一方、韓国における G4C（Government for Citizen）事業は、住民に対し政府がどのよう

な情報を提供することが可能か否かという視点で進められている。このため、住民は必要と

する情報を簡易に得られることが可能である。また、行政情報だけでなく、住民の生活と経

済活動に必要となる情報をホームページにて公開している地方公共団体もある。 
上記を踏まえ、次項からは、行政情報を積極的に提供・公開している日韓両国の先進自治

体等の取組状況を述べ、住民の視点から今後の行政情報の提供・公開のあり方を述べること

とする。 

２ 日韓両国にみる行政情報の提供・公開における取組 

ここでは、日韓両国の行政情報の提供・公開における取組・考え方として、韓国からは「韓

国政府」「江南区」及び「富川市」、日本からは「横須賀市」及び「三鷹市」の事例を述べる。 
（１） 韓国政府 

現在 G4C システムの行政手続案内及び申込/処理サービスでは、事務処理別、手続期限、

手数料、関連法令等の 4400 種類について詳細な行政サービスに対する案内を行っている。

その他 420 種類の申請・手続については、郵便で行うことが可能であり、そのうち 33 種

に関しては、行政手続書類をインターネットで閲覧することが可能となっている。 

◇行政手続事務種類、処理機関、処理手続き、処理期限、手数料、

具備書類、関連法令など

※処理機関が分からなくても自分の住所などを入力すれば
　処理機関を自動で案内

◇検索方法:行政手続案内地図、よくある行政手続、行政手続の

　スピード検索、分類体系による行政手続の検索、単一窓口の統合

　検索など

◇申し込み行政手続の郵便、官庁訪問で受領

◇33種の行政手続書類のインターネット閲覧

◇8種の行政手続のインターネット発給(PCで直接プリントアウトし
て使用) 

-住民登録謄・抄本、土地林野台帳、個別公示地価、

国民基礎生活受給者証明、建築物台帳謄本、

障害者証明書、農地原簿謄本、母子家庭証明書

◇行政手続事務種類、処理機関、処理手続き、処理期限、手数料、

具備書類、関連法令など

※処理機関が分からなくても自分の住所などを入力すれば
　処理機関を自動で案内

◇検索方法:行政手続案内地図、よくある行政手続、行政手続の

　スピード検索、分類体系による行政手続の検索、単一窓口の統合

　検索など

◇申し込み行政手続の郵便、官庁訪問で受領

◇33種の行政手続書類のインターネット閲覧

◇8種の行政手続のインターネット発給(PCで直接プリントアウトし
て使用) 

-住民登録謄・抄本、土地林野台帳、個別公示地価、

国民基礎生活受給者証明、建築物台帳謄本、

障害者証明書、農地原簿謄本、母子家庭証明書

4,400種類余りの
行政手続案内

4,400種類余りの
行政手続案内

420種類余りの行政手続の
申し込み/処理

420種類余りの行政手続の
申し込み/処理

 

図 ４－１１ 行政手続案内及び申込/処理サービス 
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（２）江南区（韓国） 
江南区の情報化システムは、行政効率化のためのシステム、行政情報公開システム、イ

ンターネット行政書類処理システム等に分類することが可能である。行政効率化のための

システムとして、電子決済システム、税務総合システム、電子文書管理システム及び情報

共有システムがある。行政情報公開システムとしては、不動産総合情報サイト等がある。

また、江南区では、5 区以上の職員がインターネットを介して文書交換を行っており、区

政の幹部会議はインターネットで住民に公開している。 
 

行政効率化のためのシステム
電子決済システム
税務総合システム
電子文書管理システム
情報共有システム
-知識管理システム/行政支援ポータル

行政情報公開システム
行政情報公開
-不動産総合情報サイト
-税務総合相談室
決裁文書公開
江南区インターネット放送局

インターネット行政書類
処理システム
証明書等の発給システム
認許可受付処理システム
インターネット税務相談システム
インターネット税金納付システム(e-tax) 
自動車インターネット登録システム
駐停車取締り及び過料納付システム

無人行政書類発給システム

電子民主主義システム

セキュリティーシステム

 

図 ４－１２ 行政情報公開システム 

 
（３）富川市（韓国） 

富川市では、住民が行政情報に容易にアクセス可能とするように各地域ごとに住民情報

利用センターを設置している。富川市の住民は、いつでも誰でもインターネットカフェか

ら無料でこの住民サービスの提供を受けることが可能である。また、韓国通信と提携して

無線インターネット網の構築を行うことも検討している。 
また、経済的・身体的な理由で情報化から取り残された住民のために、様々な情報化教

育プログラムを実施し、パソコン等によるインフラの拡充にも力を入れている。パソコン

から有線インターネットを介した情報サービスを行うだけでなく、無線インターネット、

電話機、FAX を利用して情報を受け取ることが可能となるよう、情報サービス・チャンネ

ルの多様化を推進しているところである。 
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情報サービス

チャンネル

多様化

情報サービス

チャンネル

多様化

ホームページ等ウェブサイトを利用した情報提供
ｗｅｂメールを利用した情報提供
SMS, VMS, FAX 等

情報疎外階層

の

情報利用基盤

支援

情報疎外階層

の

情報利用基盤

支援

多様な階層に対する情報化教育の実施
- 主婦, 自営業者,お年寄りを対象とした電算教室での集合教育(21箇所)
- 外出が困難な障害者、お年寄りを対象とした家庭訪問教育
- 経済的に困難な低所得層を対象としたスクールへの委託教育
PC及びインターネット網補給

　 -敬老堂にPC及びインターネット網無料補給
- 低所得層に対する PC無料補給びインターネット使用料割引提供

住民情報利用

センター構築

住民情報利用

センター構築

住民情報利用センター構築
- 市, 区, 洞の行政サービス室に誰でもインターネット使用可能な環境構築

　　(３５箇所)
無線インターネットゾーン設置

- 市, 区, 洞の行政サービス室, 図書館, 公園　等

 
図 ４－１３ 情報利用環境整備 

また、富川市では、住民に対し様々な情報を提供する地域情報サービスを推進している。 
市の行政情報をはじめ、文化情報､生活情報､福祉情報､教育情報､企業情報等といった住民

の生活と経済活動に必要な情報は、富川市のホームページをから総合的に提供している。     
例えば、女性向けサイトの「女性万歳」、青少年向けサイトの「ディンガディン」、福祉

関連の「ナヌムト（分かち合い）」、5 大文化産業の情報を包括的に提供する「5 大文化ポー

タルサイト」、中小企業の情報を提供する「ピーチ 21」、教育の情報を提供する「富川市教

育庁ホームページ」等を開設している。 
 

市政情報
ٛ地域開発情報(道路, 建築, 上下水道,下水)
ٛ各種手続情報(発給,許可, 嘆願,情報公開 等)
ٛ地方税及び過怠料関連情報

生活情報
ٛ雇用関連情報
ٛ物価関連情報
ٛ安全情報 (昇降機,ガス施設等)

教育情報
ٛ情報化関連教育情報
ٛ初中高教育関連情報
ٛ教育関連就職情報

文化情報 ٛ体育及び文化行事情報
ٛ５大文化事業関連情報

福祉情報
ٛ障害者福祉情報
ٛ女性福祉情報
ٛ生活保護対象者支援関連情報

女性万歳

Cyville.net

富川市
ホームページ

ディンガディン

ナヌムト

コンテンツ分類 コンテンツ詳細内容 サービス提供チャンネル

5大文化
ポータル

企業情報
ٛ企業入地関連情報
ٛ技術及び資金支援関連情報
ٛ貿易関連情報

Peach 21

富川市教育庁

ホームページ

ٛボランティア関
　連情報
ٛ医療関連情報

ٛ経営支援関連情報
ٛ販路関連情報
ٛ産業動向

ٛ文化生活講座

ٛ地域名所
ٛ交通案内
ٛ都市情報

 
図 ４－１４ 地域情報サービスの提供 
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（４）横須賀市（日本） 
横須賀市の行政情報の提供・公開における取組として、「統合型の地理情報システム」及

び「災害情報通信ネットワークシステム」が挙げられる。 
ア 統合型の地理情報システム 

住民への情報提供・公開という視点において、横須賀市では、住民に近い電子自治体を

構築している。従来、住民が家を建てる場合には、各々の土地に係る法的な規制等の情報

を調査するために市役所に来庁する必要があった。これは、来庁のための交通時間を要し、

市役所の窓口の混雑状況から、大変不便であったといえる。これを受け、横須賀市では、

インターネットの地理情報システムを整備している。住民はインターネットのサイト（横

須賀市のホームページ）で地理情報を閲覧することが可能となっている。 
 

都市計画（用途地域・道路等）の位置情報

各課のホームページ
（詳細情報）

 

図 ４－１５ 統合型の地理情報システム 

 
イ 災害情報通信ネットワークシステム 

災害情報通信ネットワークシステムでは、崖崩れ、火災等をアイコンで分かりやすく地

理情報システム上に表示している。また、様々なメッセージが SMS（災害メッセージング

システム）を通じて携帯電話（住民）でつながっており、携帯電話のメール機能にて発信

することが可能となっている。これは耳の不自由な者や高齢者に、非常に便利であると喜

ばれている。 
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気象台

注意報、警報の通知

配信サーバ

消防局

リモートで配信処理リモートで配信処理

防　災　情　報

横浜地方気象台は○月○日
○時○分に大雨洪水警報を
発令しました。

配信希望者は携帯端末
にて防災情報を入手 防災情報をインターネットメール

で配信

 
図 ４－１６ 災害情報通信ネットワークシステム 

（５） 三鷹市（日本） 
三鷹市では、情報公開を求められた場合、一部の秘匿すべき情報（個人のプライバシー

にかかわる情報）等を除いて、基本的にすべて公開している。情報公開を求められたら、

開示する方針である。様々な情報を積極的に提供していく取組を基本としている。 
提供方法は、ウェブサイトに掲載する方法もあれば、紙による情報（広報）もあり様々

である。 
また、三鷹市では、1 年間の様々な施策の出来高の評価を公開している。その結果に基

づいて、「次年度のプラン」の内容を印刷物とウェブサイトにて公開している。また、予算・

決算もすべて公開している。 
 

３ 行政情報の提供・公開の方向性 

住民は、レストラン情報や病院情報等の生活情報に関心が高いと考える。しかし、住民は、

行政監視といった側面から、「政府・地方公共団体はどのような政策を作ろうとしているの

か」「政策をきちんと執行しているのか」「この政策は誰が立案し誰が計画したのか」といっ

た行政に関する情報についても関心を持っていると考える。 
ここでは、今後の行政情報の提供・公開における方向性を述べる。 

（１） 行政情報の積極的な提供・公開 
日本政府では、現在情報公開法が施工されて 5 年になり、見直し作業を行っているとこ

ろである。今後は、国民から求められて開示するのではなく、より積極的に各省庁が行政

情報を開示する方向で検討している。 
また、日本の一部の地方公共団体では、課題を解決するために住民の援助を必要とする
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場合が多い。このためには、自団体の考えを住民に発信することが重要であり、行政情報

の公開は必要不可欠と考える。 
韓国では、決済文書をインターネット上に公開している地方公共団体がある。これは、

住民に情報を隠さなければならない行政は価値がないという考え方に基づいている。 
以上より、今後は、行政情報の提供・公開について、今まで以上に積極的に提示するこ

とが求められる。 
（２）情報通信技術の活用 

住民は、元気であり活力もあるため、機会を与えられたら働き、稼ぎたいと考えている。

その中で、自身が居住している地域あるいは地域社会の中で、自身の「やりがい」や「生

きがい」を探し出すことができればと考えている。 
情報通信技術の活用について、より広域に、つまり「多人数の同時参加」「時と場所を選

ばず」というキーワードが挙げられる。また、情報通信技術の発達により今までであると

非常に困難であった、より地域に対する情報発信、つまり「ひとりでも情報発信」「小さな

単位（個々の思いを発信）」「だれでも」を行うことが、比較的簡単になったと考えられる。 
今後は、住民の想いを支える部分で、ICT の更なる活用が求められる。結果、従来と異

なる様々な住民が、行政の仕事・地域社会の仕事に参加するようになると想定される。 
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第５章 事例紹介 
本章では、日韓両国における先進事例を紹介する。 
なお、日韓両国における先進事例は、「第３章 電子自治体の基盤構築と業務改革」及び「第

４章 公共サービス・住民参加の促進」の中で一部述べていることから、本章においては、

第 3 章及び第 4 章で述べた点以外の事項を中心に述べることとする。 
 

第１節 電子自治体の基盤構築と業務改革 

ここでは、以下の団体における先進事例について述べる。 

１．岐阜県 
「住民本位のデジタルガバメント構築に向けて ～岐阜県における取組～」 

２．ソウル特別市 
「市民が満足する最高の情報都市 e-Seoul」 

３．財団法人地方自治情報センター 
「電子自治体の推進について」 

４．財団法人自治体衛星通信機構 
「公的個人認証サービスの現状」 

５．自治情報化組合 
「地方財政 BPR/ISP 事業の推進事例」 

 
１ 岐阜県 

 「住民本位のデジタルガバメント構築に向けて～岐阜県における取組～」 

ここでは、岐阜県における取組事例として、「ぎふポータルとデジタルガバメントの位置付

け」「デジタルガバメントと利用者、企業等との関係（イメージ）」「ぎふポータル」及び「電

子県庁」について述べる。 
（１） ぎふポータルとデジタルガバメントの位置付け 

岐阜県の電子自治体構築のコンセプトである「ぎふポータルとデジタルガバメント」の

位置付けを以下に示す。 
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ｅガバメントｅガバメント

デジタルガバメントデジタルガバメント

リアルガバメントリアルガバメント

　　　　　

利

用

者

ぎ
ふ
ポ
｜
タ
ル

ぎ
ふ
ポ
｜
タ
ル

バックオフィスバックオフィス フロントオフィスフロントオフィス

新たな価値あ新たな価値あ

る行政サービる行政サービ

ス・コンテンツス・コンテンツ
（各部局が開発）（各部局が開発）

５つのネット５つのネット
　　安心・安全・便安心・安全・便

利　・快適・活力利　・快適・活力

ＢＰＲ

早い　　１月、１週間を１日に　１日、１時間を１分に

安い　　県民に新たなコストをかけさせず　

　

便利　　２４時間、３６５日のサービス提供

やりたいことが全て出来る
　
　　「価値」がある　　　納得

双方向　　　ガラス張り
情報民主主義・市民政治

国・市町村
コンテンツ

民間コンテンツ

県民はポータルのコンテンツ（サービス内容）を通してデジタルガバメントの価値を県政のオーナーとして、また、納税者として判断する。

県民向け
ゾーン

県外者向け
ゾーン

企業・産業
向けゾーン

県外の利用者に対しても、岐阜の価値ある情報をぎふポータルから提供することで、「見たい・知りたい・参加したい」という動機付けを促す。

窓口

コンタクト
センター

デジタル
テレビ

携帯電話

 
図 ５－１ ぎふポータルとデジタルガバメントの位置付け 

上図の中で、現在の役場の状況は、「リアルガバメント」と位置付けられ、これは、「フ

ロントオフィス」及び「バックオフィス」からなる。住民に対する窓口業務や書類の受理

等は「フロントオフィス」にて行い、実際の職員業務は「バックオフィス」にて行う。 
このリアルガバメントは、現在地方公共団体の行財政改革や職員・予算の削減が求めら

れる部分である。加えて、住民ニーズについては、多様化・高度化が求められている。 
この多様化・高度化が求められる住民ニーズに対応するため、岐阜県では、「デジタルガ

バメント」を構築し、情報通信技術を活用した住民サービスの提供を目指している。 

（２）デジタルガバメントと利用者、企業等との関係（イメージ） 
「デジタルガバメント」の構築では、これまで紙媒体でやりとりを交わしていた情報・

サービスに加えて、IT の活用により「新たな価値ある行政サービス・コンテンツ」を創出

し、様々な便利な情報・サービスを、岐阜県の各部局が開発することを目指している。 
さらに、住民に対し、居住地域の周辺情報（市町村、県、国等）や民間企業の情報をワ

ンストップで提供することを目指している。 
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インターネットインターネット

電子自治体
2004後期～

市町村への
申請・届出
物品調達など

電子自治体
2004後期～

市町村への
申請・届出
物品調達など

公益企業

電気
ガス
水道など

公益企業

電気
ガス
水道など

電子県庁
2004.4～
電子県庁
2004.4～

利用者

岐阜県

外部サイト

システム間連携

デジタルガバメントデジタルガバメント

申請・届出
物品調達
文書管理

建設CALS/EC
2004.4～
建設CALS/EC
2004.4～

統合型GIS
2004.4～
統合型GIS
2004.4～

コンテンツ管理機能

県民県民

企業企業企業企業

アンケート機能

ナビゲーション機能

メール配信機能

マイページ機能

連携
意見

情報手続

相談
連携

意見

情報手続

相談

インターネットインターネット

一般企業

メーカ
交通
金融など

一般企業

メーカ
交通
金融など

情報提供のための主な機能情報提供のための主な機能

ｺﾝﾃﾝﾂ運営者ｺﾝﾃﾝﾂ運営者ｺﾝﾃﾝﾂ運営者ｺﾝﾃﾝﾂ運営者

ぎふポータルぎふポータル

 
図 ５－２ デジタルガバメントと利用者、企業等との関係（イメージ） 

（３）ぎふポータル 
岐阜県の「ぎふポータル」は、岐阜県庁の職場ごとに情報を掲載するのではなく、住民

が何を見たいのかという住民視点から構成されている。 

 
図 ５－３ ぎふポータル 
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上図において、例えば、「くらしの情報」（画面左上）では、岐阜県民の利用者が普段の

生活をする際に使用するゾーンを掲載している。また、「見どころ・味どころ」（画面右上）

では、岐阜県外の利用者も含めた観光情報等を掲載している。「はたらく・企業支援・県政

情報」（画面右下）では、企業等の入札情報を掲載している。 
このように、ぎふポータルの利用者は、自分が参照したい情報がどこにあるのかを容易

に判別することが可能である。 
現在、電子自治体の課題として、電子自治体の住民利用における普及促進が挙げられる。

電子申請・届出のシステムを構築しただけでは、住民の利用は増加しない。岐阜県におい

ては、このぎふポータルの価値を高めることで住民への普及を促している。 

（４）電子県庁 
電子県庁は、岐阜県民向けの手続、企業に対する入札手続、あるいは職員の内部業務と

いったサービスを提供する形態であり、2004 年 4 月から運用を開始している。 
例えば、電子県庁サービスとして、基本的にすべての決済業務を実施する文書管理シス

テムがある。また、電子申請システムは、155 の手続をすべて電子化するという方向で利

用が進んでいる。 
ただし、岐阜県では、住民によって電子申請等を使う手続と、使わない手続の差が様々

であることから、今後工夫すべき事項が多々あると考えている。 
 

文書管理システム文書管理システム
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図 ５－４ 岐阜県電子県庁サービスの概念図 
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２ ソウル特別市 

 「市民が満足する最高の情報都市 ｅ－Ｓｅｏｕｌ」 

ここでは、過去 10 年間のソウル市の情報環境の変化、電子政府推進成果について述べ、将

来のソウル市の電子政府ビジョンとモデルについて述べる。 

（１）ソウル市の情報化環境の変化 
ソウル市の情報化環境は、この 10 年間で大きく変化している。情報技術の発展、IT 環

境の変化等により、10 年前のモデム通信から現在では超高速通信網の構築へと変化してい

る。個別に構築されていたシステムは統合され、行政業務主体から需要者である市民中心

の行政システムへと変化した。ソウル市庁の情報化組織においても、電算関係の所管部署

を局に昇格することによって権限委譲し、外部の専門家の活用も行っている。また、韓国

全体に地方自治が進展するといった外的な変化もある。 

モデム(PC通信、DOS) 
-初期のインターネット

　(コーネット、9.6Kbps) 

行政ネットワークの構築
-インフラ構築

業務(供給者)、生産性

情報化組職
-電算担当官、電子計算所

超高速通信網

(インターネット)
- xDSL、2003年 29,220千名

電子政府の具現
-統合サービス

市民(需要者)、活用性
情報化組職
-情報化企画団、データセンター

超高速通信網

(インターネット)
- xDSL、2003年 29,220千名

電子政府の具現
-統合サービス

市民(需要者)、活用性
情報化組職
-情報化企画団、データセンター

1994 2004 

地方自治とCIO制の導入(’99年-1期、2002年-2期) 

人事管理、税務総合システム、個別ホームページの構築、OPENシステム

 

図 ５－５ ソウル市の情報化環境の変化 

このような内外の変化に対応すべく、ソウル市はシステム中心からユーザである市民中

心の情報システム、個別システムの構築から統合・連携した情報システムの構築へと基本

方針を大きく方向転換していった。 

（２）ソウル市の電子政府推進成果 
ここでは、前述の変化を踏まえ、ソウル市の電子政府推進成果について示す。主な事業

として、ソウル市情報化マスタープランの樹立､情報技術アーキテクチャ基盤の構築､イン

ターネットホームページの統合､データセンターの運営､e-ソウルネットの運営等がある。 
ア ソウル市情報化マスタープランの樹立 

ソウル市情報化マスタープランでは、情報化事業の効率的推進とソウル市民の期待に応

じるための青写真であり中長期のロードマップとして4分野別の推進課題と総数82の事業

を抽出した。82 の事業のうち、2003 年から 2006 年までに 58 事業、2005 年から 2006 年

- 93 -



 

までに 24 の事業を推進する。このマスタープランにおいて特筆すべきことは、今までの電

算化における作業は、主に研究者、外部に委託してきたが、このマスタープランはソウル

市職員の手によって策定されたことである。 
イ 情報技術アーキテクチャ基盤の構築 

情報システムの体系的な管理と重複及び過剰投資の防止のためには、電子政府事業全体

の基準が必要である。このため、標準的なアーキテクチャとフレームワークとして、情報

技術アーキテクチャ（ITA）基盤が構築された。 
これは、建築技術において基礎となる青写真のようなものである。 

 

企画者

分析家/ 
設計者

企画者

施工者

企画者

分析家/ 
設計者

企画者

施工者

 
図 ５－６ 建築概念とＩＴＡ概念の比較 

ウ インターネットホームページの統合 

ホームページの統合事業とは、今まで各部局ごとに行われてきた情報化事業を統合する

ものである。インターネットのホームページは、部署別に作られており、120 以上のサイ

トをソウル市は保有していた。また、各々のページに掲示板等がある等、ソウル市のホー

ムページは非常に複雑な構造であり、市民のアクセスに非常な不便をもたらした。この問

題を解決するために、一次結合においては、サイトを 99 に統合し、2005 年には窓口を一

本化する予定である。 
エ データセンター運営 

現状、各部署別に電算室が設置され、保有するサーバが 250 台余りもあった。分散化さ

れた電算業務を統合管理するために、ソウル市は 2004 年 2 月にデータセンターを開設し

た。データセンターの開設過程においては、各部署からの抵抗が大きかったが、強力な意

思をもって調整することによってデータセンターの実現が可能となった。 
オ ｅ－ソウルネット 

e-ソウルネットは、ソウル市独自の超高速通信網であり、地下鉄路線を利用して構築し

たものである。このため、特別な道路工事は行うことなく、地下鉄路線を利用して光ケー

ブル総延長 180km を敷設した。この e-ソウルネットの管理のために e-ソニックという管

制センターを設置している。 
e-ソウルネットには、Metro Ethernet 網と同期式光伝送網の二つのネットワーク系統が

- 94 -



 

ある。これらの二つのネットワーク間は接続されており、民間のネットワークを一部利用

することにより年間 20 億円ン程度の経費削減が可能となっている。 
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LAN 

MS 

MS 

PBX(T) 

PBX(T) 

地方行政情報網 全国行政単一網

市役所(別館) 視聴

行政自治部

Data Center 

自治区 本部 事業所

老人福祉施設

インターネットカフェー
税務運営、自動車、住民登録

電子決済、GIS、

LAN LAN LAN 

SDH 

SDH SDH 

PBX(L) 

E1 

E1 

300M 

600M 

1G 

PBX(L) PBX(L) 

同期式光電送網

Data center 

全国行政電話

10M 

市役所(別館) 

自治区(25) 

遠隔教育、情報バックアップ

インターネット
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MS 
映像会議

市役所(本館) 

 
図 ５－７ マルチメディア行政サービス 

 
（３）電子政府世界最優秀都市 

前述の取組の結果、ソウル市は、2003 年 11 月に国連と米行政学会の後援にて行われた

世界 100 大都市電子政府評価において、世界 1 位の最優秀都市に選定された。この評価は、

オンラインサービス部門、市民参加の部門、利用性の部門、情報保護、コンテンツの 5 分

野に分かれて評価が行われる。各分野の評価結果に鑑みるとソウル市民の情報の力量の高

さと強い関心が非常に貢献している。また、高度な情報技術の適用、CIO 制度の導入等の

外部専門化の活用の効果も表れていると考えられる。 
 

評
価
分
野

『オンラインサービス』部門

『市民参加』部門

『利用性』部門

『情報保護』部門

『コンテンツ』部門

1位

1位

3位

3位

4位

 
図 ５－８ 電子政府評価分析 

（４）ソウル市の電子政府ビジョンとモデル 
ソウル市では、「市民が満足する情報政府」をテーマに電子政府に取り組んでいる。ここ

でいう「市民の満足」には、二つの意味がある。一つは、市民志向的な行政サービスの提

供であり、もう一つは、最先端の情報都市の構築である。 
これらの目標を達成するための戦略を立案し、市民志向、市の能力の向上、情報通信・

インフラ自体の安定化・高度化を推進する方針である。 
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ア ソウル市の電子政府ロードマップ 

ソウル市の電子政府ロードマップは、二つに大別でき、第 1 段階では 2003 年から 2004
年にかけて統合化を行い、2005 年から 2006 年でサービスの高度化を行う予定である。 

第 2 段階においては、e-ガバメントの基礎を構築する予定である。第２段階が終了した

段階では、各部署間の境界のないオンラインサービスの実現、意思決定支援のための総合

情報システムの構築・活用、先端情報技術（GPS、LBS など）を活用した知能型都市管理

が実現されると考えている。 
 

•

1段階(統合及び連係) 
( 2003? 2004年) 

2段階(サービスの高度化) 
( 2005? 2006年) 

-情報資源の統合及び連係

-移動環境行政システムの構築

-情報通信インフラの高度化

- 情報の高度化(市民オーダーメード型) 

- 情報資源活用の極大化

- 知能化された行政を具現(i-Seoul) 

•モバイル基盤など多様なチャンネルで市民オーダーメード型サービス

•部署間/機関間の境界のない(Seamless)オンラインサービス

•意志支援(EIS)など総合情報システム構築と活用

•先端情報技術(GPS、LBSなど)を活用した知能型都市管理

•安全で信頼性の高い情報通信利用環境

•モバイル基盤など多様なチャンネルで市民オーダーメード型サービス

•部署間/機関間の境界のない(Seamless)オンラインサービス

•意志支援(EIS)など総合情報システム構築と活用

•先端情報技術(GPS、LBSなど)を活用した知能型都市管理

•安全で信頼性の高い情報通信利用環境

 
図 ５－９ ソウル市の電子政府ロードマップ 

イ ソウル市の電子政府モデル 

ソウル市の電子政府モデルが実現した場合、ソウル市民はポータルサイトにアクセスす

ることによって様々な情報を参照することが可能となり、また電子申請や届出を行うこと

も可能となる。 
また、ソウル市の職員もポータルサイトを通じて様々な業務処理を行うことが可能とな

り、結果、行政サービスの向上につながると考えられる。 
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図 ５－１０ ソウル市の電子政府モデル 

 
３ 財団法人地方自治情報センター 

 「電子自治体の推進について」 

財団法人地方自治情報センターは、地方公共団体の情報化を支援するために、1970 年代に

設立された広域法人である。現在は、電子自治体の推進のために、各地方公共団体への情報

の提供や研究開発、地方税の情報処理等を行っている。加えて、最近では、全都道府県の委

任を受けて住民基本台帳ネットワークシステムの運営や総合行政ネットワークの運営を行っ

ている。 
ここでは、財団法人地方自治情報センターが行っている「住民基本台帳ネットワークシス

テム」「総合行政ネットワーク（LGWAN）」及び「人材育成」について述べる。 
（１） 住民基本台帳ネットワークシステム  

住民基本台帳ネットワークシステムとは、住民基本台帳の情報のうち、住所、氏名、生

年月日、性別の 4 情報と 11 桁の住民票コードによって全国共通の本人確認を行うための地

方公共団体共同のシステムである。ネットワークの運営に必要な経費は都道府県と市区町

村が負担している。 
この住民基本台帳ネットワークシステムは、2002 年 8 月 5 日に第一次稼働が開始され、

行政機関への本人確認情報の提供が始まっている。さらに、2003 年 8 月 25 日に第二次稼

働が開始され、住民基本台帳カードを活用した住民票の広域交付が可能となっている。 
また、住民基本台帳カードは、希望者に対して公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証

明書等の保存用カードとして活用することが可能である。さらに、住民基本台帳カードの

空き領域は、市町村の条例で定める独自サービスとして利用することが可能である。 
以下に、「住民基本台帳カードの発行・交付手続イメージ」及び「住民基本台帳カードの
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セキュリティ機能及び内部アプリケーションイメージ」を示す。 
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図 ５－１１ 住民基本台帳カードの発行・交付手続イメージ 
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図 ５－１２ 住民基本台帳カードのセキュリティ機能 

及び内部アプリケーションイメージ 
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（２）総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ） 
総合行政ネットワーク（LGWAN）は、全都道府県と市区町村を相互に接続する行政専

用のネットワークである。 
LGWAN の今後の予定として、現在の「必要最低限のサービスを提供できる基盤」から

2006 年度以降を見据えた「快適な利用・より効率的な運用の実現」へ向け、2004 年度に

おいては、LGWAN のあり方についての調査研究事業を実施している。 
以下に、「LGWAN のサービス」及び「LGWAN の構成」を示す。 

 

( ( ASP : Application Service Provider )ASP : Application Service Provider )

地方公共団体サービスＡASPの提供するサービス
（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ） 地方公共団体サービスＢ

基本サービス
（ＬＧＷＡＮの提供する
サービス）

電子文書交換

文書の送信、交換
、受信

情報掲示版

コンテンツに応じ
た掲示板サービス

アプリケーション基盤 認証基盤 ディレクトリ基盤 公証基盤 ＸＭＬ電文交換基盤

基本プロトコル群

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

ＤＮＳ

名前の解決

ＨＴＴＰＳ
Ｗｅｂデータ送受

ＳＭＴＰ
メール配送

ＮＴＰ
時刻同期

電子メール

電子メールの
中継サービス

 
図 ５－１３ ＬＧＷＡＮのサービス 

国と地方の行政機関を相互に接続

（迅速な文書交換や法令・統計等の

情報共有

２４時間、
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都道府県
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庁内ＬＡＮ

インターネットを利用した住民サービスの提供

地方公共団体
（都道府県、市町村）

ＬＧＷＡＮサービス提供設備

ASP
アプリケーション提供者

受付

電子申請　電子届出

電子調達　情報提供等

地方公共団体組織認証基盤

（LGPKI)

公的個人認証サービス

（個人PKI)

ＬＧＷＡＮ-ASP接続設備

盗聴・改ざん・
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止

専用回線を利用したセキュ
アなネットワーク

 

図 ５－１４ ＬＧＷＡＮの構成 

（３）人材育成について 
電子自治体を推進する際に、最も重要な事項の一つとして人材育成が挙げられる。地方

自治情報センターでは、人材育成のために、「高度情報セキュリティ研修」及び「e-ラーニ
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ングによる情報セキュリティ研修」を実施している。高度情報セキュリティ研修において

は、すべての研修を修了した職員に対し、優良修了証が授与されることとなっている。ま

た、2004 年度は、全国で 9500 人の地方公共団体の職員が「e-ラーニングによる情報セキュ

リティ研修」に参加する予定となっている。 
以下に、「e-ラーニングによる情報セキュリティ研修」の研修イメージ図を示す。 

 

 

図 ５－１５ ｅ－ラーニングによる情報セキュリティ研修のイメージ図 

４ 財団法人自治体衛星通信機構 

 「公的個人認証サービスの現状」 

財団法人自治体衛星通信機構は、総務大臣から電子署名に係る地方公共団体の認証業務に

関する法律に基づく指定認証機関に指定されており、指定認証機関の業務を行う公的個人認

証サービスセンターを設置している。 
この公的個人認証サービスは、地方の電子事務だけでなく、国に対する申請等にも使用す

ることが可能であるため、電子政府全般の共通基盤になっている。 
なお、公的個人認証サービスでは、従来地方公共団体が住民票の発行等を行っていたこと、

かつ地方公共団体が住民基本台帳を保有していたことから、認証局を 47 都道府県が共同で設

置する仕組みとなっている。 
次頁に、「公的個人認証サービスを利用したオンラインによる申請・届出等のイメージ」を

示す。 

- 100 -



 

・パスポート申請

…

クリック

【パスポート申請様式】

○　氏名

○　住所

…

記入

○　氏名　総務太郎　　
○　住所　××市……

【パスポート申請様式】

電子署名電子署名

１，自宅等のパソコンで行政
機関等のホームページを開く

北海道申請・届出用

北海道財政の状況
北海道観光案内　
申請・届出用

…

２，利用しようとする申請・届出
等のページを選択し、該当箇所
をクリック

３，様式に記入 ４，利用者の秘密鍵が格納され
たＩＣカードをパソコンに接続され
たリーダライタにセットし、秘密
鍵を使用するためのパスワード
を入力する

ＩＣカードＩＣカード

５，電子署名の該当
箇所をクリック

北海道ホームページ

クリック

文書

①電子署名を施すべき
文書（デジタル情報）が
　ＩＣカード内に取り込ま
れる

②ＩＣカード内で電子署
名の処理（暗号化）が
行われる

③電子署名が付された
情報がパソコン内に取
り込まれる

情報

電子署名はＩＣカード内で行われ、パソコン
内に秘密鍵のデータが移ることはない。

【電子署名の方法】

 
図 ５－１６ 公的個人認証サービスを利用したオンラインによる申請・届出等のイメージ（１） 

 

申請書申請書

電子証明書電子証明書

電子署名電子署名

北海道庁

７，行政機関等のサーバー
が受信

送信送信

６，送信の該当箇所を
クリック

○　氏名　総務太郎　　
○　住所　××市……

【パスポート申請様式】

クリック

申請書 電子署名 電子証明書

○　氏名　総務太郎　　
○　住所　××市……

１Ｅ４８９ＢＤＦ３７
ＣＦ２８０１ＡＤ４９
…………………
…………………
……………

○　氏名　総務太郎　　
○　生年月日　・・・
○　性別　男
○　住所　××市…
○　発行年月日　・・・
○　有効期間の満了日　・・・
○　発行者　北海道知事

○　公開鍵　 ８９ＢＤＣ１０５…… 　　　　
　　　　　　

全体が暗号化され、行政機関等に送信

■　電子証明書の公開鍵で電子署名を復号し、申請書と照合（自動的に実行）

■　電子証明書の氏名等と申請書の氏名等を照合

■　電子証明書の有効性を確認

 
図 ５－１７ 公的個人認証サービスを利用したオンラインによる申請・届出等のイメージ（２） 

 
住民は、インターネットで都道府県等へ公的申請を行う場合、IC カードをパソコンに接続

する。この際に「IC リーダライタ」が必要となることが本サービスの現状の課題となってい

る。 
住民本人は、実際に申請部に電子署名を付するとともに、電子証明書を各都道府県知事の
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鍵をかけて添付する。これは、本人性確認を行うこととなり、なりすましや改ざん等を防止

している。 
一方、公的申請を受けた都道府県等の公的機関は、送付された電子証明書の有効性確認を

住基ネットの活用により実施する。 
この際に、47 都道府県の各々が上記の仕組みを有する同様のシステムを保有することは非

効率であることから、現在、財団法人自治体衛星通信機構において、47 都道府県から委任を

受けてこのサービスを一括して実施している。2004 年にサービスを開始し、2004 年 10 月末

現在、１枚 500 円ではあるものの、約 5 万 4000 枚の電子証明書を発行している。 
 

５ 自治情報化組合 

 「地方財政ＢＰＲ／ＩＳＰ事業の推進事例」 

ここでは、自治情報化組合が推進している地方財政 BPR/ISP 事業の推進事例について示す。

具体的には、地方財政情報化事業概要、地方財政情報化 BPR/ISP の樹立、標準地方財政情報

システムの目標モデル、4 大核心推進課題の概要、改善前後の比較について述べる。 

（１） 地方財政情報化事業概要 
地方財政の環境においては、政策の変化、財政パラダイムの変化、地方財政利害関係者

の特性、地方財政関連の海外動向及び地方財政情報化の特性が挙げられる。 
この自治情報化組合が推進している地方財政情報化事業では、250 の地方公共団体と関

連中央機関の財政業務全般及び税制全般の連携、対市民支援業務等を対象に BPR/ISP 業務

を遂行している。 
 

２５０個全ての地方自治団体２５０個全ての地方自治団体地方自治団体地方自治団体

関連中央機関関連中央機関
監査院, 企画予算処, 財政経済部, 教育人的支援部, 情
報通信部,  政府革新·地方分権委員会　等
監査院, 企画予算処, 財政経済部, 教育人的支援部, 情
報通信部,  政府革新·地方分権委員会　等

対象機関

対象業務

支　援　領　域支　援　領　域

財政部門内の有機的な情報流通

他情報システムとの情報交換

財政意思決定支援

対住民情報公開

監査支援等

財政部門内の有機的な情報流通

他情報システムとの情報交換

財政意思決定支援

対住民情報公開

監査支援等

業　務　領　域業　務　領　域

財

政

全

般

業

務

財

政

全

般

業

務

税

政

全

般

連

係

税

政

全

般

連

係

 
図 ５－１８ 地方財政情報化事業の対象機関と対象業務 

 
地方財政情報化事業の推進背景には、世界化・分権化時代に対応した地方財政制度の革

新、業務の標準化、合理的な情報管理体系の確立を通じて、地方財政運営の生産性と国家

競争力の強化の必要性が高まったことが挙げられる。このため、総合的かつ体系的な推進
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体系に基づいて会計制度を革新し、統合財政管理基盤の構築、地方分権化政策に適合した

地方財政情報化を実現する必要がある。 
 

発生主義 • 複式簿記会計適用等の地方財政革新

業務 •組織、 法 •制度等の業務再設計及び標準化

発生主義 • 複式簿記会計適用等の地方財政革新

業務 •組織、 法 •制度等の業務再設計及び標準化

先進財政制度反映

及び業務革新

地方財政業務全過程の情報化が不十分

水平的 • 垂直的情報共有及びシステム連係の不足

地方財政業務全過程の情報化が不十分

水平的 • 垂直的情報共有及びシステム連係の不足

総合的情報化計画に

よる体系的推進

汎国家的次元の統合財政管理基盤の構築

予算及び会計科目、会計基準等の連係

汎国家的次元の統合財政管理基盤の構築

予算及び会計科目、会計基準等の連係

地方と国家間

統合財政の基盤構築

地方
財政

運営
の

生産
性及
び

国家
競争
力

の強
化

地方
財政

運営
の

生産
性及
び

国家
競争
力

の強
化

 
図 ５－１９ 推進背景 

 
（２）地方財政情報化ＢＰＲ／ＩＳＰ樹立 

地方財政情報化 BPR/ISP の樹立の主な目的は、改革課題適用のための業務戦略計画樹立、

業務手順改善のための業務再設計及び標準化、総合的な情報化のための情報化戦略計画樹

立等、3 大課題を推進することにある。 
 

業務戦略計画樹立業務戦略計画樹立 情報化戦略計画樹立情報化戦略計画樹立業務再設計及び標準化業務再設計及び標準化

標準地方財政業務体系

設計

法 ・ 制度 制 ・改定(案)

帳簿/書式/コード等の 標

準化

標準地方財政情報シス

テム構造設計

統合・ 連係方案樹立

統合履行計画樹立

革新課題及びビジョンの

導出

地方財政統合情報管理

フレームワーク設計

財政意思決定支援体系

樹立

 
図 ５－２０ 遂行課題 

 
また、情報化のビジョンは、地域財政の効率化・健全化・透明性を先導する地方財政情

報化を実現することである。 
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情報化
ビジョン
情報化
ビジョン

地方財政の効率化・健全化・透明化を先導する

地方財政情報化の実現

地方財政の効率化・健全化・透明化を先導する

地方財政情報化の実現

情報化推進戦力情報化推進戦力情報化推進目標情報化推進目標

意思決定支援

極大化

意思決定支援

極大化

会計の透明化支援会計の透明化支援

財務管理能力支援
極大化

財務管理能力支援
極大化

効率的な業務遂行を支援する情報化効率的な業務遂行を支援する情報化

多様な情報共有を可能とする情報化多様な情報共有を可能とする情報化

住民の財政参与を支援する情報化住民の財政参与を支援する情報化

正確で迅速な意思決定を支援する情報化正確で迅速な意思決定を支援する情報化

信頼性のある財政情報を提供する情報化信頼性のある財政情報を提供する情報化

 
図 ５－２１ 情報化ビジョン 

（３）標準地方財政情報システムの目標モデル 
ここでは、標準地方財政情報システムのアプリケーション構造について述べる。標準地

方財政情報システムのモデルでは、自治体内に一般会計、特別会計、基金、その他の特別

会計を含めた財政情報システムを構築し、統計分析用の財政統合決算システム、意思決定

支援システム、電子資金管理システム等と連携している。自治体間の水平的な連携ととも

に、自治体と中央との縦の連携も可能となるよう設計されている。 
また対市民サービスにおいては、財政業務支援システムを構築し、ポータルサービスを

通じたサイバー教育、電子決済、知識管理等の業務を行っている。国民の知る権利を満た

すため、対市民公開サービスを提供している。 
 

標準地方財政情報システム標準地方財政情報システム

団体

市民

政策決定権者

地方公務員

中央公務員

財政業務支援システム

連
係
シ
ス
テ
ム

連
係
シ
ス
テ
ム

行政自治部

自治団体

財政情報システム(一般会計、公企業、基金、他特別会計)財政情報システム(一般会計、公企業、基金、他特別会計)

財政統合決算
システム

財政統合決算
システム

• 予算決算
• 財務決算
• 成果決算
• 統合財政統計

財政情報システム財政情報システム

意思決定支援
システム

意思決定支援
システム

• 指標分析

• 総合診断

• 危険予測

• 交付税管理

• 補助金管理

財政統合決算システム財政統合決算システム

• 予算決算

• 財務決算

• 統合財政統計

意思決定支援システム意思決定支援システム

• 指標分析

• 総合診断

中央

自治団体

• 監査院

• 財政経済部

• 企画予算処

• 国税庁

• 金融決済院

• 行政自治部

• 調達庁

• 行政総合

• 電子決済

• 給与管理

• 自治団体HP
• 出納機関銀行

財政ポータル
サービス

財政ポータル
サービス

対市民公開サー
ビス

対市民公開サー
ビス

• サイバー教
育

• 電子決済

• 知識管理

• 財政公開

• 参与予算支援

共通支援サービ
ス

共通支援サービ
ス

• SSO

• 個人化

• 統合検索

• コミュニティ

• 掲示板

電子資金管理
システム

電子資金管理
システム

• EBPP
• EFT

原因行為
要請内訳

中期財政計画

投融資審査

予算編成

予算管理

会計院長

資金管理

収入管理

支出管理

債務管理

債権管理

共有財産物品管理

地方税 税外収入 依存財源

契約管理

地方債

徴収計画

決議内容

債権評価内訳

債務評価内訳

支出決議内訳

資産運用内訳

成
果
管
理

 
図 ５－２２ 目標モデル 
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（４）４大核心推進課題概要 
この事業における効果の導出過程では、財政の方向性、革新性、効率性の観点から、BSP

の策定を通じて 11 大改革課題、BPR の革新を通じて 24 大革新課題、BPR の標準化を通

じて 30 の効率化課題、ISP を通じて 10 大情報化課題を抽出し、最終的に 4 大革新推進課

題に集約した。4 大核心推進課題は、例えば事業別予算制度の導入、財務管理能力の強化、

情報化水準の向上がある。また、韓国では、複式簿記がすべての地方自治体に導入されて

ないため、2005 年 7 月からは、複式簿記を導入する計画を立案している。 
 

財政の方向財政の方向BSP : 11大改革課題

革新: 24大核心課題

標準化 : 30大効率化課題
ＩＳＰ : 10大情報化課題

??????? ??

財政の革新財政の革新

財政の効率化財政の効率化

事業別

予算制度導入

事業別

予算制度導入

• 多次元分析体系定義
• 分析 診断 予測 指標の拡大 検証方案

• 財政分析の効率性を高める　

• 意思決定支援体系の強化

• 多次元分析体系定義
• 分析 診断 予測 指標の拡大 検証方案

• 財政分析の効率性を高める　

• 意思決定支援体系の強化

?? ?? ?? ?? ??改革及び改善課題と範疇改革及び改善課題と範疇改革及び改善課題と範疇改革及び改善課題と範疇 44大核心推進課題大核心推進課題44大核心推進課題大核心推進課題

• 収入管理業務改善

• 支出情報管理効率化

• 資金割当業務効率化

• 契約業務電算化

• 収入管理業務改善

• 支出情報管理効率化

• 資金割当業務効率化

• 契約業務電算化

• 複式簿記・発生主義会計導入

• 標準取引類型に対する自動仕分適用方案

• 統合財政統計

• 統合財務報告書作成方案

• 複式簿記・発生主義会計導入

• 標準取引類型に対する自動仕分適用方案

• 統合財政統計

• 統合財務報告書作成方案

• 事業別予算体系

• 成果管理

• 原価管理

• 財政公開及び参与予算

• 事業別予算体系

• 成果管理

• 原価管理

• 財政公開及び参与予算

発生主義?

複式簿記

会計導入

発生主義?

複式簿記

会計導入

財務管理

能力強化

財務管理

能力強化

情報化水準

向上

情報化水準

向上

 
図 ５－２３ ４大核心推進課題 

（５） 改善前後比較 
最後に、改善前後の比較について示す。現在韓国の地方公共団体では、単式簿記による

事業予算体系によって予算が設けられている。今後は、品目別に課題を抽出することによっ

て、成果主義に基づいた財務管理能力を作る予定である。 
また、資金業務の改善と資金管理官を新設することによって、効果的な資金管理を行う

予定である。改善後には、業務改善を効果的に行えることが期待されている。 
 

第２節 公共サービス・住民参加の促進 

ここでは、以下の団体における先進事例について述べる。 

１．行政自治部 
「G4C の現在と未来～国民にとってさらに身近で開かれた政府へ～」 

２．江南区 
「江南 e-Democracy～ギリシャアテネの直接民主主義のインターネットによる実現～」 

３．富川市 
「インターネットを利用した普遍的な地域情報サービスの実現」 

４．横須賀市 
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「電子自治体と公共サービス、住民参加 横須賀市の推進事例」 
５．三鷹市 

「情報都市みたかをめざして」 
 

１ 行政自治部 

 「Ｇ４Ｃの現在と未来 ～国民にとってさらに身近で開かれた政府へ～」 

ここでは、韓国における電子政府による行政サービスの状況として、G4C システムのビジョ

ン・目標、推進方向及び戦略、推進経過、主なサービスの状況、今後の推進方向及び期待効

果について述べる。 
（１） Ｇ４Ｃシステムのビジョン・目標 

G4C システムは、国民に対するサービスの革新、行政の革新、情報資源管理の革新によ

り世界最高レベルの電子政府を実現するための窓口といえる。このシステムは電子政府の

代表的なポータルサイトとして、個別に構築された電子行政手続の窓口、ウェブサイトを

統合し、各種の行政処理システムを基盤に、行政情報の共同利用を推進するものである。 
このシステムにより、国民はインターネット、携帯電話、PDA、デジタルテレビ等によ

り、入手したい情報を容易にアクセスすることが可能となる。 

世界最高水準の電子政府を世界最高水準の電子政府を先導先導するするG4C G4C 

G4CシステムG4Cシステム

行行
政政
情情
報報
共共
同同
利利
用用

電子政府代表ポータル電子政府代表ポータル

統合電子行政手続窓口統合電子行政手続窓口

行政手続処理基盤システム行政手続処理基盤システム

行政手続案内
支援システム

オンライン行政
手続

発給支援
システム

電子書式
支援システム

本人確認
支援システム

電子支払い
支援システム

モバイル
支援システム

統合認証
(SSO) 

システム

インター
ネット

携帯電話
PDA 

携帯電話
PDA 

デジタル
TV 

個別電子行政手続窓口…

個別電子行政手続窓口

個別ウェブサイト

個別ウェブサイト

…国民

対国民サービスの革新 行政の革新 情報資源管理の革新

 

図 ５－２４ Ｇ４Ｃシステムのビジョンと目標 

（２）Ｇ４Ｃシステムの推進方向及び戦略 
G4Cの高度化プロジェクトの目的には、対国民サービスの革新と政府の業務革新がある。

対国民サービスの革新としては、インターネットサービスの対象を行政サービス全体の

80％にまで拡大する。政府の業務革新としては、共同利用の対象となる行政情報を拡大し、

行政手続に必要な書類の削減を図る。また、行政情報の共同利用の対象機関を拡大する。 
さらに、行政手続処理に関する共同基盤システムを構築することにより、情報資源のよ

り効率的な管理が実現され、省庁間の垣根がないオンラインサービスの提供が可能になる
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と考えられている。 

革新を促進するG4C高度化

対国民サービスの革新対国民サービスの革新対国民サービスの革新対国民サービスの革新

政府の働く方式革新政府の働く方式革新政府の働く方式革新政府の働く方式革新

行政手続処理基盤システム行政手続処理基盤システム行政手続処理基盤システム行政手続処理基盤システム

- インターネットサービス対象行政手続を全体行政手続処理

量の80%まで拡大

- 共同利用対象行政情報の拡大で行政手続書類の画期的減縮

- 行政情報共同利用対象機関を公共機関まで拡大

- 行政手続発給、行政手続書式、電子決済などの共通基盤シス

テム(Shared Service)の構築・活用で政府情報資源の効率的

管理

情報資源管理体系を取り入れたG4C高度化

UN電子政府発展の5段階進入

-省庁間/機関間の境界のないオンラインサービスの提供-

 
図 ５－２５ Ｇ４Ｃシステムの推進方向及び戦略 

（３）推進経過 
現在、韓国は、国連の電子政府発展段階における第 4 段階にあるといわれている。今後

は、これらの取組を推進することにより、第 5 段階へ進むものと考えられている。 
この G4C システムは、2002 年 12 月にサービスを開始し、2004 年 4 月からは、主な行

政サービス 8 種に関して、インターネットを介した発給サービスを提供している。現在、

G4C の拡大を目的に、BPR・ISP 事業を完了し、更なる高度化のためのシステム構築が推

進されている。 

（４）主なサービス状況 
ア 行政情報共同利用サービス 

行政情報共同利用サービスでは、680 種にわたる行政手続書類の削減を目的に、情報の

共同利用が行われている。行政部や国税庁との情報の共有化により、住民・不動産・自動

車・企業・税金等の分野における 20 種類の情報が連携されている。 

◇行政手続事務処理のための共同利用(具備書類減縮) 

-対象行政手続: 680種

◇一般行政業務処理のための共同利用

-契約、会計、地方税賦課など

行政情報の共同利用(公務員) 行政情報の共同利用(公務員) 

◇対象情報:住民、不動産、自動車、企業、税金分野の20情報

◇情報提供機関:行政自治部、建教部、国税庁、最高裁判所

◇行政手続事務処理のための共同利用(具備書類減縮) 

-対象行政手続: 680種

◇一般行政業務処理のための共同利用

-契約、会計、地方税賦課など

行政情報の共同利用(公務員) 行政情報の共同利用(公務員) 

◇対象情報:住民、不動産、自動車、企業、税金分野の20情報

◇情報提供機関:行政自治部、建教部、国税庁、最高裁判所

 
図 ５－２６ 行政情報共同利用サービス 
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イ 電子政府インフラサービス 

電子政府インフラサービスでは、電子決済等のための認証基盤の構築や情報流出防止シ

ステム等の構築を行っている。また、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークシス

テムに対する障害処理、メンテナンス管理を効率的に行うための運営体系を確立している。 

◇電子認証、電子決済など運営基盤の構築

-電子的行政手続処理のための電子書式の開発及び電子的決済

体系の用意

-電子的に流通する情報のセキュリティーのための公開鍵認証

基盤の構築

-システムセキュリティー、侵入探知、ハッキング及び情報流

出防止システムの構築

- H/W、S/W 、N/Wシステムの障害処理及び維持補修管理のため

の運営体系の確立

電子政府インフラサービス電子政府インフラサービス
◇電子認証、電子決済など運営基盤の構築

-電子的行政手続処理のための電子書式の開発及び電子的決済

体系の用意

-電子的に流通する情報のセキュリティーのための公開鍵認証

基盤の構築

-システムセキュリティー、侵入探知、ハッキング及び情報流

出防止システムの構築

- H/W、S/W 、N/Wシステムの障害処理及び維持補修管理のため

の運営体系の確立

電子政府インフラサービス電子政府インフラサービス

 
図 ５－２７ 電子政府インフラサービス 

（５） 今後の推進方向－未来の姿－ 
G4C システムは、行政情報の共同利用により、各々の分野別（例えば経済、外交、教育、

福祉等）に代表ポータルと接続し、各行政機関で運営している様々なシステムとの連携に

より、統合的な行政サービスの単一窓口を実現している。 
韓国政府は、国連の電子政府の指数において第 4 段階にあるが、今後、高度化事業を通

じて、全政府的なプロセスの統合、複数チャンネルによるサービス提供を実現し、第 5 段

階に入ることを目標としている 
 

経済ポータル

情報提供機関

情報利用機関

外交ポータル

調逹ポータル

教育ポータル

福祉ポータル

現在G4C : 4段階

-オンライン発給

-電子納付

未来のG4C : 5段階へ跳躍

-汎政府的プロセス統合

-多様なチャンネルサービス提供

-国家保有情報の共同利用

-共通基盤システムの具現に伴う

Shared Service実現

<電子政府単一窓口> 

統合電子
行政手続窓口

代表
ポータル

[行政機関、

公共機関 、

民間機関] 

国税庁

HTS 

情報通信部

電子行政手続

4大保険 NEIS 市郡区

e-行政手続

行政情報
共同利用

G4C 

UN電子政府の発展5段階UN電子政府の発展5段階

※UNの電子政府の発展5段階注1)

・5段階(統合処理) :該当国無し

・4段階(電子取引) :アメリカ、シンガポール、

　　　　　　　　　 イギリス、韓国

・3段階(相互作用) :マレーシア、ペルー

・2段階(発展) :中国、インド

・1段階(着手) :タイ、セネガル

株1) UN, Benchmarking e-Government, 2002.6  
図 ５－２８ 今後の推進方向－未来の姿－ 

- 108 -



 

（６）今後の推進方向－細部推進方向－ 
現在、G4C 事業は、高度化事業を進める予定である。具体的に、2004 年までに BPR・

ISP 事業を終了し、法律・制度の整備が進められる。2005 年からはシステムの構築段階に

入り、住民サービスに対する単一窓口､運用基盤の強化等､各分野別の拡大事業を推進する。 
これにより、今後は、各種届出・申請が電子政府だけでなく、情報の共同利用を拡大さ

せることで、G4C が名実ともに韓国における情報基盤として構築されることが可能となる

と期待されている。 

 
（７）期待効果 

G4C システムの推進における期待効果として、第 1 段階は、累計別のオンラインサービ

スの拡大により、行政手続の便宜と満足度の向上を考えている。第 2 段階では、住民の便

宜を図り、対住民サービスの拡大を行う。第 3 段階ではこれらのサービスの定着を期待し

ている。 
また、定量的な効果においては、約 3 兆 5000 億ウォンの効果があると算出されている。 
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電子政府

Roadmap 

• BPR/ISP推進

•共通基盤の構築

•法、制度整備

•システム構築

•プロセス改善

•サービス改善

•システム統合

•プロセス革新

•サービス革新

•統合サービス

•政府革新

•推進性と評価

1段階(2005) 1段階(2005) 2段階(2006) 2段階(2006) 3段階(2007) 3段階(2007) 現在現在

• 住民登録、土地、戸籍など全20

種類の行政情報の共同利用

• 電子認証/電子書式/電子決済な

どの電子政府サービスインフラ

の構築

• 500種類余りの行政手続申し込み

• 30種類閲覧/15種類発給

• 複合行政手続事務を一括処理す

ることができる基盤を用意

• 800種類余りの類行政手続申し

込み

• 40種類閲覧/発給

• 行政手続Set模範サービスの実

施

• 1,000種類余りの行政手続申し

込み

• 50種類閲覧/発給

• 行政手続Setサービスの拡大

• 4,400種類余りの行政手続案内

• 400種類余りの行政手続申し込

み

• 19種類閲覧, 8種類発給

行政手続業務

再設計

情報

共同利用

拡大

運営基盤

強化

• 26種類の行政情報の共同利用

• データレベルサービス構築

• PIA遂行

• 電子認証/書式/決済システムの改

善

• ウェブサービスなど連係基盤の構

築及びSSOの具現

• 34種類の行政情報の共同利用

• 共同利用機関を公共機関に拡大

• 39種類の行政情報の共同利用

• 自己情報統制サービスの実施

• G4Cを通じて統合サービスの提

供基盤の完成

• 情報サービス提供

• お気に入りサービス

• 世論収斂サービス
単一窓口

再設計

• 統合電子行政手続の窓口構築基盤

の強化

• 代表ポータルサービスの基盤強化

• M-Government示範サービス

• 個別の電子行政手続窓口との連

係

• 分野別の専門ポータルとの連係

• T-Government模範サービス

• G4C運営機能の高度化

• 情報セキュリティー機能の高度化

 

図 ５－２９ 今後の推進方向－細部推進方向－ 



 

定性的効果定性的効果 定量的効果定量的効果

• 類型別オンラインサービスの拡大による行政手続の便宜及び満足度の向上

• 共同利用対象情報の拡大による行政手続の便宜増加及び一般事務への拡張を

通じて公務員の業務効率性の向上

• G4Cシステム運営基盤を強化して安定的なリンクサービスを提供することで使用

者の便宜性及び信頼性の向上

• 統合電子行政手続窓口の構築を通じて行政手続の便宜向上及び代表ポータル

の地位定立を通じて情報利用満足度の向上

• オンライン行政手続サービスの追加及び行政手続Setの一括処理サービスの拡大

に伴う行政手続の便宜及び公務員業務の効率性の極大化

• G4Cシステムの管理基盤によるセキュリティー及び運営体系を強化することに

よってより安定的なサービスを提供

• 共同利用対象情報の公共機関行政手続事務処理の拡大に伴う利用者の便宜増加

及び公務員の業務効率性の向上

• 個人の趣向に合った情報サービスの提供を通じて利用率の向上

• オンライン行政手続サービスの定着に伴って行政手続の便宜及び公務員の業

務効率性の極大化

• 共同利用対象情報の公共機関の一般事務処理の拡大による利用者の便宜増加

及び公務員の業務効率性の向上

• G4Cシステムの基盤拡充を完了することで公務員の業務効率性を極大化して対

国民サービスの質的向上を図る

• サービス提供の高度化、Televisionなどのチャンネル多様化を通じて情報利

用の便宜性の増加

2
段
階

3
段
階

1
段
階

2
段
階

3
段
階

1
段
階

■総10,075億ウォン

• 行政手続業務の再設計

• 単一窓口の再設計

• 行政情報の共同利用拡大

■総9,476億ウォン

• 行政手続業務の再設計

• 単一窓口の再設計

• 行政情報の共同利用拡大

• 運営基盤の強化

■総15,801億ウォン

• 行政手続業務の再設計

• 単一窓口の再設計

• 行政情報の共同利用拡大

• 運営基盤の強化

　　8,168億

　8,304億

　14,812億

1,213億

504億

694億

484億

775億

195億

184億

19億

総
34,632億

総
34,632億

 
図 ５－３０ 期待効果 

２ 江南区 

 「江南ｅ－Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ ～ギリシャアテネの直接民主主義のインターネットによる

実現～」 

ここでは、江南区の現状、電子政府の発展過程、江南区が目指す情報化モデルについて述

べ、江南区ｅ-デモクラシー政策について述べる。 
（１） 江南区の現状 

江南区は、1970 年代の都市計画によって整備されたソウル市にある 25 区のうちの一つ

である。ソウル市の東南部に位置し、経済・金融・文化・教育の中心地である。テヘラン

バレーには、韓国の大手企業が本社を構え、IT ベンチャー企業も集中しており、韓国の代

表的な都市の一つである。江南区の職員数は 1390 人、人口は 52 万 9000 人である。１年

の予算は 3628 億ウォンであり、そのうち情報化予算は 60 億ウォンである。 
（２）江南区の電子政府の発展過程 

江南区の電子政府は、1995 年が情報化元年であり、情報インフラを構築した時期である。

1999 年には、電子決済システムを導入し、現在では、100％電子決済が可能となり、ペー

パーレス・オフィスを実現した。2002 年には、インターネットによる書類発給システムを

開発し、住民が自分のパソコンやプリンタを利用して自宅や職場で行政書類を申請し、発

給が可能となった。これは、世界初のお茶の間行政サービスである。 
また、2003 年にはウェブサービスに基づいた江南情報化事業が完了し、2004 年はユビ

キタス時代を迎え、このユビキタスと行政を結びつけるための第 2 次情報化戦略計画を立

案した。これにより、携帯電話、PDA、音声認識 ARS（Audio Response System）等のあ

らゆる情報機器や、パソコン、プリンタ、ｅ-メールといった方法によって、住民が行政書

類の発給を受けることが可能なシステムを開発し、2004 年 12 月から住民にサービスが提

供する計画を立案した。 
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95 97 98 99 00 

情報化事業推進元年、情報化インフラの構築

電算情報課新設(1課3チーム14人) 

電子決済システムの構築、1人1ネットワークの構築

SMART江南事業推進(61の情報化事業に着手) 

01 02 03 04 

江南総合情報化事業2段階推進完了

江南総合情報化事業1段階推進完了
インターネット行政書類発給-世界初のお茶の間行政手続の実施

1次江南情報化戦略計画の樹立(STARプロジェクト) 
e-江南オーダーメード型ポータルサイトの構築

2次江南情報化戦略計画の樹立
江南 U-行政書類発給システムの開発

Mid 1990 and beyond  

小・中学校に地域情報化教室の開設

 
図 ５－３１ 江南区の電子政府の発展過程 

（３）情報化モデル 
江南区が目指す情報モデルは、インターネットや KIOSK を通じた 24 時間行政サービス

である。江南ポータルや各地のウェブサイトにより、住民に様々な情報を提供し、住民の

情報化ニーズを満足させるためのものである。また、この情報化モデルは、行政業務の電

算化、システム連携による業務効率の最適化、インターネットによる住民への情報提供を

実現することによって、民主性・透明性を確保することが目標である。 
 

インターネットサービスシステム

行政書類処理システム

情報提供サービス機関間連係システム

機関統合行政手続処理

業務連係

江南総合情報システム

行政情報化

都市(基盤)情報化

情報共有、提供 産業/生活情報化
<G2G> 

<G2C> <G2C> 

行政手続の水準向上

(インターネット、Kioskを通じて24時間
行政手続案内処理) 

住民の情報化欲求の充足

(多様な生活情報サービス提供) 

(部署別電算情報共有及び自動化) 

行政能率極大化

(インターネットを通じて行政公開及び対市民業務処理)

きれいでクリーンな行政遂行

Cyber区役所、Smart江南Cyber区役所、Smart江南

 
図 ５－３２ 江南区の情報化モデル 

（４）江南区ｅ－デモクラシー 
江南区では、すべての区民に影響を及ぼす事項は、すべての人の参加により決定する直

接民主主義の考えを導入し、区民に影響を与える事項は区民が直接参加して決定すること
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を原則として掲げている。この江南区 e-デモクラシー政策の運営方法には、インターネッ

トのアンケート調査システムと、政策ディベート・ルームがある。 
例えば、アンケート調査システムの主な事例としては、江南区に防犯用に設置された 270

台の防犯カメラがある。この防犯カメラを設置する際には、プライバシーの問題から設置

するか否かで議論が分かれたが、監視テレビの設置について、ｅ-メールによる投票を行っ

たところ、全体の 82％の住民からプライバシーよりも住民の財産・生命の方がより重要で

あるとの結果が得られたため、防犯カメラを設置することが決定された。 
また、日本と同様に、韓国では教育問題、特に塾や課外活動に対する住民の関心が高い。

江南地域の住宅費が高い理由しては、教育水準が高いことが挙げられる。しかし、江南区

の住宅にも限りがある。そこで、ここでは、江南区の学生だけでなく、全国の学生も対象

に、インターネットによる塾の設置を現在申請している。この際にも、アンケート調査を

行った。 
 

３ 富川市 

 「インターネットを利用した普遍的な地域情報サービスの実現」 

ここでは、富川市の概要、電子化ビジョン、地方情報サービスの提供状況及び有線・無線

ポータルシステムの導入計画について述べる。 

（１）富川市の概要 
富川市は、1973 年に人口 6 万人の都市として市に昇格した。現在では、人口は 85 万人

まで発展している。また、仁川国際空港があり、ソウル市をはじめとする全国の都市をつ

なぐ交通の要衝地でもある。世界的レベルの映画・漫画の文化、博物館を保有しており、

漫画産業クラスター、金型・照明の集積団地がある産業都市である。 
富川市では、こういった市の特徴を最大限に発揮し住みやすい都市「文化で発展し経済

で飛躍する富川」を実現するために、85 万人の住民とともに日々努力を重ねているところ

である。 

（２）富川市情報化ビジョン 
富川市では、「文化で発展し経済で飛躍する富川」を達成することを目標に、知識情報化

基盤の構築、情報格差のないインターネット環境の構築、電子市政を実現のための行政サー

ビスの画期的な是正、住民の地域に対するアイデンティティを確立するための情報共同体

の構築を推進している。これらの推進により、「市民と共にあるデジタル都市モバイル富川

の実現」を目指している。 
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?? 知識情報化の基盤整備知識情報化の基盤整備

• 情報活用能力極大化

•格差のないインターネット
アクセス環境整備

?? 電子市政実現電子市政実現

• 行政サービスの画期的改善

• 行政情報統合/活用により効率的　
　な電子市政具現

? 情報共同体具現

• 生活·文化の情報化

•地域社会ネットワーク構築

先端情報都市 効率的な電子市政
　市民と共にある　
　デジタル都市　　
ｍ－富川の実現

 

図 ５－３３ 富川市情報化ビジョン 

（３）地域情報サービスの提供状況 
ここでは、富川市における住民の地域情報サービスの推進状況について述べる。具体的

には、女性向けサイトの「女性万歳」、青少年向けサイトの「ディンガディン」、福祉関連

の「ナヌムト（分かち合いの場）」、5 大文化産業の情報を包括的に提供する「５大文化ポー

タル」、中小企業の情報を提供する「ピーチ 21」、アパートの情報を提供する「サイバーア

パート」について概要を述べる。 
ア 女性万歳 

「女性万歳」とは、富川地域にある 10 の女性団体が連合して、女性の権益保護や生活の

質の向上、福祉の増進等のために、就職や創業活動の相談等を掲載するサイトである。こ

のサイトは、1 日約 2000 人が利用している。 

““女性の権益保護、福祉増進、生活の質　向上女性の権益保護、福祉増進、生活の質　向上”” の3大目標を掲げ
富川女性機関及び団体のネットワーク活動を支援し、
女性たちに多様で実益のある情報を提供するため富川地域10個の女性機関及び
団体が連合して運営するオン‐オフライン統合ネットワークサービス (2001年10月から)

““女性の権益保護、福祉増進、生活の質　向上女性の権益保護、福祉増進、生活の質　向上”” の3大目標を掲げ
富川女性機関及び団体のネットワーク活動を支援し、
女性たちに多様で実益のある情報を提供するため富川地域10個の女性機関及び
団体が連合して運営するオン‐オフライン統合ネットワークサービス (2001年10月から)

Webサイト利用状況

-会員数 : 約10,000 名

- 一日平均訪問者数 :        
　約 2000余名

Webサイト利用状況

-会員数 : 約10,000 名

- 一日平均訪問者数 :        
　約 2000余名

女性団体
ホームページ

女性団体
ホームページ

女性文化祭

創業博覧会

キャンペーン

就業、創業情報

統合行事、教育情報

統合クラブ.サークル情報

分野別相談及びオンラインマガジン

行事、教育情報

　クラブ.サークル情報

　　相談、情報誌情報

　　　機関別特化情報

女性行事

女性万歳

連動連動

連係連係

連係連係

女性団体
ホームページ

女性団体
ホームページ

女性文化祭

創業博覧会

キャンペーン

就業、創業情報

統合行事、教育情報

統合クラブ.サークル情報

分野別相談及びオンラインマガジン

行事、教育情報

　クラブ.サークル情報

　　相談、情報誌情報

　　　機関別特化情報

女性行事

女性万歳

連動連動

連係連係

連係連係

地域情報サービス提供現況_ 女性万歳地域情報サービス提供現況_ 女性万歳

女子万歳　

富川女子ネッ

トワーク

 
図 ５－３４ 女性万歳 
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イ ディンガディン 
「ディンガディン」は、富川市の青少年サークル連合会を中心として、中学生、高校生

の様々な文化・福祉・余暇・サークル等を支援するためのサイバー空間である。オンライ

ン・オフラインで健全な青少年文化の育成に寄与しており、１日約 500 人が利用する。 

富川市の青少年ドンアリ（サークル）連合会がつくった青少年サービス。

富川いう地域を基盤にした青少年の多様な文化、福祉活動を支援し、

青少年の保護と文化活動支援、健全な余暇文化開発青少年の保護と文化活動支援、健全な余暇文化開発のためののための 車ٛのない通り .ٛ ムٛハンデٛ等

多様な事業を中心に運営されている。(2001年 8月から)

富川市の青少年ドンアリ（サークル）連合会がつくった青少年サービス。

富川いう地域を基盤にした青少年の多様な文化、福祉活動を支援し、

青少年の保護と文化活動支援、健全な余暇文化開発青少年の保護と文化活動支援、健全な余暇文化開発のためののための 車ٛのない通り .ٛ ムٛハンデٛ等

多様な事業を中心に運営されている。(2001年 8月から)

地域情報サービス提供状況_ディンガディン地域情報サービス提供状況_ディンガディン

　ドンアリ　
支援活動

　ドンアリ　
支援活動

行事、

教育情報

行事、

教育情報

ドンアリ
連合会

ドンアリ
連合会

オンライン
コミュニティ

オンライン
コミュニティ

ボランティア
情報

ボランティア
情報

Entertain
-ment

Entertain
-ment

活動サークル連合会活動サークル連合会

ラップドンアリ連合会
ロックドンアリ連合会
天文ドンアリ連合会
漫画ドンアリ連合会

ダンスドンアリ連合会
手話ドンアリ連合会
映像ドンアリ連合会

ボランティアドンアリ連合会
グラフィティドンアリ連合会

ドンアリ祝祭

車のない通り
祝祭

コンテンツ
生産

オフライン　
サークル　

活動

　ドンアリ　
支援活動

　ドンアリ　
支援活動

行事、

教育情報

行事、

教育情報

ドンアリ
連合会

ドンアリ
連合会

オンライン
コミュニティ

オンライン
コミュニティ

ボランティア
情報

ボランティア
情報

Entertain
-ment

Entertain
-ment

活動サークル連合会活動サークル連合会

ラップドンアリ連合会
ロックドンアリ連合会
天文ドンアリ連合会
漫画ドンアリ連合会

ダンスドンアリ連合会
手話ドンアリ連合会
映像ドンアリ連合会

ボランティアドンアリ連合会
グラフィティドンアリ連合会

ドンアリ祝祭

車のない通り
祝祭

コンテンツ
生産

オフライン　
サークル　

活動

ディンガディン

富川青少年ネットワーク

 
図 ５－３５ ディンガディン 

ウ ナヌムト 
「ナヌムト」とは、韓国語で「分かち合いの場」を意味する。このサイトは、社会福祉

機関、障害者施設、高齢者福祉施設、ボランティアセンター等の 23 の機関が協力して運営

されている。生活・福祉業務に関連する情報だけでなく、富川市民が社会福祉に関する情

報へ容易にアクセスすることが可能となる総合情報サービスサイトを目的としている。 

富川市社会福祉機関たちの協力連携網を構築することにより, 
富川市内社会福祉情報と資源を共有するのみならず究極的には富川市民の

社会福祉情報アクセス容易性を高めることを目的とする 社会福祉総合情報網サービス社会福祉総合情報網サービス

富川市社会福祉機関たちの協力連携網を構築することにより, 
富川市内社会福祉情報と資源を共有するのみならず究極的には富川市民の

社会福祉情報アクセス容易性を高めることを目的とする 社会福祉総合情報網サービス社会福祉総合情報網サービス

保健医療システム

在宅福祉システム

社会福祉
機関

ネットワーク

統合
ネットワーク

イントラネット

社会福祉総合DB
行事

教育
情報

職員DB

利用者
情報

ボランティア
後援者
情報

情報誌
資料室

イントラ
ネット

行事
教育
情報

情報誌
資料室

会員
情報

ボランティア
後援者情報

実務者DB
機関間
資料

共有管理

DBDB統合統合 DBDB統合統合

保健福祉情報提供
オンラインプログラム申請
オン‐オフラインコミュニティ活動
ボランティア志願/後援 参与
オン‐オフライン相談
他機関プログラム検索

ワンストップ福祉情報閲覧
地域別、機関別サービス利用
プログラム統合管理
統合ボランティア、後援
機関間文書共有、会員管理情
報承継、 公文書受発信

2323機関の機関のHPHP ナヌムトナヌムト((統合サイト統合サイト))
<<社会福祉総合情報網>><<<<社会福祉総合情報網社会福祉総合情報網>>>>

地域情報サービス提供現況_　ナヌムト（分かち合いの場）地域情報サービス提供現況_　ナヌムト（分かち合いの場）

 
図 ５－３６ ナヌムト 
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エ ５大文化ポータルサイト 
5 大文化ポータルサイトは、富川市が特に取り組んでいる「富川フィルハーモニーオー

ケストラ」「富川国際ファンタスティック映画祭」「アニメーション・フェスティバル」「漫

画情報センター」及び「ボッサゴル芸術祭」の 5 大文化事業において、これらのコンテン

ツのデータベース化及び統合、オンラインネットワークによる情報交流や統合サービスの

提供を行っている。 

地域サービス提供現況_　5大文化ポータル地域サービス提供現況_　5大文化ポータル

富川市が今日まで力点を置き推進してきた文化事業を、産業と連係させることで

地域経済成長のもうひとつの原動力として成長させる

富川市が今日まで力点を置き推進してきた文化事業を、産業と連係させることで

地域経済成長のもうひとつの原動力として成長させる

富川フィルハーモニック
オーケストラ

富川フィルハーモニック富川フィルハーモニック
オーケストラオーケストラ

富川国際
ファンタスティック映画祭

富川国際富川国際
ファンタスティック映画祭ファンタスティック映画祭

富川国際大学
アニメーションフェスティバル

富川国際大学富川国際大学
アニメーションフェスティバルアニメーションフェスティバル

漫画情報センター漫画情報センター漫画情報センター

ボッサゴル芸術祭ボッサゴル芸術祭ボッサゴル芸術祭

富川市富川市
重点育成重点育成 55大文化大文化

　　文化　　　
ポータル

　　文化　　　
ポータル

地域情報センター地域情報センター

コンテンツ統合
デジタル文化
統合サービス

運営

キャラクター、ロボット、デジタル
コンテンツなどの先端産業育成  

図 ５－３７ ５大文化ポータルサイト 

オ ピーチ２１ 
「ピーチ 21」という名称の由来は、富川市を象徴する果物が桃（ピーチ）であり、21

世紀に作られたためである。このサイトでは、富川市管内の中小企業の製品情報、企業広

報だけでなく、商工会議所、産業振興財団等の行政機関に企業活動を支援するための各種

の情報を迅速に提供する。また、このサイトは企業間の情報共有が可能なオンラインネッ

トワークでもある。ピーチ 21 では、中小企業の情報化を通じた競争力強化を目的に情報化

コンサルティング支援事業、法律支援事業等についても推進する計画である。 

企 業 情 報 　

ポ ー タル

Peach21.net
富 川 市 庁

富 川 商 工 会 議 所 、
産 業 振 興 財 団

地 域 情 報 セ ンター

情 報 供 給
チ ェー ン

富 川 市 中 小 企 業

海 外 バ イヤ ー

創 業 準 備

情 報 受 信

チ ェー ン

地 域 情 報 サ ー ビ ス 提 供 現 況 _　Peach21地 域 情 報 サ ー ビ ス 提 供 現 況 _　Peach21

 
図 ５－３８ ピーチ２１ 
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カ サイバーアパート 
サイバーアパートとは、アパート生活を行う住民が近隣との関係をより良くするための

サイトである。近隣との住民関係を改善し、アパート住民のコミュニケーションを促進す

るといった、共同管理に伴う情報の共有化等を推進するものであり、現在 16 のアパート団

地でサービス提供が行われている。 
 

利用者告知事項

建議事項

管理者

地域情報サービス提供現況_　サイバーアパート地域情報サービス提供現況_　サイバーアパート

•　各々のサイバーアパートホームページを、富川市庁告示事項メニューとの連係により

　サイバーアパートホームページでサービス

• 富川市建築課で受付ける集合住宅関連の建議事項をサイバーアパートで直接申 請

　できるように構成

•　各々のサイバーアパートホームページを、富川市庁告示事項メニューとの連係により

　サイバーアパートホームページでサービス

• 富川市建築課で受付ける集合住宅関連の建議事項をサイバーアパートで直接申 請

　できるように構成

富川市　建築課

富川市ＨＰ

アパートコミュニティ

運営

サービス利用

 
図 ５－３９ サイバーアパート 

 
（４）有・無線ポータルシステム導入 

最後に、富川市において 2005 年度及び 2006 年度に計画している有・無線ポータルシス

テム導入計画について述べる。 
この有・無線ポータルシステムの制度は、「プチョンエヌ」（仮称）と呼ばれている。「プ

チョンエヌ」とは韓国語で、「富川に行く」という意味であり、富川市に行けば富川市の様

子が分かるように、「プチョンエヌ」のサイトにアクセスすることで、富川の状況が分かる

という意味を込めて名づけられている。この有・無線ポータルシステムは、現在、パソコ

ンによるインターネットサービスのみならず、2006 年から韓国で商用化が予定されている

携帯インターネット網に合わせて、モバイルでもサービス提供を可能とすることを計画し

ている。 
この「プチョンエヌ」が構築されれば、住民は、いつでもどこでも、どのような機器を

用いても、行政・生活・観光・産業・教育・福祉等の地域の情報全般に対する情報サービ

スを受けることが可能となる。この情報サービスには、企業からの情報や、市政に参加す

るための情報も含まれている。 
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ポータルシステム

モバイル

有・無線ポータルシステム導入 (2005 ~ 2006)有・無線ポータルシステム導入 (2005 ~ 2006)

 
図 ５－４０ 有・無線ポータルシステム導入 

４ 横須賀市 
 「電子自治体と公共サービス、住民参加 横須賀市の推進事例」 
ここでは、横須賀市における取組事例として、「統合型の地理情報システム」「災害情報通

信ネットワーク」及び「電子入札」について述べる。 
（１） 統合型の地理情報システム 

横須賀市では、統合型の地理情報システムを、住民・企業等に対するサイトに掲載する

だけでなく、市役所の内部業務にも活用している。すべての職員は、各々のパソコンで地

図の情報を共有することが可能である。このため、住民から電話で地域情報等に関する質

問があった場合、職員は、迅速に回答することができる。ただし、個人に関する情報は、

市役所の特定の部局でのみ把握することとし、かつ特定の許された職員だけが確認可能で

ある。 

都市計画の情報 航空写真 解析結果

市役所内の各事務室
 

図 ５－４１ 市役所内の情報共有 
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また現在、横須賀市では、様々なツールを活用し地域情報等を分析する解析作業を推進

している。例えば、特定の地域の人口密度や居住者の年齢構成を把握し、10 から 20 年後

の年齢構成や所得階層の変化等を検討している。これは、今後の政策（学校の増減等）を

解析するツールとして利活用するために推進している。 

（２）災害情報通信ネットワーク 
横須賀は、東京から南約 50km に位置しているため、いつ地震の影響を受けてもおかし

くない地域である。こうした中で、横須賀市では、地震に対し、水の確保、食糧の確保、

発電機の確保等、様々な対策を図っているが、その中でも情報の確保が非常に重要である

と考えている。 
このため、横須賀市では、周辺の地方公共団体と協力して、災害情報通信ネットワーク

を構築している。 
 

大雨による巨石崩落現場
現場から携帯端末により
災害状況をデータ送信

携帯端末

 
図 ５－４２ 災害現場から災害状況をデータ入力 

上図は、2003 年 8 月に実際に起きた崖崩れである。台風の影響により、大きな石が家の

前に落ちている。この際に災害情報通信ネットワークでは、駆けつけた消防職員等が持参

した携帯端末により、災害状況等を災害対策本部に送信する。災害対策本部は、確認して、

とるべき対応を即断・即決する。 
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横須賀市災害対策本部室

災害現場の位置 災　害　状　況 災害現場の写真

 
図 ５－４３ 災害本部で現場の被害状況確認・指示 

（３）電子入札の取組 
横須賀市では、電子入札システムを導入している。以下の図は、入札書の流れを示して

いる。 

事業者
事業者 契約課

電子認証局

電子公証局 入札処理アプリ

①
入札書

②
受領書

③送信
　要求

④
入札書

入札書
（原本）

①事業者の
　認証確認

②公証局の
　認証確認

③契約課の
　認証確認

④公証局の
　認証確認

Certificate Authority

Authentication Authority

Business providers Contract department

Sealed proposal

Sealed proposal

Sealed proposal
(original copy)

Transmission request

Receipt

Confirmation of 
authentication

Proposal-handling AP  
図 ５－４４ 入札書の流れ 

 
この電子入札の導入の結果、横須賀市では入札制度を改革し、制度改革と事務改革を両

輪で実現するとともに、大きな金額の契約差金を生むことが可能となった。以下に、横須

賀市の電子入札の効果として、入札に係る設定価格と入札差金の年度推移を示す。 
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落札率

1997 1998 1999 2000 2001 2002  
図 ５－４５ 入札差金の増大 

５ 三鷹市 
 「情報都市みたかをめざして」 
三鷹市では、様々な情報化や ICT 活用の取組を推進している。 
ここでは、第 4 章の中で述べた「シニア SOHO 普及サロン・三鷹」「みたか市民プラン 21

会議」及び「e-フォーラム」以外に推進している「むさしのみたか市民テレビ局」及び「子

育てねっと（子育てコンビニ）」といった住民活動について述べる。 
（１） むさしのみたか市民テレビ局 

三鷹市では、ケーブルテレビ局の一部を住民に開放している。住民は、現在月１本のペー

スで 30 分の番組を作っている。「むさしのみたか市民テレビ局」は、2001 年１月１日から

開局しているが、約 4 年間、欠かすことなく番組が作られている。 

 
図 ５－４６ むさしのみたか市民テレビ局 
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（２）子育てねっと（子育てコンビニ） 
「子育てねっと」では、子育てに関する情報を提供している。これは、三鷹市と株式会

社まちづくり三鷹が一緒になり提供しているサイトである。このサイトでは、行政側が提

供している子育てに関する情報以外に、当事者だけが必要な情報も提供している。例えば

「楽しく遊ぶことが可能な公園情報」や「美味しい子供向けの飲食店情報」がある。例え

ば、公園に関する情報は、行政側でも問題なく情報提供することが可能である。しかし、

「子供連れで行くと嫌な顔をされて追い立てられるレストラン」等といった情報を行政側

が発信することは困難である。 
こうした背景を踏まえ「子育てねっと」に関する実証実験事業では、実際に子育て中の

母親達の活動協力を得て、行政の領域外の情報を提供するサイト作りを行った。三鷹市で

は、実証実験事業が終了すれば、母親達の活動は解散するものと想定していたが、このサ

イトは好評であったため、現在、母親達による「子育てコンビニ」という NPO 法人が設

立され、継続的に活動している。 
この NPO 法人「子育てコンビニ」は、株式会社まちづくり三鷹から仕事を請け負って

運営している。現在、他の地方公共団体のサイトの受注をしたり、体制作りの出版をした

りと大変活動的な団体となっている。 
 

 
図 ５－４７ 子育てねっと 
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図 ５－４８ 子育てコンビニ 

（３）三鷹市の今後の課題と進むべき方向 
三鷹市では、「情報伝達手段の選択」「所要コストの負担」「情報発信を支える仕組み」及

び「利用する市民の理解」を今後の課題として認識している。三鷹市では、これらの課題

に対して市の様々な情報を正確に住民に提示し、情報の管理を行い、信頼を得ることが課

題解決につながると考えている。また、住民の協力を得ることが、地域社会の課題解決に

つながると考えている。 
 

情報伝達手段の選択

適切なメディアは？

所要コストの負担

システム整備と運用コスト？

情報発信を支える仕組み

運用組織の整備は？

利用する市民の理解

周知、活用のＰＲは？

情報管理の徹底
個人情報の適切な管理

誰もが！
利用できる

 

図 ５－４９ 三鷹市の今後の課題 
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また、三鷹市では、今後の進むべき方向として、ICT が活用され、「市役所にある情報」

「市役所に集まる情報」等を住民と共有する「協働型の地域社会」を目指している。 
 

地域社会の変化

分権化

情報の共有
（そのための公開と提供）

協働型の地域社会

まちを構成する
要素の変化

公と私の複合的関係多様化

 
図 ５－５０ 三鷹市の今後の進むべき方向 

- 123 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本と韓国にみる電子自治体の推進 

 
 平成１７年８月１０日発行 

 編集・発行 (財)自治体国際化協会(CLAIR) 

       〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 19 階 

             TEL 03-3591-5482 FAX 03-3591-5346 

 

 

クレア刊行物に関する最新情報は、当協会のホームページ(http://www.clair.or.jp)を

ご覧ください。 




	表紙
	目次
	はじめに
	概要
	第１章 日本の電子自治体の推進
	第１節 ｅ－Ｊａｐａｎ戦略と電子政府・電子自治体の推進
	第２節 電子自治体の基盤整備の推進
	第３節 電子自治体システム構築の推進
	第４節 個人情報保護・セキュリティ対策
	第５節 ＩＣＴを活用した地域の活性化

	第２章 韓国の電子政府の推進
	第１節 電子政府推進の状況
	第２節 電子政府ビジョンと推進目標
	第３節 電子政府推進戦略及び体系
	第４節 電子政府推進の課題
	第５節 未来の電子政府の姿

	第３章 電子自治体の基盤構築と業務改革
	第１節 アウトソーシングのあり方
	第２節 認証基盤
	第３節 個人情報保護
	第４節 業務の最適化・標準化

	第４章 公共サービス・住民参加の促進
	第１節 行政手続の電子化促進
	第２節 住民参加の促進
	第３節 民間等との連携
	第４節 行政情報の提供・公開

	第５章 事例紹介
	第１節 電子自治体の基盤構築と業務改革
	第２節 公共サービス・住民参加の促進




